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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

中期計画（中期目標） 年度評価 
項目別 

調書№ 

備考 

 

 

中期計画（中期目標） 年度評価 
項目別

調書№ 

備考 

 
 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

 証券化支援事業 Ｂ○重 Ｂ○重 Ｂ○重 Ｂ○重 Ⅰ－１   業務運営の効率化に関する事項 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅱ  

住宅融資保険等事業 Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ－２  Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

住宅資金融通等事業 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ⅰ－３   財務内容の改善に関する事項 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅲ  

 

      
Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

 その他業務運営に関する重要事項 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅳ  

※ 重要度を「高」と設定されている項目については、評語の横に「○」を付している。 
※ 重点化の対象とされた項目については、各評語の横に「重」を付している。 
※ 住宅融資保険等事業に係る定量目標のうち、「住宅融資保険を活用したリバースモーゲージ型住宅ローンの取扱金融機関の新規参入」については、困難度が「高」とされている。 
※ 住宅資金融通等事業に係る定量目標のうち、「マンションすまい・る債を活用するマンション管理組合数」については、困難度が「高」とされている。 
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【項目別評定調書】 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１ 証券化支援事業【重点化項目】 

業務に関連する政策・

施策 
政策目標：Ⅰ 少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及

び向上の促進 
施策目標：１ 居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質

な住宅ストックの形成を図る 
施策目標：２ 住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われ

る住宅市場を整備する 
政策目標：Ⅱ 良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー

社会の実現 
施策目標：３ 総合的なバリアフリー化を推進する 

政策目標：Ⅲ 地球環境の保全 
施策目標：９ 地球温暖化防止等の環境の保全を行う 

政策目標：Ⅳ 水害等災害による被害の軽減 
 施策目標：11 住宅・市街地の防災性を向上する 
政策目標：Ⅶ 都市再生・地域再生の推進 
 施策目標：25 都市再生・地域再生を推進する 
政策目標：Ⅻ 国際協力、連携等の推進 

施策目標：43 国際協力、連携等を推進する 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人住宅金融支援機構法（平成17年法律第82号）第13条第１項第

１号及び第２号並びに第２項第２号及び第３号 

当該項目の重要度、困

難度 
重要度：「高」（住生活基本計画等の政府方針において、独立行

政法人住宅金融支援機構（以下「機構」という。）に対して長

期固定金利の住宅ローンの安定的な供給支援や長期優良住宅を

はじめとする良質な住宅の供給促進、既存住宅流通・リフォー

ム市場の活性化等が求められており、これらの施策の実現に向

けて証券化支援事業は主要な役割を果たすことから、重要度は

高い。） 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

予算事業ＩＤ：003999・004012 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 
 
２．主要な経年データ 
① 主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 
基準値 

（前中期目標期間 

最終年度値等） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

定

量

目

標 

フラット３５の申請件数のうち長期優良住宅の技術基準

を満たす住宅に係るもののストック 
（計画値） 中期目標期間の最終年度までに30万戸以上 － 23.7万戸 25.2万戸 25.9万戸 26.3万戸 

（実績値） 
－ 

21.9万戸 

（令和２年度） 
23.4万戸 24.7万戸 25.4万戸 26.2万戸 

（達成度） － － 98.7％ 97.8％ 97.9％ 99.7％ 

フラット３５の申請件数に占める既存住宅の割合 （計画値） 中期目標期間の最終年度までに25％以上（

可能な限り28％） 
－ 23.5％ 24.0％ 25.0％ 25.0％ 

（実績値） － 25.8％ 27.3％ 28.8％ 33.1％ 34.9％ 
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（令和２年度） 

（達成度） － － 116.2％ 120.0％ 132.5％ 139.5％ 

フラット３５地域連携型に新たに連携して取り組む地方

公共団体数 
（計画値） 中期目標期間中に100団体以上 － 20団体 24団体 － － 

（実績値） － － 77団体 57団体 50団体 30団体 

（達成度） － － 385.0％ 237.5％ － － 

買取審査に係る標準処理期間（３日）内の処理率 （計画値） 各年度８割以上 － 80％ 80％ 80％ 80％ 

（実績値） 
－ 

93.7％ 

（令和２年度） 
94.4％ 91.4％ 89.5％ 90.1％ 

（達成度） － － 118.0％ 114.3％ 111.9％ 112.6％ 

指

標 

フラット３５（買取型）の申請件数 
－ 

94,941件 

（令和２年度） 
80,845件 56,741件 36,383件 35,857件 

ＭＢＳの毎月の発行額 

－ 

1,020億円 

～ 

2,195億円 

（令和２年度） 

907億円 

～ 

1,931億円 

704億円 

～ 

1,607億円 

286億円 

～ 

1,180億円 

414億円 

～ 

736億円 

ＭＢＳ発行時のベンチマーク（10年国債の流通利回り）とのスプレッ

ド 
－ 

0.31％ 

～ 

0.34％ 

（令和２年度） 

0.26％ 

～ 

0.31％ 

0.25％ 

～ 

0.59％ 

0.34％ 

～ 

0.57％ 

0.29％ 

～ 

0.33％ 

フラット３５（保証型）の取扱金融機関数 
－ 

８機関 

（令和２年度） 
９機関 ９機関 ８機関 ８機関 

フラット３５（保証型）の申請件数 
－ 

14,772件 

（令和２年度） 
13,860件 10,412件 4,400件 4,585件 

フラット３５リノベの申請件数 
－ 

409件 

（令和２年度） 
1,153件 864件 683件 916件 

フラット３５地域連携型のうち子育て支援に資するものの件数 
－ 

683件 

（令和２年度） 
552件 843件 562件 477件 

フラット３５子育てプラスの申請件数 － － － － 6,066件 21,502件 

国内外の機関との情報交換や支援の回数 
－ 

14回 

（令和２年度） 
28回 28回 35回 39回 

② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額（百万円） 3,943,645 4,236,575 4,051,749 3,229,603 

決算額（百万円） 3,633,037 3,496,332 2,819,358 2,529,498 

経常費用（百万円） 196,959 194,552 208,808 221,427 

経常利益（百万円） 82,620 86,736 76,629 56,490 

行政コスト（百万円） 196,959 194,552 208,808 221,544 

従事人員数（人） 472 497 515 558 

注）証券化支援勘定の計数を記載。予算額、決算額は支出額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

長期固定金利の住

宅資金を全国あまね

く安定的に供給でき

るようにするととも

に、住宅循環システ

ムの構築、良質な住

宅ストックの形成等

に資するよう、証券

化支援事業を通じ民

間金融機関による長

期固定金利の住宅ロ

ーンの供給を支援す

る次の取組を行うこ

と。 

長期固定金利の住

宅資金を全国あまね

く安定的に供給でき

るようにするととも

に、住宅循環システ

ムの構築、良質な住

宅ストックの形成等

に資するよう、証券

化支援事業を通じ民

間金融機関による長

期固定金利の住宅ロ

ーンの供給を支援す

る次の取組を行う。 

長期固定金利の住

宅資金を全国あまね

く安定的に供給でき

るようにするととも

に、住宅循環システ

ムの構築、良質な住

宅ストックの形成等

に資するよう、証券

化支援事業を通じ民

間金融機関による長

期固定金利の住宅ロ

ーンの供給を支援す

る次の取組を行う。 

＜評価の視点＞ 

・長期固定金利の

住宅資金を全国

あまねく安定的

に供給できるよ

うにするととも

に、住宅循環シ

ステムの構築、

良質な住宅スト

ックの形成等に

資するよう、証

券化支援事業を

通じ民間金融機

関による長期固

定金利の住宅ロ

ーンの供給を支

援する取組を行

っているか。 

 

＜定量目標・指標

＞ 

「２．主要な経

年データ」表の

指標等欄記載の

とおり 

＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：次のとおり、長期固

定金利の住宅資金を全国

あまねく安定的に供給で

きるようにするとともに

、住宅循環システムの構

築、良質な住宅ストック

の形成等に資するよう、

証券化支援事業を通じ民

間金融機関による長期固

定金利の住宅ローンの供

給を支援する取組を実施

しており、金融環境の影

響はありながらも所期の

目標を達成していると判

断し、「Ｂ」とした。 

 

○ 定量目標のうち「フラ

ット３５の申請件数のう

ち長期優良住宅の技術基

準を満たす住宅に係るも

ののストック」について

は、長短金利差拡大等の

影響から令和５年度に引

き続きフラット３５の受

理数が回復しなかったこ

と等の要因により、令和

６年度末時点の目標値で

ある累計26.3万戸に対し

て実績値は26.2万戸（達

成率：99.7％）と僅かな

がらも及ばなかったが、

住宅ローン利用予定者、

住宅関連事業者等、民間

金融機関等に対して機構

本支店一体となって長期

優良住宅のメリット等に

関する周知活動を精力的

評定  

 

① 民間金融機関の

円滑な資金調達を

実現できるフラッ

ト３５（買取型）

を的確に実施する

とともに、住宅金

融証券化市場の整

備・育成のため、

安定的な資産担保

証券（以下「ＭＢ

Ｓ」という。）の

発行やＭＢＳのベ

ンチマーク性の向

上に向けた取組を

継続して行うこと

。 

債券発行等に当

たっては、グリー

ンボンドの発行等

により、ＥＳＧ投

資ニーズのある投

資家の参入を図る

こと。 

民間金融機関に

よる証券化を支援

① フラット３５（

買取型）を的確に

実施するため、国

民がその利用を希

望する際に関連情

報にアクセスでき

るよう、住宅ロー

ン利用予定者、住

宅関連事業者、民

間金融機関等に対

する周知活動を行

う。 

（指標：フラット３

５（買取型）の申

請件数） 

① 住宅ローン利用

予定者がフラット

３５の関連情報に

容易にアクセスで

きるように広告、

セミナー等の周知

活動を行うととも

に、住宅関連事業

者等に対しては顧

客のニーズに応じ

てフラット３５の

制度改正を含めた

関連情報を適切に

提供できるように

業界団体を通じた

セミナー等の周知

活動を行い、民間

金融機関に対して

は顧客のニーズに

応じてフラット３

５を提供できるよ

うに制度内容や手

続に関する情報を

中心に周知活動を

行う。また、民間

 次のとおり、住宅ローン利用予定者、住

宅関連事業者等及び民間金融機関の３チャ

ンネルに対して、フラット３５の周知活動

や手続のサポートを行った。その結果、指

標「フラット３５（買取型）の申請件数」

は「２．主要な経年データ」表記載のとお

りとなった。 

 

（住宅ローン利用予定者に対する取組） 

○ テレビＣＭ（地上波及びＢＳ放送）、

新聞、Ｗｅｂ（バナー広告及びＹｏｕＴ

ｕｂｅ）等を活用した広域広告による周

知のほか、地方紙、交通広告等を活用し

た地域での広告による周知を行い、全期

間固定金利の安心を訴求した。 

○ 朝日新聞社主催のイベント「グッドラ

イフフェア2024」（令和６年10月）に出

展し、金利のある世界での的確な住宅ロ

ーンの選び方等の啓発を行うとともに、

フラット３５子育てプラス等を訴求した

。また、ファイナンシャルプランナー及

び著名人と連携したセミナーを開催し、

住宅ローン選びの参考となる情報を発信

した。加えて、朝日新聞に当該セミナー

に関する記事型広告を掲載するとともに
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するフラット３５

（保証型）が有す

る課題を解決する

ための取組を行う

とともに、取り扱

う民間金融機関等

のニーズに対応し

て、適宜適切な業

務の見直しに努め

ること。 

（指標） 

・フラット３５（買

取型）の申請件数 

・ＭＢＳの毎月の発

行額 

・ＭＢＳ発行時のベ

ンチマーク（10年

国債の流通利回り

）とのスプレッド 

・フラット３５（保

証型）の取扱金融

機関数 

・フラット３５（保

証型）の申請件数 

金融機関又は適合

証明検査機関のニ

ーズに応じて、手

続等のサポートを

行う。 

（指標：フラット３

５（買取型）の申

請件数） 

、機構公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに

おいて当該セミナーの動画を配信した。 

○ 日本銀行によるマイナス金利政策の解

除に伴い、金利のある世界での的確な住

宅ローンの選び方について、次のとおり

周啓発行った。 

① ファイナンシャルプランナーとのよ

り一層の連携を図るため、（特非）日

本ファイナンシャル・プランナーズ協

会の法人賛助会員となった。また、同

協会が発行する会報誌「ＦＰジャーナ

ル」（2024年８月号）において、フラ

ット３５の概要が掲載された。 

② 各地域のファイナンシャルプランナ

ーと機構支店が連携し、「金利のある

世界での的確な住宅ローンの選び方」

について、住宅ローン利用予定者に対

してセミナー、地方紙等により啓発を

行った。 

③ ファイナンシャルプランナーが住宅

ローン選びについて解説する動画「金

利のある世界で住宅ローンをどう選ぶ

？」を作成し、機構公式ＹｏｕＴｕｂ

ｅチャンネルに掲載した。 

④ ファイナンシャルプランナーを通じ

て住宅ローン利用予定者等に対して広

く有益な情報提供を行うため、ファイ

ナンシャルプランナー向けのメールマ

ガジンを毎月発行し、情報提供を行っ

た。 

○ 子育て世帯及び若年夫婦世帯の住宅取

得検討の一助となるよう、フラット３５

子育てプラスの周知を次のとおり行った

。 

① フラット３５子育てプラス訴求のた

め、新たにテレビＣＭ素材を制作し、

地上波テレビやＷｅｂ動画、街頭サイ

ネージ等を通じて周知を行った。併せ

て、商品説明動画の作成及びチラシの

更新を行い、フラット３５サイトに掲

載した。 

に実施する等、長期優良

住宅の普及促進に尽力し

た。 

〇 定量目標のうち「フラ

ット３５の申請件数に占

める既存住宅の割合」に

ついては、仲介事業者及

び業界団体とのネットワ

ークを活かした周知活動

等の取組を実施し、目標

25.0％に対して実績は

34.9％（達成率139.5％

）となり、目標を大きく

上回って達成した。 

〇 定量目標のうち「買取

審査に係る標準処理期間

（３日）内の処理率」に

ついて、目標値80.0％に

対して実績値は90.1％（

達成率：112.6％）とな

り、着実に達成した。 

〇 各指標については、変

動金利型住宅ローンとの

金利差拡大等の金融環境

の影響を受け、フラット

３５（買取型）の申請件

数等は令和５年度を下回

る実績となったものの、

住宅ローン利用予定者に

対する全期間固定金利の

安心等の訴求、住宅関連

事業者等及びフラット３

５取扱金融機関に対する

丁寧な制度説明等の取組

を通じて、住宅ローン利

用予定者が適切な住宅ロ

ーン選択を行っていただ

けるよう尽力する等、政

策実施機能を最大限発揮

するべく機構本支店一体

となって取組を推進して

7/154



 
 

② 金利引下げに係るポイント制度につ

いて理解が進むよう説明動画を作成し

、機構公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル

、フラット３５サイト及びランディン

グページに公開した。また、機構が提

供する、金利引下げメニューに応じて

金利引下げ制度のポイント数や金利を

計算できるツールを月々の返済額が試

算できるよう改修し、フラット３５子

育てプラス利用時の返済額が算出でき

るようにした。 

③ 子育て世帯に直接的にフラット３５

子育てプラスを訴求することを目的と

して、香川県高松市及び（特非）わは

はネットと連携し、母子手帳の配付時

、乳児検診時等に市民へ直接配付され

るハンドブックにフラット３５子育て

プラスの広告を掲載した。 

○ フラット３５、フラット２０及びフラ

ット５０の毎月の返済額試算並びにフラ

ット２０及びフラット５０とフラット３

５との差額試算を記載した利用方法チラ

シを作成し、住宅ローン利用予定者のニ

ーズに応じたフラット３５の利用方法を

周知した。 

○ 住宅の建て方別に作成しているフラッ

ト２０のチラシについて、住宅の建て方

ごとの利用者像や実際に利用が多い金利

引下げメニューの内容を記載することで

、住宅ローン利用予定者がフラット２０

の利用をイメージしやすいよう工夫した

。 

○ フラット５０のチラシを作成し、長期

優良住宅の利用を促すとともに、40年返

済及び50年返済の場合における毎月の返

済額を記載することで、様々な返済方法

があることを周知した。 

○ 令和６年10月から開始したペアローン

制度について、制度周知を図る観点から

チラシに掲載したほか、フラット３５サ

イトに制度説明ページを作成した。 

いる。このほか、ＭＢＳ

に関する指標についても

、日本銀行によるマイナ

ス金利政策の解除や政策

金利の追加利上げの実施

により金利変動が大きい

起債環境であったが、証

券会社を通じて投資家需

要をきめ細やかに把握し

丁寧な対話に取り組んだ

ことにより、安定的な資

金調達を実現し、住宅金

融証券化市場の整備・育

成に貢献している。 

○ 金融経済教育推進機構

（Ｊ－ＦＬＥＣ）と連携

し、Ｊ－ＦＬＥＣが主催

する「認定アドバイザー

向けフォローアップ研修

」における住宅ローンに

関する研修資料を機構が

作成する等、Ｊ－ＦＬＥ

Ｃが実施する金融経済教

育の推進を支援した。 

○ 日本銀行によるマイナ

ス金利政策の解除に伴い

、金利のある世界での的

確な住宅ローンの選び方

を住宅ローン利用予定者

等に対して広く情報提供

するため、ファイナンシ

ャルプランナーと連携し

たセミナーの実施や地方

紙への情報掲載等を行っ

た。 

○ 機構の主たる資金調達

手段であるＭＢＳにおい

てもグリーンボンドでの

発行を求める投資家の根

強いニーズを踏まえ、投

資家ヒアリングを実施し
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○ 金融経済教育推進機構（Ｊ－ＦＬＥＣ

）と連携し、Ｊ－ＦＬＥＣが主催する「

認定アドバイザー向けフォローアップ研

修」における住宅ローンに関する研修資

料を機構が作成する等、Ｊ－ＦＬＥＣが

実施する金融経済教育の推進を支援した

。 

○ 機構が提供する、フラット３５の借入

申込みをインターネット上で受け付ける

フラット３５Ｗｅｂ申込サービスについ

て、令和７年１月６日にお客さま向けに

リリースした（導入希望機関数15機関（

うち２機関が利用開始））。 

〇 住生活月間中央イベント（令和６年10

月）に出展し、住宅ローン利用予定者に

対して住宅性能を向上させてきた機構の

役割を説明するとともに、フラット３５

Ｓ（ＺＥＨ）のメリットを訴求した。 

 

（住宅関連事業者等に対する取組） 

○ 住宅関連事業者から住宅ローン利用予

定者に対してフラット３５が紹介される

環境を醸成するため、住宅関連事業者に

対する周知活動に当たっては、住宅関連

事業者ごとの住宅の建て方、住宅の仕様

、価格帯、フラット３５の利用状況等を

踏まえたフラット３５子育てプラス、フ

ラット２０、フラット５０等の訴求を行

った。 

○ 日本銀行によるマイナス金利政策の解

除に伴い、「金利のある世界での的確な

住宅ローンの選び方」に関する資料を作

成するとともに、住宅関連事業者等の営

業担当者に対して勉強会等を開催し、正

しい金融情報の発信を行うことができる

ようサポートを行った。また、令和６年

７月の政策金利の追加利上げを踏まえて

当該資料を更新し、タイムリーに住宅関

連事業者に周知した。 

○ 子育て世帯及び若年夫婦世帯の住宅ロ

ーン利用予定者に対して的確にフラット

商品性向上に資する意見

の収集に取り組むととも

に、フラット３５の技術

基準を満たす住宅のうち

「省エネルギー性に優れ

た住宅」を対象としたグ

リーンＭＢＳ（超過担保

なし型）を令和７年度下

半期以降に発行すること

とした。 

○ 住宅価格上昇、金利環

境の見通しの変化等によ

り、若年層や子育て世帯

を中心に価格面で有利な

既存住宅の取得ニーズが

高まっている状況を踏ま

え、フラット３５におい

て一定の品質が確保され

た既存住宅を安心して取

得できる環境を整備する

ため、物件検査の内容を

整理し、当該物件検査を

実施した既存住宅につい

て金利引下げ（５年間年

▲0.25％）を行う「フラ

ット３５中古プラス」を

創設することを決定した

（令和７年４月実施）。 

○ 市場金利の先行きが不

透明である中、高齢者が

自身の状況に応じて変動

・固定のいずれかの金利

タイプを選択でき、高齢

者がリバースモーゲージ

型住宅ローンをより利用

しやすい環境整備を図る

観点から独立行政法人住

宅金融支援機構法が改正

され、これを受けて全期

間固定金利リバースモー

ゲージ型住宅ローン（リ

9/154



 
 

３５子育てプラスの訴求を行うことがで

きるよう、次のとおり周知を行った。 

① フラット３５子育てプラスの新たな

テレビＣＭ素材の放送に併せてチラシ

及びクリアファイルの更新を行い、住

宅関連事業者に配布した。 

② （一社）リビングアメニティ協会の

機関誌「ＡＬＩＡ」に、フラット３５

子育てプラスに関する記事を寄稿し、

会員企業に周知を行った。 

○ （一社）住宅生産団体連合会、（一社

）プレハブ建築協会、（一社）全国住宅

産業協会、（一社）不動産流通経営協会

、（一社）リフォーム推進協議会等の業

界団体が会する関連団体連絡会議等を通

じ、フラット３５の利用状況に関する意

見交換及び要望事項のヒアリングを実施

した。 

○ （一社）ＪＢＮ・全国工務店協会、東

京土建一般労働組合及び硝子繊維協会と

連携し、省令準耐火構造、壁量基準の改

正、フラット３５金利引下げ制度等に関

する工務店向け説明会を開催した。 

○ 国が令和７年４月に行う省エネ基準義

務化に関して、機構が先立って令和４年

度に設置した「省エネ基準要件化サポー

トダイヤル」での照会対応を通じて、省

エネ基準義務化への対応ができていない

住宅関連事業者に対する支援を引き続き

実施した。 

○ 「仕様書サポートダイヤル」において

住宅技術関係の照会に対応し、住宅関連

事業者等のフラット３５仕様等に関する

理解度向上を支援した。また、工務店等

に対して建築基準法改正やフラット３５

住宅技術基準の仕様等を周知するため、

2025年版住宅工事仕様書を作成した。 

○ 機構職員が住宅関連事業者等への説明

や照会に十分に対応できるサポート体制

を整備するため、機構本支店で「住まい

のテクニカルサポーター」を選定し、住

・バース６０全期間固定

金利タイプ）を証券化支

援事業において創設した

（令和７年１月取扱開始

）。 

〇 そのほか、住宅関連事

業者等からの要望を踏ま

えた制度見直しを実施す

る等、各取組を着実に実

施した。 
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宅技術基準や物件検査方法の制度改正内

容等の研修を実施した。 

○ 住宅の省エネルギー性能のレベルごと

に、税、財政支援及び融資の優遇内容を

とりまとめたチラシの更新を行い、住宅

関連事業者に周知した。 

○ 適合証明検査機関の担当者向け会議を

開催したほか、適合証明検査機関に音声

付きの研修資料を提供し、適合証明検査

機関による研修の実施を支援した。また

、適合証明検査機関に対して令和６年10

月及び令和７年４月の制度改正に関する

マニュアル等を早期に提供し、体制整備

を支援した。 

 

（民間金融機関に対する取組） 

○ 日本銀行によるマイナス金利政策の解

除に伴い、「金利のある世界での的確な

住宅ローンの選び方」に関する資料を作

成するとともに、フラット３５取扱金融

機関の担当者に対して勉強会等を開催し

、正しい金融情報の発信を行うことがで

きるようサポートを行った。また、令和

６年７月の政策金利の追加利上げを踏ま

えて当該資料を更新し、タイムリーにフ

ラット３５取扱金融機関に周知した。 

○ 子育て世帯及び若年夫婦世帯の住宅ロ

ーン利用予定者に対して的確にフラット

３５子育てプラスの訴求を行うことがで

きるよう、フラット３５子育てプラスの

新たなテレビＣＭ素材の放送に併せて、

チラシ及びクリアファイルの更新を行い

フラット３５取扱金融機関に配布した。 

○ フラット３５制度改正等についてのフ

ラット３５取扱金融機関向け説明会を開

催し、当該説明会では、資料のポイント

を説明した動画をＷｅｂ会議で放映する

とともに、オンラインストレージ等で提

供した。説明会後、質問事項をとりまと

めの上、Ｑ＆Ａ集の提供を行う等、フラ

ット３５取扱金融機関に対する周知活動

に取り組み、住宅ローン利用予定者に分
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かりやすく制度改正事項を説明できるよ

うサポートした。 

○ フラット３５取扱金融機関の負担軽減

のため、借入申込情報等から自動で金銭

消費貸借契約証書を作成できるよう基幹

システムの改修を実施した（令和６年10

月）。 

○ 機構が提供する、フラット３５の借入

申込みをインターネット上で受け付ける

フラット３５Ｗｅｂ申込サービスについ

て、導入を希望する15機関に対し操作研

修を実施し、準備が整った２機関が令和

７年１月６日からお客さま向けにリリー

スした。 

○ フラット３５取扱金融機関のデジタル

化を促進するため、フラット３５電子契

約サービス、マイナポータル収入情報取

得サービス及び顧客説明動画の利用を促

す通知及び説明会を開催した。 

 

（運用改善等の取組）  

○ 足下の社会経済情勢の変化等を受けた

お客さまニーズに対応するため、令和６

年10月にフラット３５のペアローン制度

を創設した。 

○ フラット３５取扱金融機関、住宅関連

事業者等のニーズを踏まえ、次の事項に

ついて運用改善を実施した。 

(1) 令和６年10月実施事項 

① 基幹システムへの金銭消費貸借契

約証書自動作成機能の追加 

② 諸費用確認方法の合理化 

③ 源泉徴収票による収入の確認方法

の追加 

④ 地役権等が設定されている場合の

抵当権の設定に関する取扱いの見直

し 

⑤ 越境がある場合の取扱いの見直し 

⑥ 借入申込書の記載項目合理化 

⑦ 新築住宅の現場検査における遠隔

実施による検査（リモート検査）の

導入 
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(2) 令和７年４月実施事項 

① 買取仮承認の有効期間を延長する

場合の取扱いの見直し 

② マイナポータルを活用した在籍確

認方法の追加 

③ 住宅購入時の外構工事費の取扱い

見直し 

④ 住宅建設費及び住宅購入費の対象

費用の見直し 

⑤ 中古マンションにおける検査省略

対象住宅の拡充 

② 資産担保証券（

以下「ＭＢＳ」と

いう。）の安定的

な発行には証券会

社の協力や投資家

への周知が欠かせ

ないことを踏まえ

、積極的に証券会

社と情報共有や意

見交換を行いつつ

、投資家の維持拡

大を目的とする効

果的なＩＲの企画

・運営実施（ＩＲ

活動）を継続して

行うことで、毎月

着実に所要額を調

達できるよう、Ｍ

ＢＳを発行すると

ともに、住宅金融

証券化市場の整備

・育成を図る観点

から、ＭＢＳのベ

ンチマーク性を高

めるため、市場環

境等に応じ、発行

額を平準化するよ

うに努める。 

（指標：ＭＢＳの毎

月の発行額／ＭＢ

Ｓ発行時のベンチ

② 資産担保証券（

以下「ＭＢＳ」と

いう。）市場に参

入する投資家の維

持拡大及びリレー

ションの深化を図

るため、積極的に

証券会社と情報共

有や意見交換を行

いつつ、対象とす

る投資家の重点化

及びＩＲの質向上

を企図した取組に

よるＩＲ活動を実

施するとともに、

ＭＢＳ市場におけ

る投資判断等のベ

ンチマーク性の向

上に資するため、

投資家の需要を十

分に把握した上で

必要に応じＭＢＳ

発行額の平準化等

による柔軟な起債

運営を行いつつ、

住宅ローン債権の

買取りに必要な資

金を安定的かつ効

率的に調達する。 

（指標：ＭＢＳの毎

月の発行額／ＭＢ

（ＩＲ活動） 

○ 従来の訪問・対面形式に加え、Ｗｅｂ

等による非対面形式を積極的に活用しな

がら、投資家の意向を考慮した適切かつ

効果的な方法でＩＲ活動を実施した。 

○ 政策金利の上昇に伴う投資家動向の変

化や一般担保債券（以下「ＳＢ」という

。）の発行計画（令和６年度は発行額ゼ

ロ）を踏まえ、資産担保証券（以下「Ｍ

ＢＳ」という。）の投資家件数、需要規

模の拡大を令和６年度のＩＲ活動におけ

る最重要課題と位置づけ、ＭＢＳを主体

に効率的なＩＲ活動を実施した。 

○ 証券会社からの提案に基づく通常のＩ

Ｒ活動に加え、ＭＢＳ投資家に投資を継

続いただくこと及び投資を見送ったＭＢ

Ｓ投資家に再度投資いただくことを目的

に、グリーンＭＢＳ等の新商品の紹介を

含めてＩＲ活動を実施した。 

○ ＩＲ活動の質向上のため、機構の新任

ＩＲ担当者向けの育成プログラムを実施

し、ＩＲ担当者の知識の向上に努めた。 

○ 令和６年７月に、令和６年度における

機構の取組及び令和５年度決算の概要等

に関する「投資家向け説明資料」、「補

足説明付き資料」及び「理事長メッセー

ジ」を公表し、ＭＢＳ等の発行状況、決

算の情報及び機構の長期ビジョン等につ

いて投資家に適時適切に発信した。ま

た、証券会社が主催するＷｅｂセミナー

を通じた合同形式でのＩＲ活動に取り組
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マーク（10年国債

の流通利回り）と

のスプレッド） 

Ｓ発行時のベンチ

マーク（10年国債

の流通利回り）と

のスプレッド） 

み、投資家等に効率的かつ効果的に機構

の情報を提供した。 

 

（ＭＢＳ） 

○ 日本銀行によるマイナス金利政策の解

除や政策金利の追加利上げの実施により

、ＭＢＳがベンチマークとする 10 年国

債金利が段階的に上昇する等金利変動が

大きい起債環境であったが、証券会社を

通じて投資家需要をきめ細やかに把握し

丁寧な対話に取り組んだことにより、発

行額を上回る投資家需要を獲得し、スプ

レッドのタイト化を実現することができ

た（「２．主要な経年データ」表の指標

「ＭＢＳ発行時のベンチマーク（10年国

債の流通利回り）とのスプレッド」参照

）。 

○ ＭＢＳ発行額が大幅に増加する月にお

いては、発行額の平準化を戦略的に実施

することにより、スプレッドをワイド化

させることなく、安定的かつ効率的な資

金調達を実現した（「２．主要な経年デ

ータ」表の指標「ＭＢＳの毎月の発行額

」参照）。 

○ 機構の主たる資金調達手段であるＭＢ

Ｓにおいてもグリーンボンドでの発行を

求める投資家の根強いニーズを踏まえ、

投資家ヒアリングを実施し商品性向上に

資する意見の収集に取り組むとともに、

フラット３５の技術基準を満たす住宅の

うち「省エネルギー性に優れた住宅」を

対象としたグリーンＭＢＳ（超過担保な

し型）を令和７年度下半期以降に発行す

ることとした。 

 

（ＳＢ） 

○ 金利環境の大幅な変化を踏まえ、令和

６年度はＳＢを発行しないこととした。 

○ ＳＢの情報提供を希望する投資家に対

して、将来のＳＢ発行再開を見据えたＩ

Ｒ活動を実施した。 
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（財投機関債市場におけるＭＢＳ・ＳＢの

シェア） 

○ 令和６年度の財投機関債市場における

機構ＭＢＳ・ＳＢのシェアは34.7％（対

前年度比▲8.0％）となった。 

③ 債券発行等に当

たっては、グリー

ンボンドの発行等

により、ＥＳＧ投

資ニーズのある投

資家の参入を図る

。 

③ 住宅金融機構グ

リーンボンドを継

続的に発行し、Ｅ

ＳＧ投資ニーズの

ある投資家の参入

を図る。 

（政府保証住宅金融支援機構債券（グリー

ンボンド）の継続発行） 

○ 2050 年カーボンニュートラルの実現に

向けた取組として、令和５年度に引き続

き令和６年度においても政府保証住宅金

融支援機構債券（グリーンボンド）を 19

回発行し、2,400 億円を調達した。 

○ 令和６年度は５年債、15 年債、20 年

債及び 30 年債を発行した。多様な年限

を発行することで幅広い投資家のＥＳＧ

投資ニーズを喚起し、着実な資金調達に

貢献している。 

○ 投資表明を行った投資家の件数は累計

255 件となり、グリーンボンドを継続的

に発行することで、ＥＳＧ投資ニーズの

ある多数の投資家を取り込むことができ

ている。 

④ 民間金融機関に

よる証券化を支援

するフラット３５

（保証型）が有す

る課題を解決する

ための取組を行う

とともに、取り扱

う民間金融機関等

のニーズに対応し

て、適宜適切な業

務の見直しに努め

る。 

（指標：フラット３

５（保証型）の取

扱金融機関数／フ

ラット３５（保証

型）の申請件数） 

④ 民間金融機関等

の市場関係者との

意見交換等を通じ

洗い出したフラッ

ト３５（保証型）

が有する課題及び

取り扱う民間金融

機関等のニーズに

対応した制度・運

用の見直しを適宜

適切に行う。 

（指標：フラット３

５（保証型）の取

扱金融機関数／フ

ラット３５（保証

型）の申請件数） 

 

次のとおり、民間金融機関等のニーズに

対応した制度・運用の見直し等を行うこと

により、指標「フラット３５（保証型）の

取扱金融機関数」及び「フラット３５（保

証型）の申請件数」は「２．主要な経年デ

ータ」表記載のとおりとなった。 

 

（制度・運用の見直し） 

○ 住宅政策上の必要性、民間金融機関の

ニーズ等を踏まえ、次の制度・運用の見

直しを実施した。 

① フラット３５（保証型）と民間金融

機関が提供する変動金利型の住宅ロー

ンとのミックスローンにより、固定金

利と変動金利のメリットを享受したい

というニーズがフラット３５（保証型

）取扱金融機関からあったため、これ

に対応する保険料率を設定し、取扱開

始を実現した。 
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② フラット３５（保証型）取扱金融機

関へのヒアリングを通じて、住宅価格

が高騰する中、毎月の返済額を低減し

たいというニーズが確認されたため、

これまで買取型でのみ取り扱っていた

フラット５０の対象に保証型を追加す

る制度改正を行った。 

② 災害リスクを踏

まえた適切な立地

への良質な住宅ス

トックの形成の観

点に留意しつつ、

新技術開発の動向

等も踏まえ、省エ

ネルギー性能の高

い住宅・長期優良

住宅等の良質な住

宅の取得を支援す

るとともに、既存

住宅流通・リフォ

ーム市場の活性化

に配慮し、安心Ｒ

住宅等の基礎的な

情報が提供される

等の既存住宅の取

得を支援すること

。また、リバース

モーゲージ型住宅

ローンによる高齢

者の住生活関連資

金の供給を支援す

ること。 

（定量目標） 

イ 中期目標期間の

最終年度までに、

フラット３５の申

請件数のうち長期

優良住宅の技術基

準を満たす住宅に

係るもののストッ

クを30万戸以上と

⑤ 災害リスクを踏

まえた適切な立地

への良質な住宅ス

トックの形成の観

点に留意しつつ、

新技術開発の動向

等も踏まえ、省エ

ネルギー性能の高

い住宅・長期優良

住宅等の良質な住

宅の取得を支援し

、中期目標期間の

最終年度までに、

フラット３５の申

請件数のうち長期

優良住宅の技術基

準を満たす住宅に

係るもののストッ

クを30万戸以上と

する。 

（定量目標） 

⑤ 災害リスクを踏

まえた適切な立地

への良質な住宅ス

トックの形成の観

点に留意しつつ、

新技術開発の動向

等も踏まえ、省エ

ネルギー性能の高

い住宅・長期優良

住宅等の良質な住

宅の取得を支援す

るフラット３５Ｓ

及びフラット３５

維持保全型につい

て、住宅ローン利

用予定者に対して

税制等各種支援措

置と併せて周知活

動を行うとともに

、住宅関連事業者

等に対して業界団

体等と連携したセ

ミナー等を通じた

技術支援等を行う

。これらの取組に

より、フラット３

５の申請件数のう

ち長期優良住宅の

技術基準を満たす

住宅に係るものの

ストックを26.3万

戸以上とする。 

（定量目標） 

次のとおり、住宅ローン利用予定者に対

する周知活動や住宅関連事業者に対する技

術支援等を行い、定量目標「フラット３５

の申請件数のうち長期優良住宅の技術基準

を満たす住宅に係るもののストック」の達

成に尽力したものの、実績値は「２．主要

な経年データ」表記載のとおりとなり、年

度計画に定める目標値を下回った。 

 

（住宅ローン利用予定者に対する取組） 

○ 長期優良住宅推進のため、フラット３

５パンフレットやチラシ、住宅ローン利

用予定者向けの説明資料「フラット３５

を知ろう」等の周知ツールを活用し、フ

ラット３５取扱金融機関、住宅関連事業

者、フラット３５サイト等を通じ、住宅

ローン利用予定者向けに長期優良住宅の

周知を行った。これらのツールでは税制

面の優遇措置、国の補助金等の紹介を行

う等、住宅ローン利用予定者にとって有

益な内容となるよう工夫した。 

○ フラット３５サイトのランディングペ

ージについて、融資種別ごとのページを

作成し内容を充実させるとともに、フラ

ット３５Ｓ（ＺＥＨ）や長期優良住宅の

メリットを、チラシ、テレビＣＭ、Ｗｅ

ｂ広告、機構公式ＹｏｕＴｕｂｅチャン

ネル等、様々な媒体を用いて訴求を行っ

た。 

○ フラット３５、フラット２０及びフラ

ット５０の毎月の返済額試算並びにフラ

ット２０及びフラット５０とフラット３

５との差額試算を記載した利用方法チラ

シを作成し、住宅ローン利用予定者のニ
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する。（令和２年

度までの累計実績

（見込み）：21.9

万戸） 

ロ 中期目標期間の

最終年度までに、

フラット３５の申

請件数に占める既

存住宅の割合を25

％以上（可能な限

り28％）とする。

（令和２年度実績

（見込み）：22.5

％） 

（指標） 

・フラット３５リノ

ベの申請件数 

ーズに応じたフラット３５の利用方法を

周知した。【再掲】 

○ フラット５０のチラシを作成し、長期

優良住宅の利用を促すとともに、40年返

済及び50年返済の場合における毎月の返

済額を記載することで、様々な返済方法

があることを周知した。【再掲】 

○ 住生活月間中央イベント（令和６年10

月）に出展し、住宅ローン利用予定者に

対して住宅性能を向上させてきた機構の

役割を説明するとともに、フラット３５

Ｓ（ＺＥＨ）のメリットを訴求した。【

再掲】 

 

（住宅関連事業者等に対する取組） 

○ 長期優良住宅を標準仕様としている住

宅関連事業者に対して、フラット３５、

フラット２０及びフラット５０の毎月の

返済額試算並びにフラット２０及びフラ

ット５０とフラット３５との差額試算を

記載した利用方法チラシを作成し、お客

さまのニーズに応じたフラット３５の利

用方法を周知した。 

○ フラット５０のチラシを作成し、長期

優良住宅の利用を促すとともに、40年返

済及び50年返済の場合における毎月の返

済額を記載することで、様々な返済方法

があることを周知した。【再掲】 

○ （一社）住宅生産団体連合会、（一社

）プレハブ建築協会、（一社）全国住宅

産業協会、（一社）不動産流通経営協会

、（一社）リフォーム推進協議会等の業

界団体が会する関連団体連絡会議等を通

じ、フラット３５の利用状況に関する意

見交換及び要望事項のヒアリングを実施

した。【再掲】 

○ （一社）ＪＢＮ・全国工務店協会、東

京土建一般労働組合及び硝子繊維協会と

連携し、省令準耐火構造、壁量基準の改

正、フラット３５金利引下げ制度等に関

する工務店向け説明会を開催した。【再

掲】 
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○ 住宅の省エネルギー性能のレベルごと

に、税、財政支援及び融資による優遇内

容をとりまとめたチラシの更新を行い、

住宅関連事業者に周知した。【再掲】 

 

（制度・運用の見直し） 

○ 足下の社会経済情勢の変化等を受けた

お客さまニーズに対応するため、フラッ

ト３５のペアローン制度を創設した（令

和６年10月）。【再掲】 

⑥ 安心Ｒ住宅等の

基礎的な情報が提

供される等の既存

住宅の取得を支援

し、中期目標期間

の最終年度までに

、フラット３５の

申請件数に占める

既存住宅の割合を

25％以上（可能な

限り28％）とする

とともに、既存住

宅取得と併せて行

うリフォームを支

援するフラット３

５リノベの利用促

進に努めることで

、既存住宅流通・

リフォーム市場の

活性化を図る。 

（定量目標） 

（指標：フラット３

５リノベの申請件

数） 

⑥ 既存住宅流通・

リフォーム市場の

活性化を図るため

、フラット３５に

おける既存住宅の

取扱いについて、

住宅ローン利用予

定者に対してフラ

ット３５リノベ及

びフラット３５維

持保全型と併せて

周知活動を行うと

ともに、住宅関連

事業者等に対して

業界団体等と連携

したセミナー等を

通じた技術支援等

を行う。また、民

間金融機関等のニ

ーズや要望を踏ま

えつつ、適宜適切

な制度・運用の見

直し等を行う。こ

れらの取組により

、フラット３５の

申請件数に占める

既存住宅の割合を

25.0％以上とする

。 

（定量目標） 

（指標：フラット３

５リノベの申請件

次のとおり、住宅ローン利用予定者に対

するフラット３５リノベ等の周知活動、住

宅関連事業者等への技術支援等に加え、民

間金融機関等のニーズを踏まえた制度・運

用の見直し等を行う等、定量目標「フラッ

ト３５の申請件数に占める既存住宅の割合

」の達成に尽力した結果、実績値は「２．

主要な経年データ」表記載のとおりとなり

、定量目標を達成した。また、指標「フラ

ット３５リノベの申請件数」は「２．主要

な経年データ」表記載のとおりとなった。 

 

（住宅ローン利用予定者に対する取組） 

○ フラット３５パンフレットを活用し、

フラット３５取扱金融機関、住宅関連事

業者、フラット３５サイト等を通じて住

宅ローン利用予定者向けにフラット３５

リノベ及びフラット３５維持保全型の周

知を行った。 

○ フラット３５リノベ又はフラット３５

維持保全型をフラット３５子育てプラス

と組み合わせて活用することによる金利

の引下げ期間及び引下げ幅を拡充する制

度改正を行い、フラット３５サイトにお

いて周知した。 

○ 住宅の建て方ごとにフラット２０のチ

ラシを作成し、既存住宅取得時における

フラット２０の利用を訴求した。 

 

（住宅関連事業者等に対する取組） 

○ （一社）住宅生産団体連合会、（一社

）プレハブ建築協会、（一社）全国住宅
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数） 産業協会、（一社）不動産流通経営協会

、（一社）リフォーム推進協議会等の業

界団体が会する関連団体連絡会議等を通

じ、フラット３５の利用状況に関する意

見交換及び要望事項のヒアリングを実施

した。【再掲】 

 

（制度・運用の見直し） 

○ 住宅政策上の必要性、民間金融機関の

ニーズ等を踏まえ、次の制度・運用の見

直しを実施した。 

① 足下の社会経済情勢の変化等を受け

たお客さまニーズに対応するため、令

和６年10月にフラット３５のペアロー

ン制度を創設した。【再掲】 

② 住宅価格上昇、金利環境の見通しの

変化等により、若年層や子育て世帯を

中心に価格面で有利な既存住宅の取得

ニーズが高まっている状況を踏まえ、

フラット３５において一定の品質が確

保された既存住宅を安心して取得でき

る環境を整備するため、物件検査の内

容を整理し、当該物件検査を実施した

既存住宅について金利引下げ（５年間

年▲0.25％）を行う「フラット３５中

古プラス」を創設することを決定した

（令和７年４月制度開始）。 

③ 多様なリフォーム工事が実施されて

いる実態から、フラット３５リノベに

おける工事費要件が利用を阻害する要

因となっていることを踏まえ、工事費

要件（Ａプラン：300万円以上、Ｂプ

ラン：200万円以上）を撤廃すること

を決定した（令和７年４月実施）。 

④ 長期優良住宅と同様に30年以上の維

持保全計画（長期修繕計画）を策定す

ることに加え、修繕積立金の要件によ

り当該計画の実行性が一層担保されて

いる予備認定マンション及び管理計画

認定マンションをフラット５０の融資

対象に追加することを決定した（令和

７年10月実施予定）。 
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⑤ 住宅ローン利用予定者の物件検査の

負担軽減を図るため、機構と協定を締

結したリフォーム事業者団体等の会員

事業者がリフォーム工事を実施する場

合には、適合証明検査機関による物件

検査に代えて、リフォーム事業者団体

等が工事内容及び工事実施を確認する

ことができる取扱いを創設した（令和

６年４月）。また、令和６年度に、次

の団体と新たに協定を締結した。 

・（一社）日本住宅リフォーム産業協

会 

・（一社）ＪＢＮ・全国工務店協会 

⑥ 住宅ローン利用予定者の利便性向上

のため、中古マンションらくらくフラ

ット３５の登録期間を20年から30年に

拡大すること及びフラット３５中古住

宅の適合証明手続を省略することがで

きる住宅に新耐震基準に適合する管理

計画認定マンションを追加することを

決定した（令和７年４月実施）。 

⑦ リバースモーゲ

ージ型住宅ローン

を利用しやすい環

境を整備し、高齢

者の住生活関連資

金の供給を支援す

る。 

⑦ リバースモーゲ

ージ型住宅ローン

を利用しやすい環

境を整備し、高齢

者の住生活関連資

金の供給を支援す

る。 

（リバースモーゲージ型住宅ローンを利用

しやすい環境整備に向けた取組） 

○ 市場金利の先行きが不透明である中、

高齢者が自身の状況に応じて変動・固定

のいずれかの金利タイプを選択でき、高

齢者がリバースモーゲージ型住宅ローン

をより利用しやすい環境整備を図る観点

から独立行政法人住宅金融支援機構法が

改正され、これを受けて全期間固定金利

リバースモーゲージ型住宅ローン（リ・

バース６０全期間固定金利タイプ）を証

券化支援事業において創設した（令和７

年１月取扱開始）。 

○ リ・バース６０全期間固定金利タイプ

の創設に当たり、民間金融機関に対して

丁寧な説明を実施した。また、制度開始

に向けて、システム構築及び内部規定の

改正を行うとともに、リ・バース６０サ

イト、パンフレット等を更新し、広く周

知を行った。 
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○ リ・バース６０全期間固定金利タイプ

の創設に併せてプレスリリースを実施し

た結果、複数のメディアにおいて記事が

掲載された。 

○ これらの取組の結果、次の民間金融機

関が新規にリ・バース６０全期間固定金

利タイプの取扱いを開始し、令和７年２

月以後、複数の金融機関で買取申請があ

り、利用が進んでいる。 

① 全宅住宅ローン(株)（令和７年１月

６日） 

② （株）ドコモ・ファイナンス（旧オ

リックス・クレジット(株)）（令和７

年１月６日） 

③ 日本モーゲージサービス(株)（令和

７年１月６日） 

④ ＳＢＩアルヒ(株)（令和７年１月９

日） 

⑤ 日本住宅ローン(株)（令和７年１月

24 日） 

③ 二地域居住・移

住・子育て等の地

域における政策課

題の解決に向けた

取組について、地

方公共団体とより

連携を深めるとと

もに、他府省、政

府関係機関、地域

金融機関、住生活

産業を担う民間事

業者、地域住民の

団体、ＮＰＯ等と

の連携及び協力を

強化すること。 

（定量目標） 

・中期目標期間中に

おけるフラット３

５地域連携型に新

たに連携して取り

組む地方公共団体

数を100団体以上

⑧ 中期目標期間中

におけるフラット

３５地域連携型に

新たに連携して取

り組む地方公共団

体数を100団体以

上とすることに加

えて情報交換、会

議の開催等を通じ

て地方公共団体と

より連携を深める

とともに、官公庁

、政府関係機関、

地域金融機関、住

生活産業を担う民

間事業者、地域住

民の団体、ＮＰＯ

等との連携及び協

力の強化に努める

ことで、地方公共

団体等が行う二地

域居住・地方移住

⑧ 情報交換、会議

の開催等を通じて

地方公共団体とよ

り連携を深めると

ともに、官公庁、

地域金融機関等の

ステークホルダー

との連携及び協力

の強化に努めるこ

とで、地方公共団

体等が行う地方移

住の推進や子育て

支援等の住生活に

関わる施策分野に

おける課題解決に

向けた取組を支援

する。 

（指標：フラット

３５地域連携型の

うち子育て支援に

資するものの件数

） 

次のとおり、情報交換、会議の開催等を

通じた地方公共団体との連携深化等を行う

ことにより、指標「フラット３５地域連携

型のうち子育て支援に資するものの件数」

は「２．主要な経年データ」表記載のとお

りとなった。 

 

（フラット３５地域連携型に関する地方公

共団体との連携深化） 

○ フラット３５地域連携型が利用できる

地方公共団体を一覧にしたチラシ等を作

成し、インターネットや広告等により、

制度内容について周知を行った。 

○ 京都府が住宅関連事業者向けに主催す

る「京都府産木材認証制度等説明会」に

おいて、京都府の補助制度と併せてフラ

ット３５地域連携型の制度説明を実施し

た。 

○ 京都市が住宅関連事業者向けに主催す

る「京都安心すまい応援金制度説明会」

において、京都市の補助制度と併せてフ

ラット３５地域連携型の制度説明を実施
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とする。（令和２

年度までの累計実

績（見込み）：

507団体） 

（指標） 

・フラット３５地域

連携型のうち子育

て支援に資するも

のの件数 

の推進や子育て支

援等の住生活に関

わる施策分野にお

ける課題解決に向

けた取組を支援す

る。 

（定量目標） 

（指標：フラット３

５地域連携型のう

ち子育て支援に資

するものの件数） 

した。 

○ 北海道旭川市、留萌市、稚内市及び名

寄市の各市長並びに国土交通省が参加す

る「まちづくり・住まいづくりに関する

市村長との意見交換会」に参加し、空き

家対策に資する機構商品の例としてフラ

ット３５地域連携型等を紹介するととも

に、意見交換を行った。 

 

（住宅ローン利用予定者に対する取組） 

○ フラット３５パンフレット等を活用し

、フラット３５取扱金融機関、住宅関連

事業者、フラット３５サイト等を通じて

住宅ローン利用予定者向けにフラット３

５地域連携型の周知を行った。 

 

（ステークホルダーとの連携・協力強化） 

○ 国土交通省が主催する公営住宅等整備

事業担当者会議において、フラット３５

地域連携型の制度説明を実施した。 

○ 金融経済教育推進機構（Ｊ－ＦＬＥＣ

）と連携し、Ｊ－ＦＬＥＣが主催する「

認定アドバイザー向けフォローアップ研

修」における住宅ローンに関する研修資

料を機構が作成する等、Ｊ－ＦＬＥＣが

実施する金融経済教育の推進を支援した

。【再掲】 

 

（地域の政策課題解決に向けた取組） 

○ 石川県が主催する「いしかわ環境フェ

ア2024」に出展し、フラット３５Ｓ（Ｚ

ＥＨ）及びグリーンリフォームローンの

制度説明を実施した。 

○ 香川県及び香川県高松市において窓の

断熱改修に対する補助制度が創設された

ことに伴い、香川県、高松市及び機構四

国支店の共催により住宅関連事業者向け

の説明会を開催し、当該補助制度、省エ

ネルギー改修工事のポイント、機構の各

種融資制度等について説明を実施した。 

④ こども未来戦略

（令和５年12月22

⑨ こども未来戦略

（令和５年12月22

⑨ こども未来戦略

（令和５年12月22

次のとおり、住宅ローン利用予定者等に

対してフラット３５子育てプラスの周知等

22/154



 
 

日閣議決定）に基

づき、子育てにや

さしい住まいの拡

充を目指し、子育

て世帯及び若者夫

婦世帯による居住

環境の優れた住宅

の取得を支援する

こと。 

（指標） 

・フラット３５子育

てプラスの申請件

数） 

日閣議決定）に基

づき、子育てにや

さしい住まいの拡

充を目指し、子育

て世帯及び若者夫

婦世帯による居住

環境の優れた住宅

の取得を支援する

。 

（指標：フラット３

５子育てプラスの

申請件数） 

日閣議決定）に基

づき、子育てにや

さしい住まいの拡

充を目指し、子育

て世帯及び若者夫

婦世帯による居住

環境の優れた住宅

の取得を支援する

。 

（指標：フラット３

５子育てプラスの

申請件数） 

 

を行うことにより、指標「フラット３５子

育てプラスの申請件数」は「２．主要な経

年データ」表記載のとおりとなった。 

 

（住宅ローン利用予定者に対する取組） 

○ 子育て世帯及び若年夫婦世帯の住宅取

得検討の一助となるよう、フラット３５

子育てプラスの周知を次のとおり行った

。 

① フラット３５子育てプラス訴求のた

め、新たにテレビＣＭ素材を制作し、

地上波テレビやＷｅｂ動画、街頭サイ

ネージ等を通じて周知を行った。併せ

て、商品説明動画の作成及びチラシの

更新を行い、フラット３５サイトに掲

載した。【再掲】 

② 金利引下げに係るポイント制度につ

いて理解が進むよう説明動画を作成し

、機構公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル

、フラット３５サイト及びランディン

グページに公開した。また、機構が提

供する、金利引下げメニューに応じて

金利引下げ制度のポイント数や金利を

計算できるツールを月々の返済額が試

算できるよう改修し、フラット３５子

育てプラス利用時の返済額が算出でき

るようにした。【再掲】 

③ 子育て世帯に直接的にフラット３５

子育てプラスを訴求することを目的と

して、香川県高松市及び（特非）わは

はネットと連携し、母子手帳の配付時

、乳児検診時等に市民へ直接配付され

るハンドブックにフラット３５子育て

プラスの広告を掲載した。【再掲】 

④ 朝日新聞社主催のイベント「グッド

ライフフェア2024」（令和６年10月）

に出展し、フラット３５子育てプラス

、金利のある世界での的確な住宅ロー

ンの選び方等の啓発を行うとともに、

フラット３５子育てプラス等を訴求し

た。また、ファイナンシャルプランナ

ー及び著名人と連携したセミナーを開
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催し、住宅ローン選びの参考となる情

報を発信した。加えて、朝日新聞に当

該セミナーに関する記事型広告を掲載

するとともに、機構公式ＹｏｕＴｕｂ

ｅチャンネルにおいて当該セミナーの

動画を配信した。【再掲】 

 

（住宅関連事業者等に対する取組） 

○ 子育て世帯及び若年夫婦世帯の住宅ロ

ーン利用予定者に対して的確にフラット

３５子育てプラスの訴求を行うことがで

きるよう、次のとおり周知を行った。 

① フラット３５子育てプラスの新たな

テレビＣＭ素材の放送に併せてチラシ

及びクリアファイルの更新を行い、住

宅関連事業者に配布した。【再掲】 

② （一社）リビングアメニティ協会の

機関誌「ＡＬＩＡ」に、フラット３５

子育てプラスに関する記事を寄稿し、

会員企業に周知を行った。【再掲】 

 

（民間金融機関に対する取組） 

○ 子育て世帯及び若年夫婦世帯の住宅ロ

ーン利用予定者に対して的確にフラット

３５子育てプラスの訴求を行うことがで

きるよう、フラット３５子育てプラスの

新たなテレビＣＭ素材の放送に併せてチ

ラシ及びクリアファイルの更新を行い、

フラット３５取扱金融機関に配布した。

【再掲】 

⑤ 信用リスクを的

確に管理した上で

、国民に対して提

供するサービスの

質を向上させるた

め審査の迅速化及

び高度化に努める

とともに、フラッ

ト３５の不適正利

用事案を踏まえ、

適切に対応するこ

と。 

⑩ 信用リスクを的

確に管理した上で

、国民に対して提

供するサービスの

質を向上させるた

め審査の迅速化及

び高度化に努め、

民間金融機関から

フラット３５に係

る住宅ローン債権

の買取申請を受け

た日から仮承認の

⑩ 信用リスクを的

確に管理した上で

、国民に対して提

供するサービスの

質を向上させるた

め審査の迅速化及

び高度化に努め、

民間金融機関から

フラット３５に係

る住宅ローン債権

の買取申請を受け

た日から仮承認の

次のとおり、審査の迅速化、高度化等に

より、定量目標「買取審査に係る標準処理

期間（３日）内の処理率」の達成に尽力し

た結果、実績値は「２．主要な経年データ

」表記載のとおりとなり、定量目標を達成

した。 

 

（信用リスクの的確な管理） 

○ 仮承認案件の信用コスト及び審査スピ

ードについて、毎月モニタリングを行い

、信用リスクを的確に管理した。 
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社会経済情勢に

対応した調査研究

を行い、民間金融

機関等のニーズや

要望を踏まえつつ

、制度・運用の見

直し等を行うこと

。 

自然災害、新型

コロナウイルス感

染症の拡大等によ

る経済事情の変動

に対応し、返済方

法の変更等により

、住宅ローン利用

者の継続的な返済

を支援すること。 

決定をするまでの

標準処理期間を３

日とし、当該期間

内に８割以上を処

理する。 

（中期計画上の定量

目標） 

決定をするまでの

標準処理期間を３

日とし、当該期間

内に８割以上を処

理する。 

（中期計画上の定量

目標） 

（審査の迅速化及び高度化） 

○ ＲＰＡの安定的な稼働を通じて、審査

事務処理の効率化を図っており、標準処

理期間内に処理した案件割合は「２．主

要な経年データ」表記載のとおり８割以

上の水準を維持した。 

○ フラット３５の投資目的利用や住宅購

入価格水増し等の不適正な申込みを検知

し、不適正利用防止の審査態勢強化を実

現するため、ＡＩ審査モデルを導入した

（令和６年 10 月）。 

⑪ フラット３５の

不適正利用事案を

踏まえ、的確な審

査を行うとともに

、利用予定者への

注意喚起、融資実

行後のモニタリン

グ等の必要な措置

を行う。 

⑪ フラット３５の

不適正利用事案を

踏まえ、的確な審

査を行うとともに

、利用予定者への

注意喚起、融資実

行後のモニタリン

グ等の必要な措置

を行う。 

（的確な審査の実施） 

○ フラット３５の不適正利用事案の特徴

等を踏まえ、より慎重な審査を実施した

。 

 

（ＡＩ審査モデルの導入） 

○ フラット３５の投資目的利用や住宅購

入価格水増し等の不適正な申込みを検知

し、不適正利用防止の審査態勢強化を実

現するために、ＡＩ審査モデルを導入し

た（令和６年10月）。【再掲】 

 

（フラット３５利用予定者への注意喚起） 

○ 住宅ローン残高証明書の発行を希望し

ない者に、その理由及び妥当性を個別確

認する手続について、実地モニタリング

先のフラット３５取扱金融機関（７機関

）で適切に行われていることを確認した

。 

 

（融資実行後のモニタリング等） 

○ フラット３５の不適正利用事案の発生

を受け、令和元年度から、融資実行後、

転送不要郵便で融資物件に住宅ローン残

高証明書を送付し、返送された債務者が

融資物件に居住していることを調査する

居住実態調査を継続して実施した。 

○ 居住実態調査に関して、居住実態が確

認できなかった債務者については、全額

繰上償還請求等の厳格な対応を行った。 
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○ 居住実態調査と並行して、債務者が融

資物件に居住していること及び融資物件

を適正に利用していることを確認する調

査（居住等の実態調査）を外部委託やＲ

ＰＡを活用して令和４年度から継続して

実施した。 

○ 複数の地域金融機関等との住宅ローン

の不適正利用に関する情報交換により、

不適正利用の発生状況や防止策に係る情

報収集を行った。 

 

（証券化支援事業における住宅ローン債権

に係る融資対象住宅の融資後の状況の把握

等に関する会計検査院からの是正処置要求

及び意見表示への対応） 

○ 令和４年度に、会計検査院から、平成

29・30年度に融資が実行されたフラット

３５に係る買取債権のうち中古マンショ

ンに係るものについて、債務者が自ら居

住していない等要件に適合していない債

権（56件）が見受けられたため、これら

の債権について債務者に対して融資要件

に適合するよう必要な対応を執らせ、債

務者が必要な対応を執ることができない

場合には全額繰上償還の請求等の必要な

措置を講ずるよう是正の処置が要求され

た。また、買取債権について融資後の状

況調査を行う内部規定がないことや債務

者が正当な理由なく機構の実施する調査

等に応じない場合の措置の規定がないこ

とにより、必要な措置を講じることが難

しい状況となっていたことから、融資対

象住宅の融資後の状況の把握が適切に実

施され、買取債権が継続して要件に適合

したものとなるように、融資後の状況調

査を行うことの規定化及び体制の整備に

加えて、セカンドハウスについてはその

特質を踏まえた調査をするための方策等

を講じるべきとの意見表示がなされた。 

機構は、会計検査院からの是正処置要

求及び意見表示を重く受け止め、是正等

の取組を実施した結果、是正の処置が要
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求された56件の全件の対応を令和５年６

月に完了した。このほか、意見表示に対

する措置として、次の措置を講じた。 

① 令和４年９月30日に整備した居住実

態調査に係る内部規定について、調査

等に応じない債務者への対応方法を詳

細に規定する等の一部改正を行った（

令和５年６月）。 

② 担当者の増員（令和４年７月以降）

、ＲＰＡの活用（令和４年12月から運

用開始）に加え、外部委託の活用（令

和５年10月以降）等により体制整備を

行った上で、令和６年度においても居

住実態調査を継続実施した。  

⑫ 社会経済情勢に

対応した調査研究

を行い、民間金融

機関等のニーズや

要望を踏まえつつ

、制度・運用の見

直し等を行う。 

⑫ 社会経済情勢に

対応した調査研究

を行い、民間金融

機関等のニーズや

要望を踏まえつつ

、制度・運用の見

直し等を行う。 

（調査・研究） 

○ 証券化支援事業に係る制度・運用の見

直し等に資するため、次のとおり社会経

済情勢に対応した住宅ローン市場等に関

する調査を行った。これらの調査研究結

果は、プレスリリース等により広く発信

することで、政府機関やシンクタンク等

の研究機関、住宅関連事業者、マスメデ

ィア等にも活用されている。 

① 住宅ローン利用者等の実態調査 

フラット３５を含む住宅ローンの利

用者及び利用予定者に対して、インタ

ーネットによるアンケート調査を実施

し、住宅ローンの利用実態や金利タイ

プのニーズ等の調査結果を公表した（

令和６年４月及び10月）。また、令和

６年４月に実施した調査の結果を踏ま

え、住宅ローン返済に関する負担感や

不安、金利変動リスクや金利上昇時の

対応等について補完調査を実施し、結

果を公表した（令和６年５月）。 

② 高齢者の住まいに関する調査 

外部有識者として大学教授に意見を

伺いながら、健康や住まいに課題を抱

える高齢者が住環境改善のために必要

としているリフォームのニーズを具体

的に把握する調査を実施した。 

③ フラット３５利用者調査 
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フラット３５利用者の属性や利用状

況等の調査を実施し、分析した結果を

公表した。 

④ 業態別の住宅ローン新規貸出額及び

貸出残高の推移 

住宅ローンを取り扱う金融機関等に

調査を実施し、業態別の住宅ローン新

規貸出額及び貸出残高を公表した。 

⑤ 住宅ローン貸出動向調査 

住宅ローンを取り扱う民間金融機関

にアンケート調査を実施し、住宅ロー

ンの取組姿勢、営業戦略、取扱商品、

審査、リスク、証券化の動向等につい

て調査結果を公表した。 

○ これらの調査･研究結果については、

プレスリリースに加え、生活経済学会第

40回研究大会テーマ別分科会への学会報

告、季報「住宅金融」（2024年度春号・

夏号・秋号・冬号）や「木材情報」（

2024年６・12月号、2025年３月号）、「

週間金融財政事情」（2024年４月23日号

）、「ＣＲＩ」（2025年２月号）、「住

宅」（2025年５月号）、「住宅ローンア

ドバイザー通信」への寄稿等を行うこと

で、政府機関やシンクタンク等の研究機

関、住宅関連事業者、金融機関、マスメ

ディア等への情報発信を行った。 

 

（制度・運用の見直し） 

○ 住宅政策上の必要性、民間金融機関の

ニーズ等を踏まえ、次の制度・運用の見

直しを実施した。 

① 共働き世帯の増加やマイナス金利政

策の解除等の足下の社会経済情勢の変

化等を受けたお客さまニーズに対応す

るため、同一の融資対象物件に対して

夫婦等がそれぞれ単独で借入れを行う

ことのできるペアローン制度をフラッ

ト３５に創設した（令和６年10月）。

【再掲】 

② 住宅価格上昇、金利環境の見通しの

変化等により、若年層や子育て世帯を
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中心に価格面で有利な既存住宅のニー

ズが高まっている状況を踏まえ、フラ

ット３５において一定の品質が確保さ

れた既存住宅を安心して取得できる環

境を整備するため、物件検査の内容を

整理し、当該物件検査を実施した既存

住宅について金利引下げ（５年間年▲

0.25％）を行う「フラット３５中古プ

ラス」を創設することを決定した（令

和７年４月制度開始）。【再掲】 

③ 多様なリフォーム工事が実施されて

いる実態から、フラット３５リノベに

おける工事費要件が利用を阻害する要

因となっていることを踏まえ、工事費

要件（Ａプラン：300万円以上、Ｂプ

ラン：200万円以上）を撤廃すること

を決定した（令和７年４月実施）。【

再掲】 

④ 長期優良住宅と同様に30年以上の維

持保全計画（長期修繕計画）を策定す

ることに加え、修繕積立金の要件によ

り当該計画の実行性が一層担保されて

いる予備認定マンション及び管理計画

認定マンションをフラット５０の融資

対象に追加することを決定した（令和

７年10月実施予定）。【再掲】 

○ 災害リスクの高い区域における住宅の

新築を抑制するため、次のとおり制度の

見直しを実施した（令和６年10月）。 

 ① 災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険

区域又は地すべり防止区域において住

宅の建設又は購入をする場合をフラッ

ト３５Ｓ及びフラット３５維持保全型

の対象外とした。 

② 土砂災害特別警戒区域又は災害危険

区域内の急傾斜地崩壊危険区域若しく

は地すべり防止区域において住宅の建

設又は購入をする場合又は都市再生特

別措置法（平成14年法律第22号）第88

条第５項に規定する公表の措置を受け

ている新築住宅に該当する場合をフラ
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ット３５子育てプラスの対象外とした

。 

○ フラット３５取扱金融機関、住宅関連

事業者等のニーズを踏まえ、次の事項に

ついて、フラット３５における運用改善

を実施した(令和６年10月)。【再掲】 

(1) 令和６年10月実施事項 

① 基幹システムへの金銭消費貸借 

証書自動作成機能の追加 

② 諸費用確認方法の合理化 

③ 源泉徴収票による収入の確認方法

の追加 

④ 地役権等が設定されている場合の

抵当権の設定に関する取扱いの見直

し 

⑤ 越境がある場合の取扱いの見直し 

⑥ 借入申込書の記載項目合理化 

⑦ 新築住宅の現場検査における遠隔

実施による検査（リモート検査）の

導入 

(2) 令和７年４月実施事項 

① 買取仮承認の有効期間を延長する

場合の取扱いの見直し 

② マイナポータルを活用した在籍確

認方法の追加 

③ 住宅購入時の外構工事費の取扱い

見直し 

④ 住宅建設費及び住宅購入費の対象

費用の見直し 

⑤ 中古マンションにおける検査省略

対象住宅の拡充 

○ 令和５年度に策定した長期ビジョン「

住宅金融支援機構 Vision 2035」を実現

するための具体的施策のひとつである「

フラット３５利用者向けの共通ポイント

サービス」の導入を決定した（令和８年

10月制度開始予定）。 

⑬ 自然災害、新型

コロナウイルス感

染症の拡大等によ

る経済事情の変動

に対応し、返済方

⑬ 自然災害、新型

コロナウイルス感

染症の拡大等によ

る経済事情の変動

に対応し、返済方

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響を

踏まえた住宅ローン利用者の返済継続支援

） 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響及び

これに伴う金融庁等の政府要請を踏まえ
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法の変更等により

、住宅ローン利用

者の継続的な返済

を支援する。 

法の変更等により

、住宅ローン利用

者の継続的な返済

を支援する。 

、返済期間の延長や一定期間の返済額の

軽減の返済方法変更メニューを用意した

ほか、団体信用生命保険特約料について

も払込期限を猶予する等、返済が困難と

なった住宅ローン利用者の返済継続を支

援する取組を行った。 

○ 上記の取組については、機構ホームペ

ージ等を通じて周知するとともに、機構

お客さまコールセンター、機構支店等の

窓口において返済が困難となった住宅ロ

ーン利用者の相談に丁寧に対応している

。 

○ この結果、令和２年３月から令和７年

３月までにおける新型コロナウイルス感

染症の影響を理由とする買取債権の返済

方法変更承認件数（累計）は9,982件、

団体信用生命保険特約料の払込期限猶予

承認件数（累計）は1,759件となった（

団体信用生命保険特約料の払込期限猶予

は、令和７年10月に取扱終了予定）。 

○ 令和２年12月１日に開始した新型コロ

ナウイルス感染症の影響で返済が困難と

なった住宅ローン利用者に対する自然災

害による被災者の債務整理に関するガイ

ドライン（平成27年12月自然災害による

被災者の債務整理に関するガイドライン

研究会作成。以下「自然災害ガイドライ

ン」という。）について、令和７年３月

末時点における買取債権の適用の申出の

件数は105件、うち弁済計画が確定した

件数は10件（いずれも累計）となった。  

 

（自然災害により被災した住宅ローン利用

者の住宅ローン返済継続支援） 

○ これまでに発生した自然災害によって

被災した住宅ローン利用者に対して、フ

ラット３５取扱金融機関、地方公共団体

をはじめとする関係機関と緊密に連携し

ながら返済相談の案内等を行った。加え

て、自然災害を理由とする返済方法変更

（以下「災害特例」という。）や自然災
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害ガイドライン等の概要の周知を行った

。 

○ 令和６年度中に自然災害ガイドライン

適用の申出があった買取債権の債権数は

３件となった（新型コロナウイルス感染

症を理由とするものを除く。）。 

 

（令和６年能登半島地震等への対応） 

○ 令和６年９月の大雨被害を踏まえ、令

和６年能登半島地震の被災地域である奥

能登６市町（石川県輪島市、珠洲市、七

尾市、能登町、穴水町及び志賀町）の住

宅ローン利用者へお見舞い状を送付した

。 

○ フラット３５取扱金融機関と連携し住

宅ローン利用者の状況を把握するととも

に、返済相談を行った。また、住宅ロー

ン利用者の状況に応じて、災害特例や自

然災害ガイドライン等の概要を説明し、

これらの手続に従い適切な措置を講じた

。 

⑥ 海外社会資本事

業への我が国事業

者の参入の促進を

図るため、関係府

省、我が国事業者

等と相互に連携を

図り、住宅ローン

制度の構築・支援

に関する協力や相

手国の人材育成支

援等のコンサルテ

ィング業務等を行

うとともに、証券

化支援事業等を通

じて得た知見を活

用し、国内外の機

関との情報交換や

支援に努めること

。 

（指標） 

・国内外の機関との

⑭ 海外社会資本事

業への我が国事業

者の参入の促進を

図るため、関係府

省、我が国事業者

等と相互に連携を

図り、住宅ローン

制度の構築・支援

に関する協力や相

手国の人材育成支

援等のコンサルテ

ィング業務等を行

うとともに、証券

化支援事業等を通

じて得た知見を活

用し、国内外の機

関との情報交換や

支援に努める。 

（指標：国内外の機

関との情報交換や

支援の回数） 

⑭ 海外社会資本事

業への我が国事業

者の参入の促進を

図るための基本的

な方針（平成30年

国土交通省告示第

1066号）に従い、

関係府省、我が国

事業者等と連携・

協力を図りながら

、外国政府に対し

て住宅融資の審査

方法やリスク管理

の提案、融資対象

住宅の技術基準の

提案、住宅金融に

関する人材育成支

援等のコンサルテ

ィング業務等を行

うとともに、証券

化支援事業等を通

次のとおり、海外社会資本事業への我が

国事業者の参入の促進を図るための基本的

な方針（平成30年国土交通省告示第1066号

）等に従い、外国政府機関、関係省庁、我

が国事業者等との情報交換等を行った。そ

の結果、指標「国内外の機関との情報交換

や支援の回数」は「２．主要な経年データ

」表記載のとおりとなった。 

 

（外国政府に対する各種提案等） 

○ インドネシア共和国の公共住宅貯蓄管

理庁（ＢＰ Ｔａｐｅｒａ）と共催して

インドネシア共和国政府・政府関係機関

等向けにＴＯＤ※セミナーを実施した。 

※ Ｔｒａｎｓｉｔ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ 

Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔの略で、公共

交通機関の利用を前提とした効率的で

持続可能な都市を開発する手法 

 

（国内外の機関との情報交換や支援） 

○ （一社）金融財政事情研究会が発行す
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情報交換や支援の

回数 

じて得た知見を活

用し、米国政府抵

当金庫をはじめと

する国内外の機関

との情報交換や支

援に努める。 

（指標：国内外の機

関との情報交換や

支援の回数） 

る週刊金融財政事情に「急速な利上げで

既存住宅の売買が低迷する米国市場」に

ついて寄稿し、掲載された。 

○ ベトナム社会主義共和国のハノイ市に

おける住宅市場及び住宅政策等について

ハノイ市人民委員会と情報交換を行った

。 

○ ウクライナ住宅金融公社（ＵＦＨＣ）

との間で、住宅金融を通じたウクライナ

の復興支援及び両国におけるアフォーダ

ブル住宅とサステナブルな住宅金融の発

展を目的とした協力覚書を締結した。 

○ マレーシア国立抵当公社（Ｃａｇａｍ

ａｓ）を訪問し、マレーシアの住宅金融

市場、国外での資金調達、イスラム金融

等について意見交換を行った。 

○ （独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）の要

請を受け、「ザンビア国ルサカ都市圏総

合開発計画策定プロジェクト」の一環の

研修においてザンビア共和国の行政官向

けに日本の住宅金融、住宅政策等につい

て講義を行った。 

○ （一社）住宅産業研修財団が企画運営

する「住宅産業の海外への進出」をテー

マとしたシンポジウム（コミュニケーシ

ョン・プラザ）において、「住宅金融支

援機構における海外展開支援の取組み」

について講演を行った。 

○ 国際住宅金融連合（ＩＵＨＦ）の要請

を受け、第３２回ＷＯＲＬＤ ＣＯＮＧ

ＲＥＳＳにおいて住宅金融を活用した耐

震住宅の取得推進等を含む災害予防及び

災害対応に関する取組について講演を行

った。 

○ 米国政府抵当金庫（ジニーメイ）の幹

部と米国の住宅市場と住宅金融市場につ

いて意見交換を行い、今後の関係強化を

図った。 

○ 国土交通省住宅局の補助事業として、

インドネシア共和国の第二次抵当公社（

ＳＭＦ）、ＢＰ Ｔａｐｅｒａ、公共事

業・住宅省（ＰＵＰＲ）、財務省及び国
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営貯蓄銀行（ＢＴＮ）向けに住宅金融に

関する研修を実施し、各機関との連携の

強化を図るとともに人材育成を支援した

。このほか、「ベトナム社会主義共和国

における住宅市場及び住宅金融に関する

基礎的調査」を実施し、調査結果につい

て、国土交通省住宅局主催の「住宅産業

海外展開支援セミナー」で我が国企業向

けに情報提供を行った。 

○ フィリピン国立住宅抵当金融公社（Ｎ

ＨＭＦＣ）を訪問し、住宅金融市場に関

する意見交換を行った。 

○ （一社）国際住宅建築都市産業協会（

ＪＵＢＨ）と共にインドを訪問し、現地

政府機関・民間企業等との情報交換を行

った。 

○ Ｃａｇａｍａｓからの要請に基づき、

我が国の住宅金融等に関する研修を行っ

た。 

○ パキスタン・イスラム共和国で開催さ

れたアジア証券化機関連合（ＡＳＭＭＡ

）の総会に参加し、我が国の住宅金融に

関する情報提供及びＡＳＭＭＡ加盟国の

住宅ローン二次市場の発展に向けた議論

を行った。 

○ カンボジア王国で開催された第５回日

・カンボジア都市開発・不動産開発プラ

ットフォーム会合に国土交通省住宅局と

ともに参加し、我が国の住宅金融等に関

して意見交換を行った。 

○ ＵＦＨＣからの要請に基づき、ウクラ

イナにおける住宅金融の発展に関するオ

ンラインワークショップを開催した。 

○ 情報収集のため、第６回ＡＳＥＡＮス

マートシティ・ネットワークハイレベル

会合及び第９回日本・ベトナム建設会議

にオンラインで参加した。 

○ ＩＵＨＦの要請を受け、「我が国にお

ける住宅金融を活用した災害予防、災害

復興の取組」についてのレポートを寄稿

し、｢ＨＯＵＳＩＮＧ ＦＩＮＡＮＣＥ 
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ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＷＩＮＴ

ＥＲ２０２４｣に掲載された。 

○ 季報「住宅金融」において海外の住宅

市場及び住宅金融、機構の海外業務の取

組等に関するレポートを寄稿し、情報提

供を行った。 

○ 国土交通省が主催するウクライナにお

ける国土交通分野のインフラ復興を支援

する「日ウクライナ・国土交通インフラ

復興に関する官民協議会」の設立会合に

参加した。 

○ ＪＩＣＡ課題別研修「持続可能な住宅

・建築政策」において我が国の住宅市場

及び住宅金融について説明した。 

○ カンボジア証券化委員会向けの住宅金

融とＭＢＳに関するワークショップにお

いて、我が国の住宅金融に関する講演を

行った。 

○ ベトナム宅建業協会（株）不動産投資

促進コンサルティングセンターと両国に

おける住宅市場・住宅金融に関する情報

収集・調査での協力を目的とした覚書を

締結した。 

○ ＪＩＣＡの要請を受け、「ウクライナ

国緊急復旧・復興プロジェクト」第４ 

回本邦招へいプログラムにおいて、災害

復興住宅融資、機構の東日本大震災の復

興支援の取組等、住宅金融を活用した復

興支援の取組について説明した。 

○ ＮＨＭＦＣが主催する「住宅市場グロ

ーバルサミット」で我が国のグリーン住

宅金融に関して講演を行った。 

○ ウクライナ経済省とＵＦＨＣが共催し

た住宅金融に関するフォーラムにオンラ

インで参加し、我が国の住宅金融に関し

て講演を行った。 

○ ＪＵＢＨ、（一社）海外エコシティプ

ロジェクト協議会（Ｊ－ＣＯＤＥ）、海

外不動産業官民ネットワーク（J－ＮＯ

ＲＥ）、日本大使館及び在日外国大使館

の会議等に参加（オンライン含む。）し

、情報交換等を行った。また、我が国企
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業からの要請により、海外の住宅市場及

び住宅金融に関する情報提供を行った。 

 
４．その他参考情報 
・令和６年度の証券化支援事業における支出額（決算額）は、買取債権の取得による支出が当初想定に比べて減少したこと等の理由により、予算額からの乖離が生じた（予算額に対する決算額の増減：

▲21.7％）。 
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【項目別評定調書】 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２ 住宅融資保険等事業 

業務に関連する政策・

施策 
政策目標：Ⅰ 少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及

び向上の促進 
施策目標：１ 居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質

な住宅ストックの形成を図る 
施策目標：２ 住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われ

る住宅市場を整備する 
政策目標：Ⅱ 良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー

社会の実現 
施策目標：３ 総合的なバリアフリー化を推進する 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第１項第３号並びに第２項第１号及び

第７号 

当該項目の重要度、困

難度 
困難度：「高」（住宅融資保険を活用したリバースモーゲージ型

住宅ローンの取扱金融機関の新規参入） 
関連する政策評価・行政事業

レビュー 
予算事業ＩＤ：007279 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 
 
２．主要な経年データ 
① 主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 
基準値 

（前中期目標期間 

最終年度値等） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

定

量

目

標 

リバースモーゲージ型住宅ローン制度の普及に関する啓

発活動の実施回数 
（計画値） 中期目標期間中に400回以上 － 60回 80回 100回 － 

（実績値） － － 105回 128回 189回 207回 

（達成度） － － 175.0％ 160.0％ 189.0％ － 

住宅融資保険を活用したリバースモーゲージ型住宅ロー

ンの取扱金融機関の新規参入 
（計画値） 中期目標期間中に20機関以上 － ７機関 ５機関 ３機関 １機関 

（実績値） 
－ 

７機関 

（令和２年度） 
11機関 ５機関 ３機関 １機関 

（達成度） － － 157.1％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

指

標 

フラット３５に係るつなぎ融資への付保申請件数 
－ 

19,229件 

（令和２年度） 
17,612件 12,572件 8,056件 8,913件 

パッケージ融資への付保申請件数 
－ 

52,051件 

（令和２年度） 
40,889件 27,290件 17,263件 13,571件 

リバースモーゲージ型住宅ローンへの付保申請件数 
－ 

1,162件 

（令和２年度） 
1,630件 1,777件 1,626件 1,474件 

リ・バース６０の認知度 － － 10.0％ 12.2％ 15.3％ 17.1％ 

買取再販事業者向け融資への付保申請件数 
－ 

187件 

（令和２年度） 
165件 186件 156件 162件 

② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

予算額（百万円） 16,297 28,840 20,700 43,130 
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注）住宅融資保険勘定の計数を記載。予算額、決算額は支出額を記載。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

民間金融機関が住

宅の建設等に必要な

資金を円滑に供給で

きるようにするとと

もに、住宅確保要配

慮者が家賃債務保証

業者による保証を受

けやすくなるよう、

機構が保険引受とい

う形でリスクを分担

して支援する次の取

組を行うこと。 

民間金融機関が住

宅の建設等に必要な

資金を円滑に供給で

きるようにするとと

もに、住宅確保要配

慮者が家賃債務保証

業者による保証を受

けやすくなるよう、

機構が保険引受とい

う形でリスクを分担

して支援する次の取

組を行う。 

民間金融機関が住

宅の建設等に必要な

資金を円滑に供給で

きるようにするとと

もに、住宅確保要配

慮者が家賃債務保証

業者による保証を受

けやすくなるよう、

機構が保険引受とい

う形でリスクを分担

して支援する次の取

組を行う。 

＜評価の視点＞ 

・民間金融機関が

住宅の建設等に

必要な資金を円

滑に供給できる

ようにするとと

もに、住宅確保

要配慮者が家賃

債務保証業者に

よる保証を受け

やすくなるよう

、機構が保険引

受という形でリ

スクを分担して

支援する取組を

行っているか。 

 

＜定量目標・指標

＞ 

「２．主要な経

年データ」表の

指標等欄記載の

とおり 

＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：次のとおり、民間金

融機関が住宅の建設等に

必要な資金を円滑に供給

できるようにするととも

に、住宅確保要配慮者が

家賃債務保証業者による

保証を受けやすくなるよ

う、機構が保険引受とい

う形でリスクを分担して

支援する取組を実施して

おり、所期の目標を上回

る成果が得られていると

判断し、「Ａ」とした。 

 

○ 定量目標のうち「住宅

融資保険を活用したリバ

ースモーゲージ型住宅ロ

ーンの取扱金融機関の新

規参入」については、困

難度が高い目標でありな

がら、個別事情に応じた

丁寧な支援を実施した結

果、目標値１機関に対し

て実績値は１機関（達成

率100.0％）となり、着

実に達成した。 

○ 各指標について、フラ

ット３５の受理減少等の

影響を受け、「フラット

３５に係るつなぎ融資へ

評定  

 

① 証券化支援事業

等と連動して必要

となる資金の供給

を支援すること。 

（指標） 

・フラット３５に係

るつなぎ融資への

付保申請件数 

・パッケージ融資へ

の付保申請件数 

① 民間金融機関に

よる資金の融通を

円滑にするため、

証券化支援事業等

と連動して実施す

る必要がある融資

（フラット３５及

び災害復興住宅融

資に係るつなぎ融

資並びにパッケー

ジ融資）に対する

付保を継続して行

う。 

（指標：フラット３

５に係るつなぎ融

資への付保申請件

数／パッケージ融

資への付保申請件

数） 

① 民間金融機関に

よる資金の融通を

円滑にするため、

証券化支援事業等

と連動して実施す

る必要がある融資

（フラット３５及

び災害復興住宅融

資に係るつなぎ融

資並びにパッケー

ジ融資）に対する

付保を継続して行

う。 

（指標：フラット３

５に係るつなぎ融

資への付保申請件

数／パッケージ融

資への付保申請件

数） 

（つなぎ融資・パッケージ融資への継続的

な付保） 

○ 住宅融資保険利用金融機関の希望額に

応じて住宅融資保険契約を締結し、フラ

ット３５及び災害復興住宅融資に係るつ

なぎ融資並びにパッケージ融資に係る住

宅融資保険の付保を継続的かつ円滑に行

った。その結果、指標「フラット３５に

係るつなぎ融資への付保申請件数」及び

「パッケージ融資への付保申請件数」は

「２．主要な経年データ」表記載のとお

りとなった。 

○ 住宅価格上昇や日本銀行によるマイナ

ス金利政策の解除等の足下の社会経済情

勢の変化等を受けたお客さまニーズに対

応するため、パッケージ融資の付保限度

額の要件を「融資額が8,000万円以下、

かつ、所要額の10割以下」に見直した。 

○ フラット３５取扱金融機関のニーズ等

を踏まえ、長短金利差が拡大している中

決算額（百万円） 33,192 25,747 26,145 61,431 

経常費用（百万円） 4,150 4,512 4,723 5,321 

経常利益（百万円） 8,016 7,750 7,235 6,191 

行政コスト（百万円） 4,150 4,512 4,723 5,321 

従事人員数（人） 63 62 49 47 
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にあっても金利変動リスクを緩和し、フ

ラット３５をお客さまの住宅ローン選択

肢のひとつとするために令和５年度に時

限的に創設したフラット３５パッケージ

（ミックスタイプ：パッケージ融資率５

割～６割）について、この商品を取り扱

う金融機関ではフラット３５（買取型）

の申請件数が974件（令和６年２月～令

和７年１月）と対前年同期比185.2％で

増加した機関もある等、効果が確認され

たことから、令和７年度においてもこの

商品を継続するとともに、保険料率水準

は据え置くことを決定した。 

○ フラット３５におけるペアローン制度

の導入（令和６年10月）に当たり、ペア

ローンへのパッケージ融資及びつなぎ融

資の取扱いを検討・決定し、フラット３

５取扱金融機関への説明、マニュアル整

備等を行った。 

の付保申請件数」及び「

パッケージ融資への付保

申請件数」は令和５年度

を下回る実績に留まった

。「リバースモーゲージ

型住宅ローンへの付保申

請件数」の申請件数につ

いては、1,474件（対前

年度比90.7％）と令和５

年度に比べて若干の減少

をしたものの、令和３年

度から引き続き1,500件

前後の申請件数を維持し

ている。 

○ 「リバースモーゲージ

型住宅ローン制度の普及

に関する啓発活動の実施

回数」については、令和

５年度において中期目標

期間の目標値（400回）

を達成し、令和６年度に

おいては定量目標ではな

くなったものの、リバー

スモーゲージ型住宅ロー

ンを利用しやすい環境整

備のため、令和５年度に

引き続き地方公共団体、

民間金融機関等と連携し

た住宅ローン利用者向け

の説明会を開催等、精力

的に取り組み、令和６年

度において計207回の啓

発活動を実施した。その

結果、指標の「リ・バー

ス６０の認知度」につい

ても徐々に上昇しており

、リバースモーゲージ型

住宅ローン制度の普及に

寄与している。 

○ 住宅価格上昇や日本銀

行によるマイナス金利政

策の解除等の足下の社会

② リバースモーゲ

ージ型住宅ローン

による高齢者の住

生活関連資金の供

給を支援するとと

もに、リバースモ

ーゲージ型住宅ロ

ーン制度の普及の

ため、啓発活動を

行うこと。 

（定量目標） 

イ 中期目標期間中

におけるリバース

モーゲージ型住宅

ローン制度の普及

に関する啓発活動

の実施回数を400

回以上とする。（

前中期目標期間実

績（見込み）：

346回） 

ロ 中期目標期間中

における住宅融資

② リバースモーゲ

ージ型住宅ローン

制度の普及を図る

ため、中期目標期

間の最終年度まで

に、住宅ローン利

用予定者等に対す

るリバースモーゲ

ージ型住宅ローン

制度の普及に関す

る啓発活動の実施

回数を400回以上

とするとともに、

住宅融資保険を活

用したリバースモ

ーゲージ型住宅ロ

ーンの取扱金融機

関の新規参入を20

機関以上とするこ

と等により、リバ

ースモーゲージ型

住宅ローンを利用

しやすい環境を整

② リバースモーゲ

ージ型住宅ローン

制度の普及を図る

ため、住宅ローン

利用予定者等に対

するリバースモー

ゲージ型住宅ロー

ン制度の普及に関

する啓発活動を実

施するとともに、

民間金融機関に新

たにリバースモー

ゲージ型住宅ロー

ンの取扱いを働き

かけ、参入に向け

た取組を支援し、

住宅融資保険を活

用したリバースモ

ーゲージ型住宅ロ

ーンの取扱金融機

関の新規参入を１

機関以上とするこ

と等により、リバ

次のとおり、リバースモーゲージ型住宅

ローン制度の普及を図るため、定量目標「

住宅融資保険を活用したリバースモーゲー

ジ型住宅ローンの取扱金融機関の新規参入

」の達成に尽力した結果、実績値は「２．

主要な経年データ」表記載のとおりとなり

、定量目標を達成した。 

 

（リバースモーゲージ型住宅ローン制度の

普及に関する啓発活動・認知度向上の取組

） 

○ 機構支店等による啓発活動の実施に当

たり、新任担当者向け研修会を開催し、

「リ・バース６０ハンドブック」に基づ

く行動の徹底、広告出稿時の注意点の解

説等、新任担当者の知識の向上に努めた

。 

○ リ・バース６０の認知度及び理解度の

向上を図るため、テレビＣＭ、新聞広告

、インターネット広告等において広告キ

ャンペーンを実施した（令和６年６月、

９月、11 月及び令和７年１月）。また

、東京都、愛知県及び大阪府の携帯電話
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保険を活用したリ

バースモーゲージ

型住宅ローンの取

扱金融機関の新規

参入を20機関以上

とする。（令和２

年度実績（見込み

）：５機関） 

（指標） 

・リバースモーゲー

ジ型住宅ローンへ

の付保申請件数 

・リ・バース６０の

認知度 

備し、高齢者の住

生活関連資金の供

給を支援する。 

（定量目標） 

（指標：リバースモ

ーゲージ型住宅ロ

ーンへの付保申請

件数／リ・バース

６０の認知度） 

ースモーゲージ型

住宅ローンを利用

しやすい環境を整

備し、高齢者の住

生活関連資金の供

給を支援する。 

（定量目標） 

（指標：リバースモ

ーゲージ型住宅ロ

ーンへの付保申請

件数／リ・バース

６０の認知度） 

販売店 412 店舗においてデジタルサイネ

ージを実施した。 

○ 未参入金融機関に対する参入勧奨、住

宅関連事業者に対するリ・バース６０の

説明等の啓発活動を計 207 回実施した。 

○ （株）みずほ銀行と連携し、シニア層

の集客ニーズのある住宅関連事業者向け

にＷｅｂセミナーを開催し、リ・バース

６０の制度説明を実施した。 

○ 次の住宅ローン利用予定者向けのセミ

ナー等に参加し、リ・バース６０の制度

周知を行った（（）内は機構担当支店等

）。 

＜主なセミナー等＞  

・ 広島市、（株）広島銀行及び機構主

催「住まいの終活セミナー」（機構中

国支店） 

・ （株）沖縄タイムス社・（株）タイ

ムス住宅新聞社主催「沖縄トータルリ

ビングショウ」（機構地域業務第一部

） 

○ これらの取組の結果、指標「リ・バー

ス６０の認知度」は、15.9％（令和６年

４月）、17.1％（令和６年 10 月）と徐

々に向上している。 

 

（住宅融資保険を活用したリバースモーゲ

ージ型住宅ローンの取扱金融機関の新規参

入に向けた取組） 

○ 未参入の地域金融機関等に対して、機

構各支店等が商品特性、収益性、高齢者

のニーズ、活用事例、リ・バース６０取

扱金融機関の取組状況等を示すことで参

入の働きかけを行った。関心を示した地

域金融機関等に対しては、機構本支店で

連携し、詳細な商品内容説明や当該地域

金融機関等からの照会対応等の継続した

取組を行った。 

○ リ・バース６０取扱金融機関の裾野を

広げ、ひいては空き家問題等の地域課題

解決につなげるための取組として、（一

社）全国信用金庫協会及び信金中央金庫

経済情勢の変化等を受け

たお客さまニーズに対応

するため、パッケージ融

資の付保限度額の要件を

「融資額が8,000万円以

下、かつ、所要額の10割

以下」に見直した。 

○ フラット３５取扱金融

機関のニーズ等を踏まえ

、長短金利差が拡大して

いる中にあっても金利変

動リスクを緩和し、フラ

ット３５をお客さまの住

宅ローン選択肢のひとつ

とするため、令和５年度

に時限的に創設したフラ

ット３５パッケージ（ミ

ックスタイプ：パッケー

ジ融資率５割～６割）に

ついて、この商品を取り

扱う金融機関ではフラッ

ト３５（買取型）の申請

件数が974件（令和６年

２月～令和７年１月）と

対前年同期比185.2％で

増加し他機関もある等、

効果を確認しており、令

和７年度においてもこの

商品を継続するとともに

、保険料率水準は据え置

くことを決定した。 

○ 高齢者の住まいの耐震

改修を促進するため、住

宅融資保険を活用したリ

バースモーゲージ型住宅

ローンによる耐震改修融

資について、利子補給を

することにより、実質無

利子又は低利子化を実現

する「リ・バース６０耐

震改修利子補給制度」を

創設した。 
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と各信用金庫の取組状況等に関する意見

交換を実施した。また、島根県に本店を

置く地域金融機関のリ・バース６０への

参入実績がないことを踏まえ、信金中央

金庫のネットワークを活用し、島根県に

おいてリ・バース６０の参入に興味を示

している信用金庫を訪問し、リ・バース

６０の商品概要を説明した。 

○ 参入を検討している金融機関に対して

、商品設計や事務手続に関する照会対応

等を行い、住宅融資保険契約の締結に向

けサポートした。 

○ これらの取組の結果、さがみ信用金庫

がリ・バース６０の新規取扱開始を決定

した。なお、契約締結後は、事務処理品

質の向上等のため、機構担当支店、機構

審査部審査センター及び機構住宅融資保

険部で協働し、さがみ信用金庫に対し、

研修会を開催した。 

 

（リバースモーゲージ型住宅ローンを利用

しやすい環境整備に向けた取組） 

○ リ・バース６０取扱金融機関の営業店

に対する勉強会等の開催や日々の推進に

おける疑問点等の照会に丁寧に対応する

等、リ・バース６０の活用に向けた支援

を行った。 

○ リ・バース６０取扱金融機関に対して

住宅融資保険業務の事務処理等に関する

説明会を開催し、付保申請から完済まで

の事務処理のポイント等を解説した。 

○ 高齢者の住まいの耐震改修を促進する

ため、住宅融資保険を活用したリバース

モーゲージ型住宅ローンによる耐震改修

融資（※）について、利子補給をするこ

とにより、実質無利子又は低利子化を実

現する「リ・バース６０耐震改修利子補

給制度」を創設した。 

※ 地方公共団体による補助の対象とな

る住宅の耐震改修費用に対する融資に

限る。 

制度創設に伴い、金融

機関、地方公共団体、関

連団体への説明会等によ

り、制度内容を説明する

とともに、業務マニュア

ルを作成し、リ・バース

６０取扱金融機関に通知

した。 

○ リ・バース６０初とな

る総合案内パンフレット

を作成し、リ・バース６

０サイトに掲載した。当

該パンフレットは、高齢

者のお客さまがご覧にな

った際に「見やすいデザ

イン」となるよう作成し

、機構が作成するパンフ

レットとしては初めて（

一社）ユニバーサルコミ

ュニケーションデザイン

協会（ＵＣＤＡ）による

認証（ＵＣＤＡが第三者

の公正な審査を経て、ユ

ーザにとって見やすく配

慮されたデザインである

と認証するもの）を取得

した。また、ＵＣＤＡが

主催する「ＵＣＤＡアワ

ード２０２４」において

、リ・バース６０総合案

内パンフレットの情報量

、レイアウト等が高齢者

に配慮した見やすいデザ

インであるとして高く評

価され、「特別賞」（印

刷物カテゴリ・パンフレ

ット部門）を受賞すると

ともに、機構のユニバー

サルコミュニケーション

デザイン活動が高く評価

され、「総合賞（ブロン
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制度創設に伴い、金融機関、地方公共

団体、関連団体への説明会等を開催し、

制度内容を説明するとともに、業務マニ

ュアルを作成し、リ・バース６０取扱金

融機関に通知した。 

○ リ・バース６０初となる総合案内パン

フレットを作成し、リ・バース６０サイ

トに掲載した。当該パンフレットは、高

齢者のお客さまがご覧になった際に「見

やすいデザイン」となるよう作成し、機

構が作成するパンフレットでは初めて（

一社）ユニバーサルコミュニケーション

デザイン協会（ＵＣＤＡ）による認証（

ＵＣＤＡが第三者の公正な審査を経て、

ユーザにとって見やすく配慮されたデザ

インであると認証するもの）を取得した

。また、ＵＣＤＡが主催する「ＵＣＤＡ

アワード２０２４」において、リ・バー

ス６０総合案内パンフレットの情報量、

レイアウト等が高齢者に配慮した見やす

いデザインであるとして高く評価され、

「特別賞」（印刷物カテゴリ・パンフレ

ット部門）を受賞するとともに、機構の

ユニバーサルコミュニケーションデザイ

ン活動が高く評価され、「総合賞（ブロ

ンズ）」を受賞した。 

○ リ・バース６０を利用しやすい環境整

備を目的にリ・バース６０サイトの更新

（リ・バース６０総合案内パンフレット

へのアクセスボタンの常時表示、商品概

要説明動画をページ上部に移動等）を行

った。 

○ 今後の広報・広告の改善や周知ツール

への活用、啓発活動の参考等とすること

を目的として、リ・バース６０取扱金融

機関の協力を得ながら、リ・バース６０

の利用者向けＣＳアンケートを実施した

。 

○ これらの取組の結果、指標「リバース

モーゲージ型住宅ローンへの付保申請件

数」は「２．主要な経年データ」表記載

のとおりとなった。 

ズ）」を受賞した。 

○ 地方公共団体が抱える

課題やニーズを踏まえ、

地方公共団体、地域金融

機関等との連携のもと、

リ・バース６０を活用し

た地域課題解決のための

取組を機構の各支店にお

いて実施する等、機構の

強みであるステークホル

ダーとのネットワークを

活用した取組を深化させ

、住宅ローン利用予定者

、地方公共団体、地域金

融機関等から機構の取組

について感謝の声が寄せ

られている。 

○ 高齢者の住まいに関す

る課題を把握するため、

令和５年度に引き続き大

学教授と共同で金融ジェ

ロントロジーに関する調

査研究を実施した。令和

６年度の調査研究では、

現在の住宅や健康状態に

課題を抱える高齢者が、

住環境改善のために必要

としているリフォームの

ニーズを明らかにし、学

会発表等を通じて広く発

信した。 

○ そのほか、住宅関連事

業者等からの要望を踏ま

えた制度見直しを実施す

る等、各取組を着実に実

施した。 
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○ 民間金融機関におけるリバースモーゲ

ージは、利用エリアを都市部及び当該民

間金融機関の営業エリアに限定している

商品もあるが、リ・バース６０は取扱金

融機関の増加により全国で利用可能とな

っている。令和６年度におけるリ・バー

ス６０の付保申請件数のうち、大都市圏

（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、

愛知県及び大阪府）以外の申込みは56.2

％となり、都市部以外でも利用されてい

る。 

③ 既存住宅流通・

リフォーム市場の

活性化等を図るた

めに、買取再販事

業者向け融資等に

よる住宅政策上必

要な資金の供給を

支援すること。 

（指標） 

・買取再販事業者向

け融資への付保申

請件数 

③ 既存住宅流通・

リフォーム市場の

活性化等を図るた

めに、買取再販事

業者向け融資等に

係る住宅融資保険

の付保を着実に実

施する。 

（指標：買取再販事

業者向け融資への

付保申請件数） 

③ 既存住宅流通・

リフォーム市場の

活性化等を図るた

めに、買取再販事

業者向け融資等に

係る住宅融資保険

の付保を着実に実

施する。 

（指標：買取再販事

業者向け融資への

付保申請件数） 

（買取再販事業者向け融資に係る取組） 

○ 住宅融資保険利用金融機関からの制度

及び手続に関する照会について迅速に対

応した。 

○ 円滑な審査事務と手続日数の短縮に資

するため、住宅融資保険利用金融機関と

機構審査部門との間で必要書類や審査上

の目線合わせを定期的に実施した。 

○ これらの取組の結果、指標「買取再販

事業者向け融資への付保申請件数」は「

２．主要な経年データ」表記載のとおり

となった。 

④ 住宅確保要配慮

者の居住の安定の

確保を図るため、

信用リスクの管理

等を適切に行いつ

つ、家賃債務保証

保険業務を的確に

行うこと。 

④ 住宅確保要配慮

者の居住の安定の

確保を図るため、

信用リスクの管理

等を適切に行いつ

つ、家賃債務保証

保険業務を的確に

行う。 

④ 住宅確保要配慮

者の居住の安定の

確保を図るため、

信用リスクの管理

等を適切に行いつ

つ、家賃債務保証

保険業務を的確に

行う。 

（家賃債務保証保険業務に係る取組） 

○ 家賃債務保証保険業務について、参入

を検討している事業者からの照会に対し

て、資料提供等迅速に対応した。 

○ 次年度契約希望額の確認に際し、参入

事業者に対して商品性等に関するアンケ

ートを実施し、ニーズ等の把握を行った

。 

○ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の

供給の促進に関する法律（平成19年法律

第112号）の改正により家賃債務保証業

者の認定制度が創設され、当該認定を受

けた家賃債務保証業者の保証に対する家

賃債務保証保険を機構が実施することと

されたことから、具体の制度内容の検討

のため国土交通省及び家賃債務保証事業

者から情報収集を行った（令和７年10月

実施予定）。 
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⑤ 保険金の支払審

査を的確に行うと

ともに、保険金を

支払った債権につ

いては民間金融機

関と連携しながら

的確な回収に努め

ること。 

  地域における政

策課題の解決に向

けた取組について

、地方公共団体と

より連携を深める

とともに、他府省

、政府関係機関、

地域金融機関、住

生活産業を担う民

間事業者、地域住

民の団体、ＮＰＯ

等との連携及び協

力を強化すること

。 

社会経済情勢に

対応した調査研究

を行い、民間金融

機関等のニーズや

要望を踏まえつつ

、制度・運用の見

直し等を行うこと

。 

⑤ 保険金の支払審

査を的確に行うと

ともに、保険金を

支払った債権につ

いては民間金融機

関と連携して的確

な回収に取り組む

。 

⑤ 保険金の支払審

査を的確に行うと

ともに、保険金を

支払った債権につ

いては民間金融機

関と連携して的確

な回収に取り組む

。 

（的確な保険金支払審査） 

○ 保険金の支払審査を迅速かつ的確に行

うため、次のとおり取組を行った。 

① 保険金支払審査項目について事前に

チェックするシートを活用した迅速な

審査の実施 

② 保険金支払請求後の進捗管理データ

ベースの活用による進捗管理の徹底 

③ 保険金支払請求前の金融機関からの

照会に対する必要書類・手続の案内 

○ これらの取組の結果、住宅融資保険利

用金融機関から保険金支払請求を受理後

、住宅融資保険約款に定められている支

払期限30日以内を遵守しつつ、住宅融資

保険利用金融機関からの要望を踏まえた

支払日の設定を行うことで、円滑な支払

業務を遂行した（令和７年３月末現在審

査日数：5.8日）。 

○ 保険事故前の長期延滞債権について、

令和６年度第２四半期に行った調査結果

を踏まえ、令和６年度第３四半期におい

て継続調査の必要な者を明示した上で、

住宅融資保険利用金融機関へ調査依頼を

行った。令和６年度第４四半期には第３

四半期までの調査結果の分析を行い、住

宅融資保険利用金融機関と連携を図りな

がら早期解決に向けた取組を行った。 

 

（的確な回収） 

○ 債権ごとの状況を住宅融資保険利用金

融機関に確認し、機構から住宅融資保険

利用金融機関へ各債権の状況に応じた措

置方針を示すことにより、回収の促進に

努めた。 

⑥ 情報交換、会議

の開催等を通じて

地方公共団体とよ

り連携を深めると

ともに、官公庁、

政府関係機関、地

域金融機関、住生

活産業を担う民間

⑥ 情報交換、会議

の開催等を通じて

地方公共団体とよ

り連携を深めると

ともに、官公庁、

地域金融機関等の

ステークホルダー

との連携及び協力

（地方公共団体等のステークホルダーとの

連携・協力強化） 

○ 大阪府茨木市、北おおさか信用金庫及

び機構近畿支店の三者間で締結した「茨

木市における居住施策の推進に関する連

携協定」に関して、職員のリ・バース６

０への理解度を向上させたいとの茨木市

の要望を受け、北おおさか信用金庫と連
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事業者、地域住民

の団体、ＮＰＯ等

との連携及び協力

の強化に努めるこ

とで、地方公共団

体等が行う住生活

に関わる施策分野

における課題解決

に向けた取組を支

援する。 

の強化に努めるこ

とで、地方公共団

体等が行う住生活

に関わる施策分野

における課題解決

に向けた取組を支

援する。 

携してリ・バース６０の制度説明を実施

した。 

○ 兵庫県三木市、（株）みなと銀行及び

機構近畿支店の三者間で締結した「三木

市における空家等の利活用及び発生抑制

に関する連携協定」に関して、三木市か

らの要望を受け、三木市主催の市民向け

セミナー「生涯学習講座」において、リ

・バース６０を活用した空き家等対策に

ついて説明を実施した。参加した市民か

らは「リ・バース６０がリフォームにも

適用されるのは良い」、「内容は難しか

ったが、自分が亡くなった時のために家

族会議をしたいと思った」といった声が

寄せられた。 

○ 兵庫県川西市、（株）池田泉州銀行及

び機構近畿支店の三者間で締結した「空

き家対策の推進に関する連携協定」に関

して、川西市が主催する「空き家対策・

生前整理セミナー」において、（株）池

田泉州銀行と機構のブースを設置し、リ

・バース６０の相談会を開催した。 

○ 広島県広島市における空き家対策の促

進のため、広島市、（株）広島銀行及び

機構中国支店が連携して市民向け「住ま

いの終活セミナー」を開催し、「終活に

活用できる６０歳からの住宅ローン」と

してリ・バース６０の制度説明を実施し

た。その結果、セミナー後のアンケート

において、「持家の処分と活用等につい

て見直す良い機会となった」等の声が寄

せられた。また、同様のセミナーを広島

県福山市と連携し、福山市においても開

催した。 

○ 鳥取県が主催する「鳥取県戸建て住宅

改修・流通活性化検討委員会」に委員と

して参加し、リ・バース６０の仕組み、

特徴、課題等について説明するとともに

、地方公共団体におけるリ・バース６０

の活用事例（香川県高松市、大阪府茨木

市及び鳥取県米子市）を紹介した。 
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○ リ・バース６０耐震改修利子補給制度

について、金融機関（※１）、地方公共

団体（※２）、関連団体（※３）への説

明会等により、制度内容を説明するとと

もに、業務マニュアルを作成し、金融機

関に通知した。 

※１ 令和７年度の制度改正事項の説明

会に参加した 57 機関。（株）七十七

銀行、（株）北陸銀行、（株）静岡銀

行、（株）十六銀行、（株）百五銀行

、（株）池田泉州銀行、（株）四国銀

行、（株）西日本シティ銀行、（株）

名古屋銀行、（株）徳島大正銀行、（

株）高知銀行、浜松いわた信用金庫、

新潟県労働金庫、中国労働金庫、四国

労働金庫、日本住宅ローン（株）及び

日本モーゲージサービス（株）に対し

ては個別に説明を実施 

※２ 地方整備局のブロックごとに説明

会を開催。また、仙台市、千葉県松戸

市、横浜市、新潟県、新潟市、富山県

、富山県富山市、石川県金沢市、静岡

市、浜松市、静岡県三島市、岐阜県、

岐阜県岐阜市、岐阜県大垣市、京都市

、香川県、香川県高松市、徳島県、愛

媛県、愛媛県松山市、高知県、福岡県

、福岡市、北九州市及び熊本県に機構

役員等が訪問し個別に説明を実施 

※３ （一社）住宅生産団体連合会、（

一社）プレハブ建築協会、（一社）日

本木造住宅産業協会、（一社）日本ツ

ーバイフォー建築協会、（一社）全国

住宅産業協会、（一社）不動産協会、

（一社）全日本不動産協会、（公社）

全国宅地建物取引業協会連合会、（一

社）不動産流通経営協会、（一社）リ

ビングアメニティ協会、（一社）新都

市ハウジング協会、（一社）ＪＢＮ・

全国工務店協会、（一社）住宅リフォ

ーム推進協議会、（一社）マンション

リフォーム推進協議会、（一社）リノ

ベーション協議会、（一社）日本住宅
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リフォーム産業協会、（一社）ベター

ライフリフォーム協会及び日本木造住

宅耐震補強事業者協同組合 

○ リ・バース６０が地域課題の解決に寄

与することを訴求するため、（一社）全

国信用金庫協会が発行している機関誌「

monthly信用金庫」令和６年10月号にリ

・バース６０を活用した信用金庫・地方

公共団体との連携事例を紹介する記事を

寄稿した。また、機関誌「monthly信用

金庫」令和７年３月号に、リ・バース６

０耐震改修利子補給制度を紹介する広告

を掲載した。 

○ リ・バース６０取扱金融機関の裾野を

広げ、ひいては空き家問題等の地域課題

解決につなげるための取組として、（一

社）全国信用金庫協会及び信金中央金庫

と各信用金庫の取組状況等に関する意見

交換を実施した。また、島根県に本店を

置く地域金融機関のリ・バース６０への

参入実績がないことを踏まえ、信金中央

金庫のネットワークを活用し、島根県に

おいてリ・バース６０の参入に興味を示

している信用金庫を訪問し、リ・バース

６０の商品概要を説明した。【再掲】 

⑦ 社会経済情勢に

対応した調査研究

を行い、民間金融

機関等のニーズや

要望を踏まえつつ

、制度・運用の見

直し等を行う。 

⑦ 社会経済情勢に

対応した調査研究

を行い、民間金融

機関等のニーズや

要望を踏まえつつ

、制度・運用の見

直し等を行う。 

（調査・研究） 

○ 住宅融資保険等事業に係る制度・運用

の見直し等に資するため、 

高齢者の住まいに関する課題を把握す

ることを目的に、令和５年度に引き続き

大学教授と共同で金融ジェロントロジー

に関する調査研究を実施した。令和６年

度の調査研究では、現在の住宅や健康状

態に課題を抱える高齢者が、住環境改善

のために必要としているリフォームのニ

ーズを明らかにし、次のとおり学会発表

等を通じて広く発信した。 

① 生活経済学会第40回研究大会 

② 季報「住宅金融」（2024年度夏号） 

 

（制度・運用の見直し） 
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○ 住宅政策上の必要性、民間金融機関の

ニーズ等を踏まえ、次の制度・運用の見

直しを実施した。 

① 住宅価格上昇や日本銀行によるマイ

ナス金利政策の解除等の足下の社会経

済情勢の変化等を受けたお客さまニー

ズに対応するため、パッケージ融資の

付保限度額の要件を「融資額が8,000

万円以下、かつ、所要額の10割以下」

に見直した。【再掲】 

② フラット３５におけるペアローン制

度の導入（令和６年10月）に当たり、

パッケージ融資及びつなぎ融資の取扱

いを検討・決定し、フラット３５取扱

金融機関への説明、マニュアル整備等

を行った。【再掲】 

③ 高齢者の住まいの耐震改修を促進す

るため、住宅融資保険を活用したリバ

ースモーゲージ型住宅ローンによる耐

震改修融資（※）について、利子補給

をすることにより、実質無利子又は低

利子化を実現する「リ・バース６０耐

震改修利子補給制度」を創設した。 

※ 地方公共団体による補助の対象と

なる住宅の耐震改修費用に対する融

資に限る。【再掲】 

④ リ・バース６０の商品性等に関する

顧客説明（カウンセリング）について

、リ・バース６０取扱金融機関から非

対面での実施方法の導入要望を受けた

ことを踏まえ、機構顧問弁護士に意見

を求めた上、導入した。 

⑤ リ・バース６０利用者の安否確認に

ついて、マイナポータルを活用した確

認方法を検討し、調達手続を進めた。 

⑥ リ・バース６０取扱金融機関の推進

体制に関する支援策を検討し、令和７

年７月から実施することを役員会で決

定した。 

⑦ リ・バース６０耐震改修利子補給制

度の体制整備に関する支援策を検討し
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、令和７年７月から実施することを役

員会で決定した。 

⑧ フラット３５取扱金融機関のニーズ

等を踏まえ、長短金利差が拡大してい

る中にあっても金利変動リスクを緩和

し、フラット３５をお客さまの住宅ロ

ーン選択肢のひとつとするために令和

５年度に時限的に創設したフラット３

５パッケージ（ミックスタイプ：パッ

ケージ融資率５割～６割）について、

この商品を取り扱う金融機関における

フラット３５（買取型）の申請件数が

974 件（令和６年２月～令和７年１月

）と対前年同期比 185.2％で増加した

機関がある等、効果が確認されたこと

から、令和７年度においてもこの商品

を継続するとともに、保険料率水準は

据え置くことを決定した。【再掲】 

 

４．その他参考情報 
・令和６年度の住宅融資保険等事業における支出額（決算額）は、有価証券(債券)の取得による支出が当初想定に比べて増加したこと等の理由により、予算額からの乖離が生じた（予算額に対する決算

額の増減：＋42.4％）。 
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【項目別評定調書】 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３ 住宅資金融通等事業 

業務に関連する政策・

施策 
政策目標：Ⅰ 少子・高齢化等に対応した住生活の安定の確保及

び向上の促進 
施策目標：１ 居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質

な住宅ストックの形成を図る 
施策目標：２ 住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われ

る住宅市場を整備する 
政策目標：Ⅱ 良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー

社会の実現 
施策目標：３ 総合的なバリアフリー化を推進する 

政策目標：Ⅳ 水害等災害による被害の軽減 
施策目標：11 住宅・市街地の防災性を向上する 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第１項第５号から第11号まで、第２項

第４号から第６号まで、第８号及び第９号並びに附則第７条第１項第１号及び

第２項 

当該項目の重要度、困

難度 
困難度：「高」（マンションすまい・る債を活用するマンション

管理組合数） 
関連する政策評価・行政事業

レビュー 
予算事業ＩＤ：007279 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 
 
２．主要な経年データ 
①  主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 
基準値 

（前中期目標期間 

最終年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

定

量

目

標 

マンションすまい・る債を活用するマンション管理組合数 （計画値） 中期目標期間中に7,200組合以上 － 1,650組合 1,750組合 1,850組合 1,850組合 

（実績値） 
－ 6,966組合 

（前中期目標期間） 
1,704組合 1,841組合 2,737組合 3,592組合 

（達成率） － － 103.3％ 105.2％ 147.9％ 194.2％ 

指

標 

国が災害対策本部を設置する規模の災害が起きた際の相談等の件数 
注 基準値は令和３年度に相談等があった国が災害対策本部を設置する規模の災害に係る令和２年度の実績値 

－ 8,213件 

（令和２年度） 
3,991件 2,014件 1,517件 3,075件 

 東日本大震災 
－ 1,505件 

（令和２年度） 
917件 465件 258件 267件 

平成28年熊本地震 
－ 2,707件 

（令和２年度） 
842件 430件 124件 118件 

平成29年７月九州北部豪雨 
－ 32件 

（令和２年度） 
16件 － － － 

平成30年７月豪雨 
－ 978件 

（令和２年度） 
288件 52件 41件 11件 

令和元年台風第15号及び台風第19号 
－ 2,014件 

（令和２年度） 
576件 94件 14件 14件 
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令和２年７月豪雨 
－ 977件 

（令和２年度） 
1,325件 891件 268件 131件 

令和３年７月１日からの大雨 － － 27件 ６件 17件 ５件 

令和４年台風第14号 － － － 76件 ４件 － 

令和６年能登半島地震 － － － － 791件 2,529件 

サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資の融資承認件数 
－ 24件 

（令和２年度） 
12件 ３件 ６件 ３件 

②  主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
予算額（百万円） 1,919,374 1,617,069 1,127,047 990,583 

決算額（百万円） 1,612,234 1,520,513 1,066,156 1,174,401 

経常費用（百万円） 167,189 152,523 142,081 136,953 

経常利益（百万円） 135,782 115,617 133,479 95,158 

行政コスト（百万円） 167,189 152,523 142,081 136,953 

従事人員数（人） 356 347 341 336 

注）財形住宅資金貸付勘定、住宅資金貸付等勘定及び既往債権管理勘定を合算した計数を記載。予算額、決算額は支出額を記載。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

住宅政策上重要で

ありながら、民間金

融機関だけでは対応

が困難な分野への資

金の融通を補完する

ため、丁寧な審査を

行いつつ、各地域に

おいて地方公共団体

、民間金融機関等の

ステークホルダーと

のネットワークを活

かし、協働して次の

取組を行うこと。 

なお、取組に当た

っては、民間金融機

関等との適切な役割

分担に留意すること

。 

住宅政策上重要で

ありながら、民間金

融機関だけでは対応

が困難な分野への資

金の融通を補完する

住宅資金融通事業に

ついては、丁寧な審

査を行いつつ、各地

域において地方公共

団体、民間金融機関

等のステークホルダ

ーとのネットワーク

を活かし、協働して

被災した住宅の再建

、老朽化したマンシ

ョンの建替え・改修

の促進、密集市街地

の解消等に対する融

資を着実に実施する

。併せて、これらの

融資に関しては、民

住宅政策上重要で

ありながら民間金融

機関だけでは対応が

困難な分野への資金

の融通を補完するた

め、住宅資金融通事

業においては丁寧な

審査を行いつつ、各

地域において地方公

共団体、民間金融機

関等のステークホル

ダーとのネットワー

クを活かし、協働し

て被災した住宅の再

建、老朽化したマン

ションの建替え・改

修の促進、密集市街

地の解消等に対する

融資を行うとともに

、民間金融機関等の

業務状況を検証する

＜評価の視点＞ 

・住宅政策上重要

でありながら民

間金融機関だけ

では対応が困難

な分野への資金

の融通を補完す

るための取組を

行っているか。 

 

＜定量目標・指標

＞ 

「２．主要な経

年データ」表の

指標等欄記載の

とおり 

＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：住宅政策上重要であ

りながら、民間金融機関

だけでは対応が困難な分

野への資金の融通を補完

するための取組を実施し

ており、所期の目標を達

成していると判断し、「

Ｂ」とした。 

 

○ 定量目標である「マン

ションすまい・る債を活

用するマンション管理組

合数」については、困難

度が高い目標でありなが

ら、マンション管理会社

、マンション管理組合等

に対して制度周知・活用

促進の取組を精力的に行

い、目標値1,850組合に

評定  
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間金融機関等の業務

状況を不断に検証す

る。 

また、証券化支援

事業及び住宅資金融

通等事業を通じて供

給される住宅ローン

に付随する団体信用

生命保険業務、既往

債権管理業務及び財

形住宅融資業務につ

いても的確に実施す

る。 

。 

また、証券化支援

事業及び住宅資金融

通等事業を通じて供

給される住宅ローン

に付随する団体信用

生命保険業務、既往

債権管理業務及び財

形住宅融資業務につ

いても的確に実施す

る。 

対して実績値は3,592組

合（達成率194.2％）と

なり、目標を大幅に上回

った。 

○ 指標「国が災害対策本

部を設置する規模の災害

が起きた際の相談等の件

数」については、令和６

年能登半島地震の復興本

格化に伴い増加している

。また、東日本大震災や

平成28年熊本地震等の過

年度に発生した災害に関

しても引き続き相談が寄

せられており、被災者に

寄り添った丁寧な対応に

継続して取り組んでいる

。 

○ 指標「サービス付き高

齢者向け賃貸住宅融資の

融資承認件数」について

は、地域の需要等を踏ま

えた対応を適切に行い、

３件（対前年度比50.0％

）の融資承認を行ってい

る。 

○ 令和６年能登半島地震

への対応として、令和５

年度に引き続き組織を挙

げて被災者の住まい再建

支援に取り組んだ。特に

被害が甚大であり復興ま

で期間を要することが見

込まれる石川県とは特に

密に連携し、石川県が作

成する「石川県創造的復

興プラン」への協力、「

いしかわ型復興住宅モデ

ルプラン集」の共同作成

を行うとともに、これま

での災害ケースマネジメ

ント事例を石川県や被災

① 東日本大震災を

はじめとして全国

各地で頻発する自

然災害からの復興

を支援するため、

発災時には災害復

興住宅融資等を実

施するとともに、

返済方法の変更等

により、被災者の

継続的な返済を支

援すること。 

（指標） 

・国が災害対策本部

を設置する規模の

災害が起きた際の

相談等の件数 

① 自然災害からの

復興を支援するた

め、発災時には地

方公共団体等と連

携して電話、面談

等による相談等の

被災者支援の業務

実施態勢を機動的

に構築し、災害復

興住宅融資等を実

施するとともに、

返済方法の変更等

により被災者の継

続的な返済を支援

する。 

（指標：国が災害対

策本部を設置する

規模の災害が起き

た際の相談等の件

数） 

① 自然災害からの

復興を支援するた

め、発災時には地

方公共団体等と連

携して被災地にお

ける出張相談のほ

か電話、インター

ネットその他の通

信手段を活用した

相談等の被災者支

援の業務実施態勢

を機動的に構築し

た上で災害復興住

宅融資等を実施す

る。特に令和６年

能登半島地震から

の復興については

、地域ごとの被害

状況等を十分に踏

まえ、被災者に寄

り添った支援を実

施する。 

（指標：国が災害対

策本部を設置する

規模の災害が起き

た際の相談等の件

数） 

（災害復興住宅融資等に関する相談対応） 

○ これまでに発生した自然災害による被

災者に対して、受託金融機関、地方公共

団体をはじめとする関係機関と緊密に連

携しながら、現地相談会を開催する等の

対応を実施した。 

○ 令和６年能登半島地震への対応として

、被災した地域の実情を把握するととも

に、次のとおり各地域のニーズを踏まえ

た対応を行った。 

① 発災直後に機構内に設置した「住ま

い再建支援本部」を令和６年度におい

ても引き続き開催し、地方公共団体と

の連携状況、地域金融機関の受付体制

等の整備、今後の取組等について情報

共有を行った。また、被災地域ごとの

復旧・復興の進捗状況を確認するとと

もに、進捗状況に応じた機構の具体的

な取組、災害ケースマネジメント（※

）による被災者支援の重要性等につい

て確認した。 

※ 被災者一人一人の被災状況や生活

状況の課題等を個別の相談等により

把握した上で、必要に応じ専門的な

能力をもつ関係者と連携しながら、

当該課題等の解消に向けて継続的に

支援することにより、被災者の自立

・生活再建が進むようにマネジメン

トする取組 
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② 特に被害が甚大であり復興まで期間

を要することが見込まれる石川県とは

、次のとおり特に密な連携を実施し、

災害ケースマネジメントへの積極的な

参画を行っている。 

・ 石川県が「石川県創造的復興プラ

ン」を作成するに当たり、平成28年

熊本地震の復興プランを参考に機構

が提案を実施した結果、機構提案内

容である「市町や金融機関との連携

」が盛り込まれた。 

 ・ 被災された方々に再建意欲を高め

ていただけるよう、住宅の具体的な

モデルプランとともに機構の災害復

興住宅融資等の内容が掲載された「

いしかわ型復興住宅モデルプラン集

」を石川県と共同作成した。 

③ 過去の自然災害発生時において機構

が果たした役割を基に、石川県地域支

え合いセンター（社会福祉協議会）に

災害ケースマネジメントの概要を説明

し、被災者の生活再建に向け、官民の

枠を超えた連携の重要性を確認した。 

④ 現地相談会を石川県輪島市、七尾市

等において開催した。開催に当たり、

新聞広告及びグループコミュニケーシ

ョンサービス「ＬＩＮＥ」の石川県市

町公式アカウントを通じて、現地相談

会の開催等の情報を発信した。 

⑤ 「ＬＩＮＥ」の機構公式アカウント

（令和６年能登半島地震用）を開設し

、現地相談会において登録の勧奨を行

った。これにより、相談会の開催日程

、災害復興住宅融資の融資金利、ロー

ンシミュレーション等の情報を機構か

らプッシュ型で通知できる環境を整備

した。 

⑥ 被災地域を担当する機構北陸支店以

外の部署から現地派遣要員を選定し、

機構職員17名を現地相談会に派遣し、

組織を挙げての対応を行った。 

⑦ 被災者支援における弁護士会と機構

市町に紹介しつつ実施へ

と誘導し、機構自らも災

害ケースマネジメントの

活動主体として積極的に

参画している。また、日

本郵政(株)、日本郵便(

株)及び(株)ゆうちょ銀

行と「被災地域の早期復

興に向けた連携支援に関

する包括協定」を締結し

（令和６年５月）、当該

協定に基づき、石川県珠

洲市、石川県輪島市等の

郵便局に災害復興住宅融

資に関するチラシを設置

するとともに、珠洲郵便

局において現地相談会を

開催した。 

○ 令和６年能登半島地震

をはじめとする自然災害

からの復旧・復興の支援

を強化するため、令和６

年度補正予算において政

府出資金の措置を受け、

今後増加が見込まれる災

害復興住宅融資の事業量

に対して必要な財務基盤

を強化した。（令和７年

１月）。 

○ グリーンリフォームロ

ーンについて、足下の工

事費高騰や業界団体等か

らのニーズを踏まえ、融

資限度額を500万円から

1,000万円に増額するこ

とを決定した（令和７年

10月実施予定）ほか、電

子契約及びＷｅｂ申込サ

ービスをリリースした（

令和６年４月）。また、

住宅ローン利用予定者の

物件検査の負担軽減を図
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の連携強化を目的に、金沢弁護士会、

富山県弁護士会及び福井県弁護士会向

けに勉強会を開催し、災害復興住宅融

資（高齢者向け返済特例）が高齢者の

住宅再建に有効な制度であること等を

周知した。 

⑧ 新潟市や新潟弁護士会を訪問し、災

害復興住宅融資（高齢者向け返済特例

）に関する情報提供や被災地の状況に

関する確認を行い、連携強化を図った

。 

○ 機構お客さまコールセンターでは、被

災者の状況を丁寧に聴き取り、それぞれ

の状況に応じた相談対応を実施した。 

○  日本郵政(株)、日本郵便(株)及び(株

)ゆうちょ銀行と「被災地域の早期復興

に向けた連携支援に関する包括協定」を

締結した（令和６年５月）。当該協定に

基づき、石川県珠洲市、石川県輪島市等

の郵便局に災害復興住宅融資に関するチ

ラシを設置するとともに、珠洲郵便局に

おいて現地相談会を開催した。 

○ これらの取組の結果、指標「国が災害

対策本部を設置する規模の災害が起きた

際の相談等の件数」は「２．主要な経年

データ」表記載のとおりとなった。 

 

（制度・運用の見直し） 

○ 令和６年度において、長期金利や財政

投融資の金利上昇を受けて災害復興住宅

融資の貸付金利が上昇する中、住宅再建

資金を低利で融資する制度意義を踏まえ

、災害復興住宅融資の金利設定方法を見

直した（令和６年10月）。 

 

（災害復興住宅融資の申込受付） 

○ 災害復興住宅融資の申込みを210件受

け付け、適切に対応を行った。 

 

（デジタル化の推進） 

○ 災害復興住宅融資（高齢者向け返済特

例）のＷｅｂ申請フォームを構築するた

るため、機構と協定を締

結したリフォーム事業者

団体等の会員事業者がリ

フォーム工事を実施する

場合には、適合証明検査

機関による物件検査に代

えて、リフォーム事業者

団体等が工事内容及び工

事実施を確認することが

できる取扱いを創設した

（令和６年４月）。この

協定に関して、令和６年

度においては、２団体と

新たに締結した。 

○ 地方公共団体による密

集市街地解消への取組を

支援するため、まちづく

り融資について、「地方

公共団体の計画等で定め

ている密集市街地」及び

「地方公共団体から機構

融資での支援要請がある

密集市街地」内にある老

朽アパート等の建替え事

業を融資対象に追加する

ことを決定した（令和７

年４月実施）。 

○ 建物の区分所有等に関

する法律（昭和37年法律

第69号）、マンションの

建替え等の円滑化に関す

る法律（平成14年法律第

78号）等の改正を受けて

、マンション一棟リノベ

ーションへの融資及び敷

地売却事業に対する融資

制度を創設することを決

定した（令和８年４月実

施予定）。 

○ 「子育て配慮賃貸住宅

（安全性・防犯性・遮音

性に優れた賃貸住宅）」

54/154



 
 

め、要件定義、ベンダー調達等を開始し

た。 

○ 災害復興住宅融資Ｗｅｂ申込サービス

の利用促進のため、照会の多いアカウン

ト作成や認証アプリについての説明動画

を作成し、災害復興住宅融資Ｗｅｂ申込

サービス上で公開した。 

の普及促進を目的として

、住宅関連事業者の商品

規格を把握し、子育て配

慮賃貸住宅仕様へのグレ

ードアップを金利引下げ

制度と併せて住宅関連事

業者の本社（技術部門）

・営業所のそれぞれに提

案することで、複数の住

宅関連事業者において子

育て配慮賃貸住宅に適合

した仕様が整備され、普

及促進に繋がった。 

○ 子育てグリーン住宅支

援事業と子育て世帯向け

省エネ賃貸住宅融資の利

便性向上のため、物件検

査の一部共通化を行うと

ともに、大手賃貸事業者

に対して子育てグリーン

住宅支援事業と一体的な

制度周知を行った。 

○ 「子育て配慮賃貸住宅

（安全性・防犯性・遮音

性に優れた賃貸住宅）」

に対する子育て世帯向け

省エネ賃貸住宅融資の金

利引下げ制度を創設した

（令和６年10月）。 

○ 災害危険区域内の急傾

斜地崩壊危険区域又は地

すべり防止区域において

賃貸住宅の建設をする場

合を子育て世帯向け省エ

ネ賃貸住宅融資の対象外

とした（令和６年10月）

。 

○ そのほか、住宅関連事

業者等からの要望を踏ま

えた制度見直しを実施す

る等、各取組を着実に実

施した。 

② 住宅ローン利用

者である被災者の

継続的な返済を支

援するため、当該

被災者の状況に応

じた災害特例等に

よる柔軟な条件変

更等を行うととも

に、必要に応じて

自然災害による被

災者の債務整理に

関するガイドライ

ン（平成27年12月

自然災害による被

災者の債務整理に

関するガイドライ

ン研究会）等の適

用を勧奨する等、

適切な措置を講ず

る。 

（返済相談の実施） 

○ 住宅ローン利用者である被災者に対し

て、受託金融機関をはじめとする関係機

関と緊密に連携しながら返済相談を行っ

た。返済相談においては、被災者の状況

に応じて、災害特例、自然災害ガイドラ

イン等の概要を説明し、適用の勧奨を行

った。 

 

（令和６年能登半島地震への対応） 

○ 令和６年９月の大雨被害を踏まえ、和

６年能登半島地震の被災地域である奥能

登６市町（石川県輪島市、珠洲市、七尾

市、能登町、穴水町及び志賀町）の住宅

ローン利用者へお見舞い状を送付した。

【再掲】 

○ 受託金融機関と連携し、住宅ローン利

用者の状況を把握するとともに返済相談

を行った。住宅ローン利用者の状況に応

じて、災害特例や自然災害ガイドライン

等の概要を説明し、これらの手続に従い

適切な措置を講じた。 

 

（返済方法変更等の実施） 

○ 令和６年度中に自然災害ガイドライン

適用の申出があった個人系直接融資債権

の債権数は７件となった（新型コロナウ

イルス感染症を理由とするものを除く。

）。 

② 大規模な自然災

害への予防を支援

するため、地すべ

り等関連住宅融資

等を実施するとと

もに、地方公共団

② 大規模な自然災

害への予防を支援

するため、地すべ

り等関連住宅融資

及び宅地防災工事

資金融資を行うと

③ 大規模な自然災

害への予防を支援

するため、地すべ

り等関連住宅融資

及び宅地防災工事

資金融資について

（自然災害発生に備えた体制整備支援） 

○ 近時の受託金融機関における経営環境

の変化（デジタル化・非対面化の進展や

店舗の削減等）に対応し、受託金融機関

が機構業務の受託を継続できるよう、災

害復興住宅融資を含む機構直接融資の貸
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体、地域金融機関

等に対し、自然災

害発生に備えた体

制整備について的

確に支援すること

。 

安全な住宅・住

宅地の形成等の施

策の実現に資する

よう、耐震改修工

事等に対するリフ

ォーム融資を行う

こと。また、住宅

のエネルギー消費

性能の向上に資す

るよう省エネ改修

工事に対するリフ

ォーム融資を行う

こと。 

ともに、機構の災

害復興支援の経験

やステークホルダ

ーとのネットワー

クを活かし、地方

公共団体、地域金

融機関等に対し、

発災時における初

期対応の情報提供

を行う等、自然災

害発生に備えた体

制整備について的

確に支援する。 

、国、地方公共団

体との連携等によ

る周知を行うとと

もに、機構の災害

復興支援の経験や

ステークホルダー

とのネットワーク

を活かし、地方公

共団体、地域金融

機関等に対し、発

災時における初期

対応の情報提供を

行う等、自然災害

発生に備えた体制

整備について的確

に支援する。 

付手数料の引上げを決定した（改定時期

は令和６年10月）。 

○ 内閣府主催の「令和６年度災害救助法

等担当者全国会議」において、災害ケー

スマネジメントへの参画をはじめとした

機構の災害復興支援の取組、災害復興住

宅融資の制度等について説明した。また

、内閣府の依頼を受け、内閣府が各地方

公共団体災害担当部署に配布する被災者

向けリーフレット『「住まい」と「生活

」の再建に向けて』に災害復興住宅融資

の制度内容を詳細に掲載した。 

○ （独）都市再生機構と連携し、山形県

が主催する「住家被害認定業務研修」に

おいて、山形県内の地方公共団体職員を

対象に機構の災害復興支援の取組等につ

いて説明した。 

○ 能登半島と同様に半島地域を抱える中

国地方の地域金融機関５機関と情報交換

会を開催し、能登半島地域の被災状況、

災害発生時の機構の対応、大規模災害発

生時の官民の枠を超えた連携の必要性等

について説明するとともに、意見交換を

実施した。 

③ 地震に対する安

全性の向上を図る

ため、耐震改修工

事に対するリフォ

ーム融資を行う。 

④ 地震に対する安

全性の向上を図る

ため、耐震改修工

事に対するリフォ

ーム融資を行う。 

（耐震改修リフォーム融資の周知） 

○ 内閣府主催の「令和６年度災害救助法

等担当者全国会議」において、耐震改修

リフォーム融資の制度等について説明し

た。 

○ 山形県主催の「住家被害認定業務研修

」において、耐震改修リフォーム融資の

制度等について説明した。 

○ 大手ハウスメーカーに対して、東京都

の耐震化に関する助成制度を利用した事

例と併せて、耐震改修リフォーム融資の

制度等について周知した。 

○ 国土交通省が主催する「木造住宅耐震

改修促進方策等検討会」に委員として参

加し、耐震改修リフォーム融資の制度等

も掲載した「木造住宅の安全確保方策マ

ニュアル（令和６年８月）」の作成に協

力した。 
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（制度・運用の見直し） 

○ 耐震改修リフォーム融資について、住

宅倒壊による人的被害を軽減させるため

、耐震シェルター設置等工事の費用を融

資対象に追加することを決定した（令和

７年４月実施）。 

 

（耐震改修リフォーム融資の申込受付） 

○ これらの取組の結果、耐震改修リフォ

ームの申込みを14件受け付け、適切に対

応を行った。 

④ 住宅のエネルギ

ー消費性能の向上

を図るため、省エ

ネ改修工事に対す

るリフォーム融資

を行う。 

⑤ 住宅のエネルギ

ー消費性能の向上

を図るため、省エ

ネ改修工事に対す

るリフォーム融資

を行う。 

（グリーンリフォームローンの周知） 

○ グリーンリフォームローンの制度周知

について、次のとおり取り組んだ。 

① 広報・広告の取組 

・ グリーンリフォームローン専用のホ

ームページで制度説明を行ったほか、

住宅関連事業者及び住宅ローン利用予

定者向けに制度内容を周知するための

資料を作成し、住宅関連事業者等と協

力して周知を行った。 

・ 新聞広告、Ｗｅｂバナー広告等を行

うことにより、広く周知を行った。ま

た、「ＬＩＮＥ」を用いてグリーンリ

フォームローンの借入金利を毎月配信

した。 

・ 住宅ローン利用予定者からの照会内

容を踏まえ、物件検査に関する分かり

やすさの向上を目的として、適合証明

検査機関ごとの検査手数料を一覧にま

とめて機構ホームページに掲載した。 

② 金融機関、住宅関連事業者及び地方

公共団体に対する制度周知 

・ 機構支店等において、地場住宅関

連事業者等に対し、グリーンリフォ

ームローンの制度内容等の周知を行

った。 

・ （一社）発砲プラスチック建築技

術協会及び東京土建一般労働組合の

会員向けセミナーにおいて、制度説

明を行った。 
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○ グリーンリフォームローンの電子契約

及びＷｅｂ申込サービスに関する事務手

続がより分かりやすくなるように、Ｗｅ

ｂ版の手引きを金融機関向けに作成した

（令和７年３月）。 

 

（制度・運用の見直し） 

○ 現場検査における遠隔実施による検査

（リモート検査）を導入した（令和６年

４月）。【再掲】 

○ グリーンリフォームローンについて、

足下の工事費高騰や業界団体等からのニ

ーズを踏まえ、融資限度額を 500 万円か

ら 1,000 万円への増額を決定した（令和

７年 10 月実施予定）。 

 

（グリーンリフォームローンの申込受付） 

○ 借入申込書の作成を支援する「借入申

込書作成ページ（申込書作成支援ツール

）」をインターネット上で公開し、借入

申込件数のうち当該ツールを利用した案

件の割合は 26.6％となった。 

○ 住宅ローン利用予定者の物件検査の負

担軽減を図るため、機構と協定を締結し

たリフォーム事業者団体等の会員事業者

がリフォーム工事を実施する場合には、

適合証明検査機関による物件検査に代え

て、リフォーム事業者団体等が工事内容

及び工事実施を確認することができる取

扱いを創設した（令和６年４月）。また

、令和６年度に、次の団体と新たに協定

を締結した。【再掲】 

・ （一社）日本住宅リフォーム産業協          

 会 

・ （一社）ＪＢＮ・全国工務店協会 

○ これらの取組の結果、グリーンリフォ

ームローンの申込みを 67 件受け付け、

適切に対応を行った。 

 

（デジタル化の推進）  

○ グリーンリフォームローンＷｅｂ申込

サービスの利便性を向上させるため、基
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幹システムとの相互自動連携、金銭消費

貸借契約証書自動生成等の機能拡充、審

査事務の一部自動化について、令和７年

４月リリースに向けた対応を進めた。 

○ グリーンリフォームローンＷｅｂ申込

サービスの利用促進のため、操作説明動

画を作成し、グリーンリフォームローン

Ｗｅｂ申込サービス上で公開した。 

⑤ 高齢者がバリア

フリー工事、省エ

ネ改修工事、ヒー

トショック対策工

事又は耐震改修工

事を行う際に住宅

ローンが利用でき

るよう高齢者向け

返済特例制度の周

知を図り、同制度

の活用を促進する

。 

また、住宅確保

要配慮者の居住の

安定の確保を図る

ため、住宅確保要

配慮者向け住宅に

係るリフォーム融

資を行う。 

⑥ 高齢者がバリア

フリー工事、省エ

ネ改修工事、ヒー

トショック対策工

事又は耐震改修工

事を行う際に住宅

ローンが利用でき

るよう高齢者向け

返済特例制度の周

知を図り、同制度

の活用を促進する

。 

また、住宅確保

要配慮者の居住の

安定の確保を図る

ため、住宅確保要

配慮者向け住宅に

係るリフォーム融

資を行う。 

（高齢者向け返済特例制度の周知） 

○ （一財）高齢者住宅財団と共同で作成

した高齢者向け返済特例制度の周知チラ

シを毎月更新の上、機構ホームページに

掲載して周知を行った。 

○ リフォーム融資（高齢者向け返済特例

）の申込みを10件受け付け、申込前のカ

ウンセリングから適切に対応を行った。 

 

（賃貸住宅リフォーム融資（住宅セーフテ

ィネット）の周知） 
○ 令和６年10月に開催された賃貸住宅オ

ーナー向けのイベントにおいて、東京都

住宅政策本部と連携し、賃貸住宅リフォ

ーム融資（住宅セーフティネット）のチ

ラシを配布して周知を行った。  

③ マンションの適

切な維持管理や建

替え・改修の促進

のため、機構がこ

れまで培ってきた

ノウハウを活かし

、地方公共団体、

民間金融機関、マ

ンション管理業界

団体等と連携した

取組を行うととも

に、マンション管

理組合向け債券で

あるマンションす

まい・る債の発行

⑥ マンションの適

切な維持管理や建

替え・改修の促進

のため、機構がこ

れまで培ってきた

ノウハウを活かし

、地方公共団体、

民間金融機関、マ

ンション管理業界

団体等と連携した

取組を行う。 

⑦ マンションの適

切な維持管理や建

替え・改修の促進

のため、機構がこ

れまで培ってきた

ノウハウを活かし

、地方公共団体、

民間金融機関、マ

ンション管理業界

団体等と連携した

取組を行う。 

（マンションの価値向上に資する金融支援

の実施協議会の取組） 

○ 機構が主催する「マンションの価値向

上に資する金融支援の実施協議会」の取

組の一環として、高経年マンションの管

理組合がマンションの将来を見据え性能

向上工事を実施する場合の参考資料とし

て、性能向上工事の留意点及び工夫点を

取りまとめた冊子「性能向上工事を進め

る際の工夫点」の作成及び公表（令和６

年12月）を行うとともに、マンション管

理組合及び区分所有者を対象に開催した

Ｗｅｂセミナーにおいて当該冊子を配布

することにより、マンション管理に関す

る啓発を行った。 
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を通じて修繕積立

金の計画的な積立

てを支援するほか

、マンション共用

部分リフォーム融

資、まちづくり融

資等による建替え

等の支援を行うこ

と。 

（定量目標） 

・中期目標期間中に

おけるマンション

すまい・る債を活

用するマンション

管 理 組 合 数 を

7,200組合以上と

する。（前中期目

標 期 間 実 績 ：

6,966組合） 

 

（地方公共団体等と連携した取組） 

○ 東京都のマンション施策会議に参加し

、機構のマンション関連制度の説明を実

施した。 

○ 機構各支店等において、地方公共団体

（愛知県、山口県、大分県、仙台市、名

古屋市、吹田市、岡山市、倉敷市、福岡

市、杉並区、千代田区、墨田区等）及び

関係団体（マンション管理士会等）主催

のセミナーで機構のマンション関連制度

の説明を実施した。 

○ 国土交通省が主催する「今後のマンシ

ョン政策のあり方に関する検討会」の委

員として機構職員が参加した。 

 

（関連団体等との連携に向けた体制整備） 

○ （一社）日本マンション管理士会連合

会主催「全国マンション管理士合同研修

会」、（一社）建物調査診断受託センタ

ー（ＴＪＣ）主催「マンション改修見え

る化セミナー」、（一社）クリーンコン

サルタント連合会（ＣＣＵ）主催「マン

ションにおける外部管理方式の課題セミ

ナー」、（一社）日本マンション学会関

東支部主催「マンション大規模再生工事

と費用の準備セミナー」等、関係団体の

セミナーに参加し、機構のマンション関

連制度の説明を実施した。  

⑦ マンションすま

い・る債の発行を

通じて修繕積立金

の計画的な積立て

を支援し、中期目

標期間中における

マンションすまい

・る債を活用する

マンション管理組

合数を7,200組合

以上とするととも

に、大規模修繕工

事等に対するマン

⑧ 修繕積立金の計

画的な積立てを支

援するためマンシ

ョンすまい・る債

を発行する。マン

ションすまい・る

債を活用するマン

ション管理組合数

については、918

組合以上で中期目

標に定められてい

る「7,200組合以

上」を達成するが

次のとおり、マンションすまい・る債の

周知等により、定量目標「マンションすま

い・る債を活用するマンション管理組合数

」の達成に尽力した結果、実績値は「２．

主要な経年データ」表記載のとおりとなり

、定量目標を大きく上回った。 

 

（マンションすまい・る債の推進） 

○ 東京都下の主なマンション管理会社を

個別に訪問し、マンションすまい・る債

の募集概要、手続の留意事項、マンショ

ンすまい・る債のＷｅｂ申込サービス（

令和７年１月から利用開始）及びマンシ
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ション共用部分リ

フォーム融資を行

うことで、マンシ

ョンの適切な維持

管理や改修の促進

を図る。 

（定量目標） 

、引き続きマンシ

ョンすまい・る債

の活用を促進し、

1,850組合以上を

目指す。併せて、

マンション共用部

分リフォーム融資

を行うことで、マ

ンションの適切な

維持管理や改修の

促進を図る。 

（定量目標） 

ョン共用部分リフォーム融資について周

知を行うとともに、更なる利用向上に向

けて商品性、手続等に関するニーズをヒ

アリングした。 

○ 過年度において応募が募集期間の後半

に集中している特徴があるマンション管

理会社を改めて訪問し、応募手続に漏れ

がないよう注意喚起を行うとともに、そ

の他の主なマンション管理会社、地方部

のマンション管理会社、（一社）マンシ

ョン管理業協会及び（一社）日本マンシ

ョン管理士会連合会に対しても注意喚起

を行った。 

○ 応募期間終了後は、東京都下の主なマ

ンション管理会社のうちマンションすま

い・る債の利用実績が多い14社に対し、

積立手続における改正事項の説明、積立

手続漏れ防止の注意喚起及び更なる利用

向上に向けたニーズのヒアリングを行っ

た。 

○ マンション管理会社に対し、マンショ

ン管理組合にマンションすまい・る債を

紹介する際のポイントや留意点を説明す

る等、マンション管理会社担当者がマン

ション管理組合に案内や説明ができるよ

う支援した。 

○ マンション管理会社担当者のマンショ

ンすまい・る債及びマンション共用部分

リフォーム融資に対する理解を促進する

ため、勉強会を開催した（11社16回）。

また、勉強会の様子を撮影した動画が勉

強会に参加したマンション管理会社のイ

ントラネットに掲載された。併せて、機

構のマンション管理会社向けハンドブッ

ク・共用部分リフォームとの一体型パン

フレットについてもそのマンション管理

会社のイントラネットに掲載された。 

○ マンションすまい・る債に係る商品説

明と質疑応答を行うマンション管理組合

向けのＷｅｂ説明会を定期的に開催した

（７回、16組合）。 

61/154



 
 

○ 新聞社とのタイアップによるマンショ

ン管理組合向けＷｅｂ説明会を開催し、

マンション管理組合役員及びマンション

管理会社担当者約1,850名が参加した。 

○ （一社）マンション管理業協会本部の

協力を得て、同協会の地方支部研修会に

おいて、機構制度の説明を実施した。 

○ マンションすまい・る債周知のため、

インターネット広告、ＹｏｕＴｕｂｅ広

告及び交通広告を実施した。また、令和

６年度の応募結果等のプレスリリースを

実施した結果、複数のメディアにおいて

記事が掲載された。 

○ マンションすまい・る債のＷｅｂ申込

サービスの開始に向け、マンション管理

会社向け説明会を開催し、29社・400名

超が参加した。 

 

（マンションすまい・る債の活用） 

○ 金利環境の大幅な変化を踏まえ、国債

やＳＢよりも低利な資金調達ができるマ

ンションすまい・る債を生かした資金調

達計画を策定した。これにより、住宅資

金貸付等勘定（住宅資金貸付等業務経理

）においては、マンションすまい・る債

で調達した資金を貸付原資に活用するこ

とで、調達コストの抑制・安定化を図っ

た。 

 

（マンションすまい・る債に関する制度・

運用の見直し） 

○ 適切な管理計画を有するマンションの

普及を促進するため、民間団体の評価制

度において一定水準の評価を取得した場

合は、マンションすまい・る債に利率を

上乗せすることを検討した（令和８年度

募集分以降実施予定）。 

 

（マンション共用部分リフォーム融資の周

知）  

○ （公財）マンション管理センターと連

携し、マンション管理センターのメール
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マガジンにおいてマンション共用部分リ

フォーム融資に係る案内を配信し、広く

周知した。 

○ プレスセミナー等の継続的な情報発信

を行った結果、新聞及び住宅専門誌に機

構のマンション関連制度の記事が記載さ

れた。 

○ マンション政策を推進する地方公共団

体を訪問し、機構のマンション関連制度

を説明し、地方公共団体の施策との連携

を図った。また、地方公共団体等と連携

し、マンション管理組合向けセミナー等

において機構のマンション関連制度の説

明を実施した。 

○ （一社）マンション管理業協会支部、

（一社）マンション管理士会支部等の勉

強会で機構のマンション関連制度の説明

を実施した。 

○ マンション管理組合及び区分所有者を

対象にＷｅｂセミナーを開催し、機構の

マンション関連制度について説明した。

当該セミナーにおけるアンケートの回答

者に対しては、「性能向上工事を進める

際の工夫点」冊子を配付することにより

、マンション管理に関する啓発を行った

。また、朝日新聞に当該セミナーの採録

記事が掲載された。 

 

（マンション共用部分リフォーム融資に関

する制度・運用の見直し） 

○ 借入申込時の負担軽減等のため、機構

の融資要件を満たす総会議案書等のひな

形を作成し、マンション管理組合に配付

した。また、申込時のミスを防ぐための

ポイントをまとめたチラシを作成し、借

入申込前の事前相談時等において配付し

た。 

 

（マンション共用部分リフォーム融資の申

込受付）  

○ これらの取組の結果、マンション共用

部分リフォーム融資（管理組合申込み）
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の申込みを637件受け付け、適切に対応

を行った。 

○ マンション共用部分リフォーム融資

（区分所有者申込み）を４件受け付け、

適切に対応を行った。 

 

（デジタル化の推進） 

○ マンションすまい・る債のＷｅｂ申込

サービスをリリースした（令和７年１月

）。  

⑧ マンションの建

替え等の円滑化を

図るため、関係権

利者の合意形成や

資金計画の策定等

の事業支援を行う

とともに、民間金

融機関では融資が

困難な事業初期段

階等の局面におい

て、マンション建

替え等のプロジェ

クトに対するまち

づくり融資を行う

。 

⑨ マンションの建

替え等の円滑化を

図るため、関係権

利者の合意形成、

資金計画の策定等

に関する初期段階

からの支援を行う

とともに、民間金

融機関では融資が

困難な事業初期段

階等の局面におい

て、マンション建

替え等のプロジェ

クトに対するまち

づくり融資を行う

。 

（マンションの建替え等の円滑化に係る支

援） 

○ 高経年マンションの建替えの促進等の

政策を実現するため、事業の初動期段階

から支援するまちづくり融資（短期事業

資金）及びマンション建替後の高齢者の

再取得資金の調達を支援するまちづくり

融資（高齢者向け返済特例）について、

住宅関連事業者等及び権利者向けに勉強

会を計16回開催し、広く機構の融資メニ

ューを周知した。また、住宅市街地整備

推進協議会全国会議において、協議会会

員に対してまちづくり融資の制度内容及

び活用事例について紹介した。 

 

（制度・運用の見直し） 

○ まちづくり融資について、地方公共団

体による密集市街地改善の取組を支援す

るため、「地方公共団体の計画等で定め

ている密集市街地」及び「地方公共団体

から機構融資での支援要請がある密集市

街地」内にある老朽アパート等の建替え

事業を融資対象に追加することを決定し

た（令和７年４月実施）。 

○ まちづくり融資（長期事業資金）につ

いて、長期優良住宅供給促進のため、長

期優良住宅である場合の金利引下げ幅を

年▲0.2％から年▲0.3％に拡大すること

を決定した（令和７年10月実施予定）。 

○ 子育て配慮賃貸住宅（安全性・防犯性

・遮音性に優れた賃貸住宅）に対するま

ちづくり融資（長期事業資金）について
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、金利引下げの対象とすることを決定し

た（令和７年10月実施予定）。 

○ 建物の区分所有等に関する法律（昭和

37年法律第69号）、マンションの建替え

等の円滑化に関する法律（平成14年法律

第78号）等の改正を受けて、マンション

一棟リノベーションへの融資及び敷地売

却事業に対する融資制度を創設すること

を決定した（令和８年４月実施予定）。 

（まちづくり融資の申込受付） 

○ これらの取組の結果、まちづくり融資

の申込みを次のとおり受け付け、適切に

対応を行った。 

・ まちづくり融資（短期事業資金）10

件 

・ まちづくり融資（高齢者向け返済特

例）109件 

④ 子どもを産み育

てやすく良質な住

宅や高齢者が健康

で安心して暮らせ

る住宅の整備等の

施策の実現に資す

るよう、災害リス

ク等を踏まえた適

切な立地への良質

な住宅ストックの

形成の観点に留意

しつつ、新技術開

発の動向等も踏ま

え、省エネルギー

性能の高い子育て

世帯向け賃貸住宅

融資を行うととも

にサービス付き高

齢者向け賃貸住宅

融資を地域の需要

や医療・介護サー

ビスの提供体制を

踏まえて行うこと

。 

（指標） 

⑨ 子どもを産み育

てやすく良質な住

宅や高齢者が健康

で安心して暮らせ

る住宅の整備等の

施策の実現に資す

るよう、災害リス

ク等を踏まえた適

切な立地への良質

な住宅ストックの

形成の観点に留意

しつつ、新技術開

発の動向等も踏ま

え、省エネルギー

性能の高い子育て

世帯向け賃貸住宅

融資を行うととも

にサービス付き高

齢者向け賃貸住宅

融資を地域の需要

や医療・介護サー

ビスの提供体制を

踏まえて行う。 

（指標：サービス付

き高齢者向け賃貸

⑩ 子どもを産み育

てやすく良質な住

宅や高齢者が健康

で安心して暮らせ

る住宅の整備等の

施策の実現に資す

るよう、災害リス

ク等を踏まえた適

切な立地への良質

な住宅ストックの

形成の観点に留意

しつつ、新技術開

発の動向等も踏ま

え、省エネルギー

性能の高い子育て

世帯向け賃貸住宅

融資を行うととも

に、サービス付き

高齢者向け賃貸住

宅融資を地域の需

要や医療・介護サ

ービスの提供体制

を踏まえて行う。 

（指標：サービス付

き高齢者向け賃貸

（子育て世帯向け省エネ賃貸住宅融資の推

進） 

○ 制度改正事項の周知のため、住宅関連

事業者等のステークホルダーへの訪問、

勉強会等を635件行った。 

○ 子育て配慮賃貸住宅の普及促進を目的

として、住宅関連事業者の商品規格を把

握し、子育て配慮賃貸住宅仕様へのグレ

ードアップを金利引下げ制度と併せて住

宅関連事業者の本社（技術部門）・営業

所のそれぞれに提案することで、複数の

住宅関連事業者において子育て配慮賃貸

住宅に適合した仕様が整備され、普及促

進に繋がった。 

○ 子育てグリーン住宅支援事業と子育て

世帯向け省エネ賃貸住宅融資の利便性向

上のため、物件検査の一部共通化を行う

とともに、大手賃貸事業者に対して子育

てグリーン住宅支援事業の内容と併せて

融資制度の周知を行った。 

○ 良質な賃貸住宅の普及を目指す住宅関

連事業者と連携し、密集市街地の改善に

も寄与する信託を活用した新たな融資ス

キームを構築することにより、賃貸住宅

におけるＺＥＨ及び長期優良住宅の普及
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・サービス付き高齢

者向け賃貸住宅融

資の融資承認件数 

住宅融資の融資承

認件数） 

住宅融資の融資承

認件数） 

等に貢献した。 

○ 令和６年10月に開催された賃貸住宅オ

ーナー向けのイベントにおいて、機構ブ

ースを設置し、子育て世帯向け省エネ賃

貸住宅融資等について個別に制度説明を

実施した。 

 

（制度・運用の見直し） 

○ 子育て配慮賃貸住宅に対する子育て世

帯向け省エネ賃貸住宅融資の金利引下げ

制度を創設した。また、融資対象外とな

る立地制限の対象区域に、災害危険区域

のうち急傾斜地崩壊危険区域又は地すべ

り防止区域を追加した（令和６年10月）

。 

○ 子育て世帯向け省エネ賃貸住宅融資に

ついて、長期優良住宅供給促進のため、

長期優良住宅である場合の金利引下げ幅

を年▲0.2％から年▲0.3％に拡大するこ

とを決定した（令和７年10月実施予定）

。 

 

（子育て世帯向け省エネ賃貸住宅融資の申

込受付） 

○ 上記の取組の結果、子育て世帯向け省

エネ賃貸住宅融資の申込みを671件受け

付け、適切に対応を行った。 

○ 保証機関と調整し、提出書類の簡素化

、着工期限の見直し等の取組により、顧

客利便性の向上を実現した。 

 

（地域の需要等を踏まえたサービス付き高

齢者向け賃貸住宅融資の実施） 

○ 融資物件の運営状況を把握し、経営破

たんや返済不能の防止を図るため、施設

開設から融資完済までの間、事業のモニ

タリングを毎年実施している。 

○ 融資対象外となる立地制限の対象区域

に、災害危険区域のうち急傾斜地崩壊危

険区域又は地すべり防止区域を追加した

（令和６年10月）。 
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（サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資の

融資承認件数） 

○ 上記の取組の結果、指標「サービス付

き高齢者向け賃貸住宅融資の融資承認件

数」は「２．主要な経年データ」表記載

のとおりとなった。 

 

（デジタル化の推進） 

○ 賃貸住宅融資の電子契約サービスをリ

リースした（令和６年４月）。また、Ｗ

ｅｂ申請フォームを令和８年１月にリリ

ースするため、システム開発等を行った

。 

⑤ 証券化支援事業

及び住宅資金融通

等事業の対象とな

る住宅ローンの利

用者が死亡した場

合等に相続人に弁

済の負担をさせる

ことのないよう、

団体信用生命保険

業務を的確に行う

こと。 

⑩ 証券化支援事業

及び住宅資金融通

等事業の対象とな

る住宅ローンの利

用者が死亡した場

合等に相続人に弁

済の負担をさせる

ことのないよう、

団体信用生命保険

業務を的確に行う

。 

⑪ 証券化支援事業

及び住宅資金融通

等事業の対象とな

る住宅ローンの利

用者が死亡した場

合等に相続人に弁

済の負担をさせる

ことのないよう、

団体信用生命保険

業務を的確に行う

。 

（団体信用生命保険業務の的確な実施） 

○ 団体信用生命保険加入者に対する加入

継続の取組及び弁済について、次のとお

り的確に実施した。 

① 新型コロナウイルス感染症の影響に

より団体信用生命保険特約料の支払い

が一時的に困難となった住宅ローン利

用者に対して、払込期限の猶予を行っ

た（令和２年３月から令和７年３月ま

でにおける件数（累計）は1,759件）

。また、令和７年10月31日までに当該

猶予を終了する旨機構ホームページで

案内した。 

② 令和６年能登半島地震等の災害によ

り被災した住宅ローン利用者に対して

、団体信用生命保険特約料の払込期限

猶予を実施した。 

③ 保険事故発生に伴う弁済手続を遅滞

なく実施した。 

○ 機構融資取扱金融機関から照会が多い

事項を中心に、各機構支店等の管轄の機

構融資取扱金融機関担当者会議において

団体信用生命保険に係る事務について説

明し、機構融資取扱金融機関において円

滑な事務が実施できるよう取り組んだ。 

 

（制度・運用の見直し） 
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○ お客さまニーズを踏まえたがん団信の

創設等、団体信用生命保険に係る商品性

改善の検討を開始した。 

○ 令和５年度に引き続き、持続的な団体

信用生命保険業務実施のため、令和６年

度決算において、証券化支援勘定等の他

勘定等から保証協会承継業務経理に対し

て負担金を支出する他勘定等費用負担の

実施を決定した。 

 

（デジタル化の推進） 

○ フラット３５Ｗｅｂ申込サービスと団

体信用生命保険Ｗｅｂ申込サービスのデ

ータ連動を実現した（令和６年11月）。 

○ 団体信用生命保険Ｗｅｂ申込サービス

の利用促進のため導入金融機関に対する

操作説明動画を作成し、配付した。 

⑥ 既往債権管理業

務においては、返

済困難者に対する

返済条件の変更等

のきめ細やかな対

応により新規の延

滞発生の抑制を図

るなど、債権管理

・回収を的確かつ

効率的に行うこと

。 

廃止前の住宅金

融公庫法（昭和25

年法律第156号）

等に基づく賃貸住

宅融資については

、借受者等に賃貸

条件の制限を遵守

させるための取組

を継続的に実施す

ること。 

⑪ 既往債権管理業

務においては、返

済困難者に対する

返済条件の変更等

のきめ細やかな対

応により新規の延

滞発生の抑制を図

るなど、債権管理

・回収を的確かつ

効率的に行う。 

⑫ 既往債権管理業

務においては、返

済困難者に対して

積極的にきめ細や

かな返済相談を行

い返済条件の変更

に的確かつ柔軟に

対応する等により

新規の延滞発生の

抑制に努めるとと

もに、長期延滞債

権等については、

担保不動産の任意

売却等により、そ

の削減に取り組む

。 

（個人系直接融資債権に係る管理回収） 

○ きめ細かな返済相談等を通じて返済困

難者の実情を把握した上で、個別に返済

計画の策定等を行い、返済継続につなげ

ることで新規の延滞発生を抑制した。 

○ 中小企業者等に対する金融の円滑化を

図るための臨時措置に関する法律（平成

21年法律第96号）の期限後も、法の趣旨

を踏まえ、丁寧な対応に努めた。 

○ 高齢の返済困難者の住宅維持・生活維

持支援を目的としたリバースモーゲージ

型の返済方法変更（シルバー返済特例）

について、機構職員自らがきめ細かなカ

ウンセリングを行うことにより、的確か

つ柔軟に対応した。 

○ カウンセリングの結果、返済方法変更

等を行っても返済継続が困難である方に

対しては、競売と比較して一般的に債務

圧縮効果の高い任意売却を提案し、生活

再建を支援した。 

○ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響

及びこれに伴う金融庁等の政府要請を踏

まえ、返済期間の延長や一定期間の返済

額の軽減の返済方法変更メニューを用意

したほか、団体信用生命保険特約料につ
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いても払込期限を猶予する等、返済が困

難となった住宅ローン利用者の返済継続

を支援する取組を行った。 

 

（事業系債権に係る管理回収） 

○ 延滞の初期段階から個別債権ごとに実

態の把握に努め、その内容を基に、措置

方針の策定、進捗状況の管理等を行った

。 

○ 自己査定業務の詳細査定対象債権につ

いては、物件状況や返済困難者の財務内

容等を詳細に把握することによって、よ

りきめ細かな対応を実施した。 

○ 中小企業活性化協議会等が関与した事

業再生計画への支援を行うとともに、経

営者保証ガイドライン（平成25年12月経

営者保証に関するガイドライン研究会作

成）に基づく経営者からの債務整理の申

出等に丁寧に対応した。 

⑫ 廃止前の住宅金

融公庫法（昭和25

年法律第 156号）

等に基づく賃貸住

宅融資については

、借受者等に賃貸

条件の制限を遵守

させるための取組

を継続的に実施す

る。 

⑬ 廃止前の住宅金

融公庫法（昭和25

年法律第 156号）

等に基づく賃貸住

宅融資について、

借受者等に賃貸条

件の制限を遵守さ

せるため、借受者

に対する賃貸条件

の周知を行うとと

もに実態調査を実

施し、違反が確認

された場合は、そ

の是正を働きかけ

る等必要な対応を

行う。 

廃止前の住宅金融公庫法（昭和25年法律

第156号）に基づき貸し付けた賃貸住宅融

資に関し、借受者であるオーナーが賃借人

から礼金や一定以上の敷金を受領しない等

の法令上の制限（以下「賃貸条件制限」と

いう。）に違反する状況を会計検査院から

指摘されたことを重く受け止め、次のとお

り是正等の取組を実施した結果、違反が判

明した案件39件全件の是正等の対応を令和

４年度末に完了している。 

 

（借受者に対する賃貸条件制限の周知） 

○ 旧公庫融資借受者あてダイレクトメー

ル発出を行い、同ダイレクトメールに不

動産管理会社向けチラシを同封して借受

者から不動産管理会社に渡してもらうよ

う依頼する等、効果的な周知を行った。 

○ 業界団体（（一社）全国賃貸不動産管

理業協会、（公社）全国宅地建物取引業

協会連合会、（公社）全日本不動産協会

及び（公財）日本賃貸住宅管理協会）に

対し、会員あて賃貸条件制限の周知を依

頼するとともに、業界団体の協力を得て
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、会員事業者向け広報誌への広告掲載及

びメールマガジンの配信を実施した。 

○ 令和３年度に機構ホームページの重要

なお知らせ欄に掲載した賃貸条件制限の

内容について、借受者に対する賃貸条件

制限を継続的に周知する観点から、トッ

プページの重要なお知らせ欄に再掲した

。 

 

（賃貸条件制限違反の実態調査） 

○ 令和６年度の実態調査を適正かつ円滑

に行うことができるよう、調査実施前に

機構支店担当者向け説明会を複数回に分

けて開催し、丁寧に説明した。 

○ 機構本支店間で実態調査に係る情報共

有を行うとともに、随時機構本店が確認

・補足を行う等、機構本支店が連携して

実態調査を行うことができる環境を整備

した。 

○ 令和６年度においては、30件の実態調

査を実施し、違反が判明した場合は、直

ちに借受者又は不動産管理会社に是正を

依頼する等、必要な措置を講じた。 

 

（経営層への報告） 

○ 機構支店等における実態調査の実施状

況のモニタリングを行い、半期ごとに取

組状況をとりまとめ、役員会に報告を行

った。 

なお、当該取組状況は主務省にも報告

を行っている。 

⑦ 勤労者の計画的

な財産形成を促進

するため、財形住

宅融資を的確に行

うこと。 

⑬ 勤労者の計画的

な財産形成を促進

するため、財形住

宅融資を的確に行

う。 

⑭ 勤労者の計画的

な財産形成を促進

するため、財形住

宅融資を的確に行

う。 

（財形住宅融資の実施） 

○ 子育て世帯及び中小企業の勤労者に対

する金利引下げ措置の延長を受け、申込

案内に反映した上で、機構ホームページ

等で周知を行った。 

⑧ 地域における政

策課題の解決に向

けた取組について

、地方公共団体と

より連携を深める

とともに、他府省

⑭ 情報交換、会議

の開催等を通じて

地方公共団体とよ

り連携を深めると

ともに、官公庁、

政府関係機関、地

⑮ 情報交換、会議

の開催等を通じて

地方公共団体とよ

り連携を深めると

ともに、官公庁、

地域金融機関等の

（地方公共団体等のステークホルダーとの

連携・協力強化） 

○ 災害に関する取組 

① 内閣府主催の「令和６年度災害救助

法等担当者全国会議」において、災害

ケースマネジメントへの参画をはじめ
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、政府関係機関、

地域金融機関、住

生活産業を担う民

間事業者、地域住

民の団体、ＮＰＯ

等との連携及び協

力を強化すること

。また、地域にお

ける政策課題の一

つである空家等の

適切な管理及びそ

の活用を促進する

ため、空家等及び

空家等の跡地の活

用の促進に必要な

資金の融通に関す

る情報提供その他

の援助を行うこと

。 

社会経済情勢に

対応した調査研究

を行い、地方公共

団体等のニーズや

要望を踏まえつつ

、制度・運用の見

直し等を行うこと

。 

新型コロナウイ

ルス感染症の拡大

等による経済事情

の変動に対応し、

返済方法の変更等

により、住宅ロー

ン利用者の継続的

な返済を支援する

こと。 

域金融機関、住生

活産業を担う民間

事業者、地域住民

の団体、ＮＰＯ等

との連携及び協力

の強化に努めるこ

とで、地方公共団

体等が行う住生活

に関わる施策分野

における課題解決

に向けた取組を支

援する。 

ステークホルダー

との連携及び協力

の強化に努めるこ

とで、地方公共団

体等が行う住生活

に関わる施策分野

における課題解決

に向けた取組を支

援する。 

とした機構の災害復興支援の取組、災

害復興住宅融資の制度等について説明

した。また、内閣府の依頼を受け、内

閣府が各地方公共団体災害担当部署に

配布する被災者向けリーフレット『「

住まい」と「生活」の再建に向けて』

に災害復興住宅融資の制度内容を詳細

に掲載した。【再掲】 

② 被災者支援における弁護士会と機構

の連携強化を目的に、金沢弁護士会、

富山県弁護士会及び福井県弁護士会向

けに勉強会を開催し、災害復興住宅融

資（高齢者向け返済特例）が高齢者の

住宅再建に有効な制度であること等を

周知した。【再掲】 

③ 新潟市や新潟弁護士会を訪問し、災

害復興住宅融資（高齢者向け返済特例

）に関する情報提供や被災地の状況に

関する確認を行い、連携強化を図った

。【再掲】 

④ （独）都市再生機構と連携し、山形

県が主催する「住家被害認定業務研修

」において、山形県内の地方公共団体

職員を対象に機構の災害復興支援の取

組等について説明した。【再掲】 

⑤ 能登半島と同様に半島地域を抱える

中国地方の地域金融機関５機関と情報

交換会を開催し、能登半島地域の被災

状況、災害発生時の機構の対応、大規

模災害発生時の官民の枠を超えた連携

の必要性等について説明するとともに

、意見交換を実施した。【再掲】 

⑥ 機構が政策研究大学院大学（ＧＲＩ

ＰＳ）に業務委託して実施する地方公

共団体を対象とする短期研修「地域が

抱える住まいとまちづくりの政策課題

に対する金融の活用方法」において、

受講者である地方公共団体の担当者に

対し、機構の災害復興支援の取組、災

害復興住宅融資の制度等について説明

した。 

○ 高経年マンション対応に係る取組 
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① 機構が主催する「マンションの価値

向上に資する金融支援の実施協議会」

の取組の一環として、高経年マンショ

ンの管理組合がマンションの将来を見

据え性能向上工事を実施する場合の参

考資料として、性能向上工事の留意点

及び工夫点を取りまとめた冊子「性能

向上工事を進める際の工夫点」の作成

及び公表（令和６年12月）を行った。

また、マンション管理組合及び区分所

有者を対象に開催したＷｅｂセミナー

において当該冊子を配布することによ

り、マンション管理に関する啓発を行

った。 

② 東京都のマンション施策会議に参加

し、機構のマンション関連制度の説明

を実施した。【再掲】 

③ 機構各支店等において、地方公共団

体（愛知県、山口県、大分県、仙台市

、名古屋市、吹田市、岡山市、倉敷市

、福岡市、杉並区、千代田区、墨田区

等）及び関係団体（マンション管理士

会等）主催のセミナーで機構のマンシ

ョン関連制度の周知を行った。【再掲

】 

④ 国土交通省が主催する「今後のマン

ション政策のあり方に関する検討会」

の委員として機構職員が参加した。【

再掲】 

⑤ （一社）日本マンション管理士会連

合会主催「全国マンション管理士合同

研修会」、（一社）建物調査診断受託

センター（ＴＪＣ）主催「マンション

改修見える化セミナー」、（一社）ク

リーンコンサルタント連合会（ＣＣＵ

）主催「マンションにおける外部管理

方式の課題セミナー」、（一社）日本

マンション学会関東支部主催「マンシ

ョン大規模再生工事と費用の準備セミ

ナー」等、関係団体のセミナーに参加

し、機構のマンション関連制度の説明

を実施した。【再掲】 
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○ 住宅政策課題解決への取組 

・ 子育て配慮賃貸住宅に対する金利引

下げ制度の開始（令和６年10月）に伴

い、少子化対策に取り組む東京都と、

子育て世帯に対して住まいにおける子

育てに配慮した優良な集合住宅を供給

するため、都の「東京こどもすくすく

住宅認定制度」と連携したプロモーシ

ョンを開始した（令和７年２月）。 

⑮ 空家等の適切な

管理及びその活用

を促進するため、

地方公共団体等と

連携し、空家等及

び空家等の跡地の

活用の促進に必要

な資金の融通に関

する情報提供その

他の援助を行う。 

⑯ 空家等の適切な

管理及びその活用

を促進するため、

地方公共団体等と

連携し、空家等及

び空家等の跡地の

活用の促進に必要

な資金の融通に関

する情報提供その

他の援助を行う。 

（空き家関連情報サイトによる情報提供） 

○ 空き家等対策に資する民間金融機関の

住宅ローン商品、地方公共団体の補助制

度等の情報提供を目的として機構が開設

した「空き家関連情報サイト」の運営を

行っている。 

○ 国土交通省が主催する公営住宅等整備

事業担当者会議において、空き家関連情

報サイトを紹介し、利活用の促進を呼び

かけた。 

○ これらの取組の結果、令和６年度末時

点の空き家関連情報サイトにおける情報

掲載機関（団体）数は、次のとおりとな

った。 

・ 住宅ローン商品を掲載する民間金融

機関数：91機関 

・ 補助制度を掲載する地方公共団体数

：264団体 

 

（空家に関する調査業務） 

○ 民間金融機関における空き家等対策に

資する住宅ローンの取扱状況、資金使途

の実態等を把握するため、民間金融機関

の協力を得てアンケート調査を行った。

当該調査の結果をまとめた「住宅ローン

貸出動向調査」は、機構ホームページに

掲載し広く発信した。 

⑯ 社会経済情勢に

対応した調査研究

を行い、地方公共

団体等のニーズや

要望を踏まえつつ

、制度・運用の見

⑰ 社会経済情勢に

対応した調査研究

を行い、地方公共

団体等のニーズや

要望を踏まえつつ

、制度・運用の見

（調査・研究） 

○ 機構融資を含む住宅ローンの利用者及

び利用予定者に対して、インターネット

によるアンケート調査を実施し、住宅ロ

ーンの利用実態や金利タイプのニーズ等

の調査結果を公表した（令和６年４月及
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直し等を行う。 直し等を行う。 び10月）。また、令和６年４月に実施し

た調査の結果を踏まえ、住宅ローン返済

に関する負担感や不安、金利変動リスク

や金利上昇時の対応等について補完調査

を実施し、結果を公表した（令和６年５

月）。 

○ 令和５年度マンション総合調査結果を

基にタワー型マンションの維持管理状況

等について調査研究を実施し、季報「住

宅金融」（2024年冬号）で情報発信を行

った。 

 

（災害復興住宅融資等に関する制度・運用

の見直し） 

○ 令和６年能登半島地震をはじめとする

自然災害からの復旧・復興を支援するた

め、政府出資金の措置により、今後増加

が見込まれる災害復興住宅融資の事業量

に対して必要な財務基盤を強化した。（

令和７年１月）。 

 

（リフォーム融資（耐震改修工事）に関す

る制度・運用の見直し） 

○ 住宅倒壊による人的被害を軽減させる

ため、耐震シェルター設置等工事費用を

融資対象に追加することを決定した（令

和７年４月実施）。【再掲】 

 

（グリーンリフォームローンに関する制度

・運用の見直し） 

○ 足下の工事費高騰等を踏まえ、融資限

度額を500万円から1,000万円へ増額する

ことを決定した（令和７年10月実施予定

）。【再掲】 

 

（マンション共用部分リフォーム融資に関

する制度・運用の見直し） 

○ 借入申込時の負担軽減等のため、機構

の融資要件を満たす総会議案書等のひな

形を作成し、マンション管理組合に配付

した。また、申込時のミスを防ぐための

ポイントをまとめたチラシを作成し、借
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入申込前の事前相談時等において配付し

た。【再掲】 

 

（まちづくり融資に関する制度・運用の見

直し） 

○ まちづくり融資について、地方公共団

体による密集市街地改善の取組を支援す

るため、「地方公共団体の計画等で定め

ている密集市街地」及び「地方公共団体

から機構融資での支援要請がある密集市

街地」内にある老朽アパート等の建替え

事業を融資対象に追加することを決定し

た（令和７年４月実施）。【再掲】 

○ まちづくり融資（長期事業資金）につ

いて、長期優良住宅供給促進のため、長

期優良住宅である場合の金利引下げ幅を

年▲0.2％から年▲0.3％に拡大すること

を決定した（令和７年10月実施予定）。

【再掲】 

○ まちづくり融資（長期事業資金）につ

いて、「子育て配慮賃貸住宅（安全性・

防犯性・遮音性に優れた賃貸住宅）」を

金利引下げの対象とすることを決定した

（令和７年10月実施予定）。【再掲】 

○ 建物の区分所有等に関する法律（昭和

37年法律第69号）、マンションの建替え

等の円滑化に関する法律（平成14年法律

第78号）等の改正を受けて、マンション

一棟リノベーションへの融資及び敷地売

却事業に対する融資制度を創設すること

を決定した（令和８年４月実施予定）。 

 

（子育て世帯向け省エネ賃貸住宅融資に関

する制度・運用の見直し） 

○ 「子育て配慮賃貸住宅（安全性・防犯

性・遮音性に優れた賃貸住宅）」に対す

る子育て世帯向け省エネ賃貸住宅融資の

金利引下げ制度を創設した（令和６年10

月）。 

○ 災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険区

域又は地すべり防止区域において賃貸住

宅の建設をする場合を子育て世帯向け省
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エネ賃貸住宅融資の対象外とした（令和

６年10月）。【再掲】 

○ 子育て世帯向け省エネ賃貸住宅融資に

ついて、長期優良住宅供給促進のため、

長期優良住宅である場合の金利引下げ幅

を年▲0.2％から年▲0.3％に拡大するこ

とを決定した（令和７年10月実施予定）

。【再掲】 

 

（団体信用生命保険業務に関する制度・運

用の見直し） 

○ お客さまニーズを踏まえたがん団信の

創設等、団体信用生命保険に係る商品性

改善の検討を開始した。【再掲】 

○ 令和５年度に引き続き、持続的な団体

信用生命保険業務実施のため、令和６年

度決算において、証券化支援勘定等の他

勘定等から保証協会承継業務経理に対し

て負担金を支出する他勘定等費用負担の

実施を決定した。【再掲】 

 

（その他） 

○ 近時の受託金融機関における経営環境

の変化（デジタル化・非対面化の進展や

店舗の削減等）に対応し、受託金融機関

が機構業務の受託を継続できるよう、災

害復興住宅融資を含む機構直接融資の貸

付手数料の引上げを決定した（改定時期

は令和６年10月）。【再掲】 

⑰ 新型コロナウイ

ルス感染症の拡大

等による経済事情

の変動に対応し、

返済方法の変更等

により、住宅ロー

ン利用者の継続的

な返済を支援する

。 

⑱ 新型コロナウイ

ルス感染症の拡大

等による経済事情

の変動に対応し、

返済方法の変更等

により、住宅ロー

ン利用者の継続的

な返済を支援する

。 

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響を

踏まえた住宅ローン利用者の住宅ローン返

済継続支援） 

○ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響

及びこれに伴う金融庁等の政府要請を踏

まえ、返済期間の延長や一定期間の返済

額の軽減の返済方法変更メニューを用意

したほか、団体信用生命保険特約料につ

いても払込期限を猶予する等、返済が困

難となった住宅ローン利用者の返済継続

を支援する取組を行った。 

○ 上記の取組については、機構ホームペ

ージ等を通じて周知するとともに、機構
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４．その他参考情報 
・令和６年度の住宅資金融通等事業における支出額（決算額）は、定期預金の預入れによる支出が当初想定に比べ増加したこと等の理由により、予算額からの乖離が生じた（予算額に対する決算額の増減

：＋18.6％）。 

 

  

お客さまコールセンター、機構支店等の

窓口において返済が困難となった住宅ロ

ーン利用者の相談に丁寧に対応している

。 

○ この結果、令和２年３月から令和７年

３月までにおける新型コロナウイルス感

染症の影響を理由とする直接融資債権（

事業系を含む）の返済方法変更承認件数

（累計）は10,462件となった（団体信用

生命保険特約料の払込期限猶予は、令和

７年10月に取扱終了予定）。 

○ 令和２年12月１日に開始された新型コ

ロナウイルス感染症の影響で返済が困難

となった方に対する自然災害ガイドライ

ンについて、令和７年３月末時点におけ

る個人系直接融資債権の適用の申出の件

数は89件、うち弁済計画が確定した件数

は14件（いずれも累計）となった。 
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【項目別評定調書】 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

当該項目の重要度、困

難度 
該当なし 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
該当なし 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 
 
２．主要な経年データ 

評価対象となる指標 達成目標 

基準値 

（前中期目標期間 

最終年度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、 

必要な情報 

 

一般管理費（人件費、公租公

課、デジタル化関連経費、業

務運営上の義務的経費（効率

化が困難であると認められる

ものに限る。）及び特殊要因

に基づく経費を除く。） 

（計画値） 中期目標期間の最終年度までに令和２年

度比2.5％以上削減 
－ － － － ▲2.5％  

（実績値） － － ▲0.64％ 1.26％ ▲0.44％ ▲2.59％  

（達成度） 
－ 

－ － － － －  

 

証券化支援業務に係る毎年度

の経費率 
（計画値） 中期目標期間の平均0.15％以下 － － － － 0.15％  

（実績値） 
上段：単年度 
下段：中期目標期

間平均値 

－ 

0.11％ 

（令和２年度） 

0.12％ 

（前中期目標期間）

0.11％ 0.10％ 0.13％ 0.16％  

0.11％ 0.11％ 0.11％ 0.13％  

（達成度） － － － － － －  

 

直接融資業務（既往債権管理

勘定の既融資を除く。）に係

る毎年度の経費率 

（計画値） 中期目標期間の平均0.52％以下 － － － － 0.52％  

（実績値） 
上段：単年度 
下段：中期目標期

間平均値 

－ 

0.34％ 

（令和２年度） 

0.39％ 

（前中期目標期間）

0.34％ 0.35％ 0.36％ 0.43％  

0.34％ 0.35％ 0.35％ 0.37％  

（達成度） － － － － － －  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

（１）業務改善の取

組 

「３．国民に対し

て提供するサービス

その他の業務の質の

向上に関する事項」

に示した目標を達成

１．業務改善の取組 

機構は、「Ⅰ 国

民に対して提供する

サービスその他の業

務の質の向上に関す

る目標を達成するた

めとるべき措置」を

１．業務改善の取組 

機構は、「Ⅰ 国

民に対して提供する

サービスその他の業

務の質の向上に関す

る目標を達成するた

めとるべき措置」を

＜評価の視点＞ 

・ＰＤＣＡサイク

ルによる取組等

を通じて、業務

実績・活動の把

握や成果の向上

に向けた業務の

＜主要な業務実績＞ ＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：次のとおり、ＰＤ

ＣＡサイクルによる取

組等を通じた業務実績

・活動の把握や成果の

向上に向けた業務の改

評定  
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するに当たり、独立

行政法人会計基準（

令和２年３月26日改

訂）を踏まえ、ＰＤ

ＣＡサイクルによる

取組等を通じて、業

務実績・活動の把握

や成果の向上に向け

た業務の改善及び業

務の効率化に取り組

むこと。 

実施するに当たり、

独立行政法人会計基

準（令和２年３月26

日改訂）を踏まえ、

ＰＤＣＡサイクルに

よる取組等を通じて

、業務実績・活動の

把握や成果の向上に

向けた業務の改善及

び業務の効率化に取

り組む。 

実施するに当たり、

独立行政法人会計基

準（令和３年９月21

日改訂）を踏まえ、

ＰＤＣＡサイクルに

よる取組等を通じて

、業務実績・活動の

把握や成果の向上に

向けた業務の改善及

び業務の効率化に取

り組む。 

改善及び業務の

効率化に取組を

行っているか。 

・目標の達成に向

けて事業を実施

するため、適切

な経営資源の配

分に努めている

か。 

・調達等合理化計

画に基づく取組

が着実に実施で

きているか。 

・「独立行政法人

改革等に関する

基本的な方針」

に示された考え

方の下、役職員

の士気を向上さ

せ、より効率的

な業務の実施に

つなげているか

。 

・ＩＴ技術の高度

化に対応し、金

融市場で業務を

行う機関として

必要な水準を確

保したＩＴ基盤

の整備を行って

いるか。 

・デジタル化の計

画的な推進、金

融機関として十

分なセキュリテ

ィ対策を講じた

上での保有デー

タを活用したサ

ービス提供等に

努めているか。 

 

＜評価対象となる

善及び業務の効率化に

向けた取組、適切な経

営資源の配分、調達等

合理化計画に基づく取

組、役職員の士気を向

上させる取組、デジタ

ル化を推進する取組、

機構保有データの活用

したサービス提供等を

実施しており、所期の

目標を達成していると

判断し、「Ｂ」とした

。 

 

○ 評価対象となる指標

である一般管理費（人

件費、公租公課、デジ

タル化関連経費、業務

運営上の義務的経費（

効率化が困難であると

認められるものに限る

。）及び特殊要因に基

づく経費を除く。）並

びに証券化支援業務及

び直接融資業務（既往

債権管理勘定の既融資

を除く。）に係る経費

率については、いずれ

も支出の必要性の精査

等を行い適切な経費の

執行に努めた結果、第

四期中期目標期間にお

ける目標を達成した。 

○ 定性的な取組におい

ても、次のとおり着実

な成果を挙げている。 

① 第四期中期目標達成

に向けた取組を着実に

進捗させるため、令和

５年度・６年度の取組

状況を勘案した組織体

制の強化を図るととも

① 一般管理費（人

件費、公租公課、

デジタル化関連経

費、業務運営上の

義務的経費（効率

化が困難であると

認められるものに

限る。）及び特殊

要因に基づく経費

を除く。）につい

て、令和２年度に

比べ、中期目標期

間の最終年度まで

に 2.5％以上削減

すること。 

① 一般管理費（人

件費、公租公課、

デジタル化関連経

費、業務運営上の

義務的経費（効率

化が困難であると

認められるものに

限る。）及び特殊

要因に基づく経費

を除く。）につい

て、令和２年度に

比べ、中期目標期

間の最終年度まで

に 2.5％以上削減

する。 

① 一般管理費（人

件費、公租公課、

デジタル化関連経

費、業務運営上の

義務的経費（効率

化が困難であると

認められるものに

限る。）及び特殊

要因に基づく経費

を除く。）につい

て、令和２年度に

比べ、中期目標期

間の最終年度まで

に2.5％以上削減

するように業務の

改善及び業務の効

率化に取り組む。 

（一般管理費の削減の取組） 

○ 令和６年度の一般管理費について、第

四期中期目標期間中に必要となる経費の

執行見通しを考慮しつつ、支出実行時の

当該支出に係る調達の必要性、実施内容

、数量等の精査等を徹底した経費の執行

に努めた。  

○ これらの取組の結果、評価対象となる

指標「一般管理費（人件費、公租公課、

デジタル化関連経費、業務運営上の義務

的経費（効率化が困難であると認められ

るものに限る。）及び特殊要因に基づく

経費を除く。）」における令和６年度の

実績値は「２．主要な経年データ」表記

載のとおりとなり、年度計画に定める目

標を達成した。 

② 証券化支援業務

に係る毎年度の経

費率（事務関係費

、債券発行関係費

等の年度合計額の

買い取った住宅ロ

ーン等の年間平均

買取債権等残高に

対する割合をいう

。）について、中

期目標期間の平均

を0.15％以下とす

るように努めるこ

と。 

② 証券化支援業務

に係る毎年度の経

費率（事務関係費

、債券発行関係費

等の年度合計額の

買い取った住宅ロ

ーン等の年間平均

買取債権等残高に

対する割合をいう

。）について、中

期目標期間の平均

を0.15％以下とす

るように努める。 

② 証券化支援業務

に係る毎年度の経

費率（事務関係費

、債券発行関係費

等の年度合計額の

買い取った住宅ロ

ーン等の年間平均

買取債権等残高に

対する割合をいう

。）について、中

期目標期間の平均

を0.15％以下とす

るように努める。 

（証券化支援業務に係る経費率の低減の取

組） 

○ 証券化支援業務に係る経費率について

、支出実行時の当該支出に係る調達の必

要性、実施内容、数量等の精査等を徹底

した経費の執行に努めた。 

○ これらの取組の結果、評価対象となる

指標「証券化支援業務に係る毎年度の経

費率」における令和６年度の実績値は「

２．主要な経年データ」表記載のとおり

となり、年度計画に定める目標を達成し

た。 
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③ 直接融資業務（

既往債権管理勘定

の既融資を除く。

）に係る毎年度の

経費率（事務関係

費、債券発行関係

費等の年度合計額

の融資した住宅ロ

ーンの年間平均貸

出債権残高に対す

る割合をいう。）

について、中期目

標期間の平均を

0.52％以下とする

ように努めること

。 

③ 直接融資業務（

既往債権管理勘定

の既融資を除く。

）に係る毎年度の

経費率（事務関係

費、債券発行関係

費等の年度合計額

の融資した住宅ロ

ーンの年間平均貸

出債権残高に対す

る割合をいう。）

について、中期目

標期間の平均を

0.52％以下とする

ように努める。 

③ 直接融資業務（

既往債権管理勘定

の既融資を除く。

）に係る毎年度の

経費率（事務関係

費、債券発行関係

費等の年度合計額

の融資した住宅ロ

ーンの年間平均貸

出債権残高に対す

る割合をいう。）

について、中期目

標期間の平均を

0.52％以下とする

ように努める。 

指標＞ 

「２．主要な経

年データ」表の

指標等欄記載の

とおり 

（直接融資業務に係る経費率の低減の取組

） 

○ 直接融資業務（既往債権管理勘定の既

融資を除く。）に係る経費率について、

支出実行時の当該支出に係る調達の必要

性、実施内容、数量等の精査等を徹底し

た経費の執行に努めた。 

○ これらの取組の結果、評価対象となる

指標「直接融資業務（既往債権管理勘定

の既融資を除く。）に係る毎年度の経費

率」における令和６年度の実績値は「２

．主要な経年データ」表記載のとおりと

なり、年度計画に定める目標を達成した

。 

に、機構がパーパスと

して掲げる「住まいの

しあわせを、ともにつ

くる。」存在でありつ

づけるための経営基盤

及び業務基盤の強化に

向けた組織体制の整備

を検討した。 

② 政府方針に基づく調

達等合理化計画を策定

し、その計画に基づき

、競争性のない随意契

約は、真にやむを得な

いものに限り契約する

等の取組を行うととも

に、令和５年度の調達

等合理化計画について

、実施状況の自己評価

を行い、契約監視委員

会による点検を受けて

公表した。 

③ 役職員の士気を向上

させ、より効率的な業

務の実施につなげるた

め導入した業績連動型

賞与制度を実施した。 

④ 令和５年度の役職員

の給与水準及びその合

理性・妥当性について

公表した。 

⑤ 副理事長をトップと

する組織横断的なデジ

タル戦略本部において

、国民、事業者等の負

担の軽減・利便性の向

上等に資するデジタル

技術の活用を引き続き

推進するとともに、長

期ビジョン「住宅金融

支援機構 Vision 2035

（２）適切な経営資

源の配分 

「３．国民に対し

て提供するサービス

その他の業務の質の

向上に関する事項」

に示した目標の達成

に向けて事業を実施

するため、より効果

的な組織体制の整備

が行われるよう、適

切な経営資源の配分

に努めること。 

２．適切な経営資源

の配分 

「Ⅰ 国民に対し

て提供するサービス

その他の業務の質の

向上に関する目標を

達成するためとるべ

き措置」を実施する

ため、適切な経営資

源の配分に努め、よ

り効果的な組織体制

の整備を行う。 

２．適切な経営資源

の配分 

「Ⅰ 国民に対し

て提供するサービス

その他の業務の質の

向上に関する目標を

達成するためとるべ

き措置」を実施する

ため、適切な経営資

源の配分に努め、よ

り効果的な組織体制

の整備を行う。 

（効果的な組織体制の整備） 

○ 令和７年度から開始する第五期中期目

標期間において、機構をとりまく環境（

長短金利差の拡大、住宅金融市場におけ

るＤＸの進展、大規模災害への対応等）

に対応しつつ、将来の機構のありたい姿

として策定した「長期ビジョン～住宅金

融支援機構Vision 2035～」の実現に向

けた組織体制の検討を進めている。令和

７年度における主な組織再編の内容は次

のとおり。 

① 機構内外の手続のデジタル化を戦略

的に進める専門部署として「デジタル

戦略部」を新設（令和７年10月） 

② 機構直接融資担当部署等を再編し、

機構直接融資の企画立案等を所管する

「まちづくり融資部」、お客さま相談

対応、機構直接融資の執行等を所管す

る「カスタマーサービス部」を新設（

令和７年10月） 

③ ステークホルダーの負担軽減等、住

宅技術に関する総合的なサポートを行

う部署として「技術総合サポート部」

を新設（令和７年10月） 
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④ 「広域金融機関業務部」及び「広域

法人業務部」を次のとおり再編（令和

７年４月） 

・ 両部のフラット３５推進部門を統

合し「広域営業部」を新設 

・ 両部の債権管理部門を統合し「広

域債権管理業務部」を新設 

」の実現に向けて、第

五期中期計画等の内容

を踏まえた中長期的な

デジタル技術の活用の

方向性を役職員間の共

通認識とするとともに

、機構内外に示す「住

宅金融支援機構デジタ

ル戦略 2035」の概要

を決定した（令和７年

２月）。また、業務効

率化のため生成ＡＩを

導入し、本店所管部署

であるＣＳ・事務管理

部からの生成ＡＩ活用

に関する情報発信に加

え、外部講師による活

用方法に関する講義を

実施する等、職員の積

極的な活用を促した。 

⑥ 効率的かつ効果的な

業務運営を行うために

不断の見直しを行うべ

く、組織として重点的

に取り組むテーマを定

め、全社的にカイゼン

活動を実施した。 

（３）調達方法の見

直し  

独立行政法人にお

ける調達等合理化の

取組の推進について

（平成27年５月25日

総務大臣決定）に基

づく取組を着実に実

施するとともに、そ

の趣旨を踏まえ、契

約等の公正性・透明

性を確保するよう努

めること。 

３．調達方法の見直

し 

独立行政法人にお

ける調達等合理化の

取組の推進について

（平成27年５月25日

総務大臣決定）に基

づく取組を着実に実

施するとともに、そ

の趣旨を踏まえ、契

約等の公正性・透明

性を確保するよう努

める。 

３．調達方法の見直

し 

① 独立行政法人に

おける調達等合理

化の取組の推進に

ついて（平成27年

５月25日総務大臣

決定）に基づき、

調達等合理化計画

を監事及び外部有

識者で構成される

契約監視委員会の

点検を受けた上で

策定・公表する。

また、前年度調達

等合理化計画に関

して、実施状況の

自己評価を行い、

契約監視委員会の

点検を受けた上で

公表する。 

（令和６年度調達等合理化計画の策定） 

○ 令和６年度調達等合理化計画について

、契約監視委員会の点検を受けた上で策

定し、公表を行った。 

 

（令和５年度調達等合理化計画の自己評価

） 

○ 令和５年度調達等合理化計画に係る実

施状況の自己評価を行い、契約監視委員

会の点検を受け、公表を行った。 

② これまで契約監

視委員会で点検を

受けたことがない

類型の競争性のな

い随意契約につい

て、機構内部に設

置する契約審査委

員会において随意

契約によらざるを

得ない理由の事前

点検を行うととも

に、契約後にその

妥当性について契

約監視委員会の点

（競争性のない随意契約に係る公正性・透

明性確保に向けた取組） 

○ 令和６年度調達等合理化計画に基づき

、競争性のない随意契約は、真にやむを

得ないものに限り契約した。 

○ 公正性及び透明性を確保し、合理的な

調達を推進する観点から、これまで契約

監視委員会で点検を受けたことがない類

型の競争性のない随意契約を締結する場

合は、機構内部に設置する契約審査委員

会において随意契約によらざるを得ない

理由の事前点検を行うとともに、契約後

にその妥当性について契約監視委員会の

点検を受けることとしているが、令和６
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検を受ける。 年度は該当がなかった。 

③ 一者応札・応募

となった調達案件

について、入札に

参加しなかった事

業者に対するヒア

リング等を行った

上で改善策を策定

し、その妥当性に

ついて契約監視委

員会の点検を受け

る。 

（一者応札等に係る公正性・透明性確保に

向けた取組） 

○ 一者応札・応募案件について、公告期

間の延長、事業者ヒアリング結果の可能

な範囲での反映等、公正性・透明性を確

保した上で競争性を保つための改善方策

を実施した。 

○ 一者応札・応募案件に係る改善方策に

ついては、契約監視委員会の点検を受け

、機構の取組は妥当である旨の評価を得

た。 

④ 随意契約につい

て、独立行政法人

の随意契約に係る

事務について（平

成26年10月１日総

管査第284号総務

省行政管理局長通

知）に基づき明確

化した随意契約に

よることができる

事由により、公正

性・透明性を確保

しつつ、合理的な

調達を実施する。 

（公正性・透明性を確保した合理的な調達

） 

〇 次のとおり、公正性・透明性を確保し

た合理的な調達のための取組を行った。 

① 予定価格が10万ＳＤＲ以上の調達案

件（新規の競争性のない随意契約につ

いては、10万ＳＤＲ未満の案件を含む

。）は、契約審査委員会において随意

契約の理由の妥当性・参加要件の点検

等を実施した。 

② 市場価格等の情報を幅広く収集し、

適切な予定価格を設定した。 

③ 官公需についての中小企業者の受注

の確保に関する法律（昭和41年法律第

97号）等に基づく諸施策を踏まえた取

組方針等を調達担当部署の職員に周知

した。 

④ 不祥事発生の未然防止の取組として

、官製談合防止に関する周知を職員向

けに行った。 
⑤ 各部署が行う調達手続について、担

当者が手続を正しく理解し適正に対応

できるよう、調達手続に関する担当者

向け説明会を計７回開催した。 
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（４）人件費管理の

適正化 

専門的な金融技術

等、多様な金融サー

ビスを適切に提供す

るために必要な能力

を有する人材を確保

し、定着させ、その

能力を十分に発揮さ

せることが必要であ

ることに鑑み、国家

公務員、民間企業、

他の政策金融機関の

給与水準等を考慮し

つつ独立行政法人改

革等に関する基本的

な方針（平成25年12

月24日閣議決定）に

示された信賞必罰の

考え方の下、法人の

業務実績や役職員の

勤務成績を給与等に

反映することにより

、役職員の士気を向

上させ、より効率的

な業務の実施につな

げること。 

また、国民の理解

と納得が得られるよ

う給与水準及びその

合理性・妥当性を対

外的に公表すること

により、透明性の向

上に努めること。 

４．人件費管理の適

正化 

① 専門的な金融技

術等、多様な金融

サービスを適切に

提供するために必

要な能力を有する

人材を確保し、定

着させ、その能力

を十分に発揮させ

ることが必要であ

ることに鑑み、国

家公務員、民間企

業、他の政策金融

機関の給与水準等

を考慮しつつ独立

行政法人改革等に

関する基本的な方

針（平成25年12月

24日閣議決定）に

示された信賞必罰

の考え方の下、法

人の業務実績や役

職員の勤務成績を

給与等に反映する

ことにより、役職

員の士気を向上さ

せ、より効率的な

業務の実施につな

げる。 

４．人件費管理の適

正化 

① 専門的な金融技

術等、多様な金融

サービスを適切に

提供するために必

要な能力を有する

人材を確保し、定

着させ、その能力

を十分に発揮させ

ることが必要であ

ることに鑑み、国

家公務員、民間企

業、他の政策金融

機関の給与水準等

を考慮しつつ独立

行政法人改革等に

関する基本的な方

針（平成25年12月

24日閣議決定）に

示された信賞必罰

の考え方の下、法

人の業務実績や役

職員の勤務成績を

給与等に反映する

ことにより、役職

員の士気を向上さ

せ、より効率的な

業務の実施につな

げる。 

（業績連動型賞与制度等の実施） 

○ 独立行政法人通則法（平成11年法律第

103号）及び独立行政法人改革等に関す

る基本的な方針（平成25年12月24日閣議

決定）の趣旨を踏まえ、役職員の士気を

向上させ、より効率的な業務の実施につ

なげるため、業績連動型賞与制度及び勤

務成績に応じた勤勉手当の支給を実施し

た。 

② 国民の理解と納

得が得られるよう

給与水準及びその

合理性・妥当性を

対外的に公表する

ことにより、透明

性の向上に努める

。 

② 国民の理解と納

得が得られるよう

給与水準及びその

合理性・妥当性を

対外的に公表する

ことにより、透明

性の向上に努める

。 

（給与水準等の公表） 

○ 令和５年度の役職員の給与水準及びそ

の合理性・妥当性について、機構ホーム

ページで公表を行った。 

 

（５）デジタル化の

推進 

機構、委託機関等

の業務運営の合理化

５．デジタル化の推

進 

機構、委託機関等

の業務運営の合理化

５．デジタル化の推

進 

① ＩＴ技術の高度

化に対応し、金融

（ＩＴ基盤の整備） 

○ ＩＴ基盤の整備を中長期的な情報戦略

である第四期情報体系整備計画に従い、

実行した。 
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及び効率化に資する

ＩＴ基盤の整備を引

き続き図るとともに

、国民・事業者の負

担の軽減・利便性の

向上等を目指した取

組として、デジタル

化を計画的に推進す

ること。また、金融

機関として十分なセ

キュリティ対策を講

じた上で、保有デー

タを活用したサービ

ス提供等に努めるこ

と。 

なお、ＩＴ基盤の

整備に当たっては、

ＩＴ技術の高度化に

対応し、金融市場で

業務を行う機関とし

て必要な水準の確保

に努めること。 

デジタル庁が策定

した「情報システム

の整備及び管理の基

本的な方針」（令和

３年12月24日デジタ

ル大臣決定）に則り

、情報システムの適

切な整備及び管理を

行うこと。 

及び効率化を図るた

め、ＩＴ技術の高度

化に対応し、金融市

場で業務を行う機関

として必要な水準を

確保したＩＴ基盤の

整備を行うとともに

、国民・事業者の負

担の軽減・利便性の

向上等を目指して、

書面・押印・対面手

続の見直しに向けた

デジタル化の計画的

な推進、金融機関と

して十分なセキュリ

ティ対策を講じた上

での保有データを活

用したサービス提供

等に努める。 

デジタル庁が策定

した「情報システム

の整備及び管理の基

本的な方針」（令和

３年12月24日デジタ

ル大臣決定）に則り

、情報システムの適

切な整備及び管理を

行う。 

市場で業務を行う

機関として必要な

水準を確保したＩ

Ｔ基盤の整備を行

うとともに、国民

・事業者の負担の

軽減・利便性の向

上等を図る書面・

押印・対面手続の

見直しに向けたデ

ジタル化を推進す

るための計画等に

基づき、着実に実

施する。 

○ スキャンデータ化された書類等を機構

基幹システム等の顧客データと紐付けし

、アップロード・ダウンロードすること

で共有化できるファイル共有基盤をリリ

ースした（令和６年10月）。 

○ 業務効率化に資する生成ＡＩを活用し

たシステムを構築することを目的とした

ＡＩ活用基盤について、令和７年４月の

リリースに向けてテスト検証等を行った

。 

○ 第五期中期目標期間におけるＩＴ基盤

の整備について、中長期的な情報戦略で

ある第五期情報体系整備計画を策定した

。 

 

（デジタル化の推進） 

○ 副理事長をトップとする組織横断的な

デジタル戦略本部において、国民・事業

者等の負担の軽減・利便性の向上等を目

的としたデジタル技術の活用の推進のた

め、テーマ１（融資手続）・テーマ２（

事務のＩＴ化）・テーマ３（債権管理）

の分科会ごとに、第四期情報体系整備計

画等を前提とする取組方針及び線表に基

づき、要件定義等調達手続やシステム開

発等を進めた。各分科会における取組内

容はデジタル戦略本部全体会で議論する

とともに、役員会へ報告を行った。また

、長期ビジョン「住宅金融支援機構

Vision 2035」の実現に向けて、第五期

中期計画等の内容を踏まえた中長期的な

デジタル技術の活用の方向性を役職員間

の共通認識とするとともに機構内外に示

す「住宅金融支援機構デジタル戦略 

2035」の概要を決定した（令和７年２月

）。 

○ フラット３５取扱金融機関の負担軽減

のため、借入申込情報等から自動で金銭

消費貸借契約証書を作成できるよう基幹

システムの改修を実施した（令和６年10

月）。【再掲】 
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○ 機構が提供する、フラット３５の借入

申込みをインターネット上で受け付ける

フラット３５Ｗｅｂ申込サービスについ

て、導入を希望する15機関に対し操作研

修を実施し、準備が整った２機関が、令

和７年１月６日からお客さま向けにリリ

ースした。【再掲】 

○ フラット３５Ｗｅｂ申込サービスと団

体信用生命保険Ｗｅｂ申込サービスのデ

ータ連動を実現した（令和６年11月）。

【再掲】 

○ 災害復興住宅融資（高齢者向け返済特

例）のＷｅｂ申請フォームを構築するた

め、要件定義、ベンダー調達等を開始し

た。【再掲】 

○ グリーンリフォームローンＷｅｂ申込

サービスの利便性を向上させるため、基

幹システムとの相互自動連携、金銭消費

貸借契約書自動生成等の機能拡充、審査

事務の一部自動化について、令和７年４

月のリリースに向けた対応を進めた。【

再掲】 

○ 賃貸住宅融資の電子契約サービスをリ

リースした（令和６年４月）。また、Ｗ

ｅｂ申請フォームを令和８年１月にリリ

ースするため、システム開発等を行った

。【再掲】 

○ マンション共用部分リフォーム融資の

電子契約及びＷｅｂ申込サービスをリリ

ースした（令和６年４月）。 

○ マンションすまい・る債のＷｅｂ申込

サービスをリリースした（令和７年１月

）。【再掲】 

○ リ・バース６０の借入申込情報等の電

子提供化について、令和７年10月のリリ

ースに向けたシステム開発等を行った。

また、リ・バース６０に係る審査自動化

について、令和８年４月のリリースに向

けたベンダー調達等を行った。 

○ フラット３５の投資目的利用や住宅購

入価格水増し等の不適正な申込みを検知

し、不適正利用防止の審査態勢強化を実
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現するため、ＡＩ審査モデルを導入した

（令和６年10月）。【再掲】 

○ 機構内の会計業務のデジタル化を実施

した（令和６年10月）。 

○ 適合証明検査機関と機構がデータ連係

し、適合証明情報を機構が一元管理する

ためのシステムの開発に向け要件定義の

作成を進めた。 

○ デジタル技術を活用した機構直接融資

の資金交付スキームの多様化について、

実現に向けたニーズ確認、課題の整理及

び対応方法の検討を進めた。 

○ 機構融資の利用者が住宅ローンの借入

金残高の照会、繰上返済シミュレーショ

ン等をインターネットを通じて利用でき

るサービスを提供するシステムである住

･My Noteに、団体信用生命保険への加入

状況の確認機能をリリースした（令和６

年10月）。また、任意の全額繰上償還に

係るＷｅｂ申請フォームをリリースした

（令和７年１月）。 

○ 基幹システムと受託金融機関の自社シ

ステムとのＡＰＩ連携を令和７年９月に

リリースするため、連携を希望する金融

機関との調整、システム開発等を行った

。 

○ 住･My Note と家計簿アプリとのＡＰＩ

連携を令和７年４月にリリースするため

、家計簿アプリの運営会社との調整、シ

ステム開発等を行った。 

○ 住･My Note の二要素認証機能の導入に

伴うお客さまの操作手順の負担軽減を目

的として、機構専用のワンタイムパスワ

ード生成アプリを導入することとし、令

和７年 10 月のリリースに向けた要件定

義等を行った。  

○ 住宅ローン返済中の手続について、住

･My Note を活用したＷｅｂ申請や変更契

約の導入に向けて、業務フローの整流化

及びシステムの仕様について、取扱金融

機関等へ説明を実施した。また、令和７

86/154



 
 

年６月のリリースに向けてシステム開発

等を行った。 

○ 業務効率化のため生成ＡＩを導入し、

本店所管部署である機構ＣＳ・事務管理

部からの生成ＡＩ活用に関する情報発信

に加え、外部講師による活用方法に関す

る講義を実施する等、職員の積極的な活

用を促した。 

② 金融機関として

十分なセキュリテ

ィ対策を講じつつ

、機構が保有する

データを活用した

サービス提供等に

努める。 

（機構が保有するデータを活用したサービ

ス提供等） 

○ 機構が保有するデータを基に作成した

、建物規模、築年数等に応じたマンショ

ンの平均的な大規模修繕工事費用や今後

40年間の修繕積立金負担額等を試算する

ことのできるマンションライフサイクル

シミュレーション～長期修繕ナビ～（以

下「ＭＬＳ」という。）に関して、足下

の物価上昇等の影響をより精緻に反映さ

せる見直しを行った。また、ＭＬＳの活

用促進を目的として地方公共団体が主催

する相談会等で周知を行った。 

○ 内閣府主催の「令和６年度災害救助法

等担当者全国会議」にて災害復興支援の

取組や災害復興住宅融資について説明を

行うとともに、大規模な災害における災

害復興住宅融資の受理件数等のデータ提

供を行った。 

○ 不動産、建設業界、金融業界における

データ活用を目的とし、機構が賛助会員

として加入をしている（一社）不動産建

設データ活用推進協会及び（一社）金融

データ活用推進協会の定例会に参加し、

他機関におけるデータ活用や生成ＡＩの

活用事例について情報収集を行った。 

○ （一社）全国地方銀行協会等と連携し

、フラット３５の受理動向や不適正利用

対応をテーマにした意見交換会を実施し

た。 

○ 内閣府地方創生推進事務局と連携し、

連絡室員会議においてフラット３５地域

連携型の制度概要や地方公共団体との取
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組事例を共有するとともに、フラット３

５利用者調査等のデータ提供を行った。 

○ 住宅ローン市場調査を実施し、調査結

果をプレスリリース、業界紙への寄稿、

講演等により広く提供した。各種調査結

果は政府機関やシンクタンク等の研究機

関、住宅関連事業者、民間金融機関、マ

スメディア等に活用されている。また、

住宅ローン利用者の実態調査等の結果を

用いて、情報発信及び知見獲得を目的に

、政府機関やシンクタンク、民間金融機

関、住宅関連事業者等（計 11 団体）と

幅広く意見交換を行った。 

③ デジタル庁が策

定した「情報シス

テムの整備及び管

理の基本的な方針

」（令和３年12月

24日デジタル大臣

決定）に則り、情

報システムの適切

な整備及び管理を

行う。 

（情報システムの適切な整備及び管理） 

○ デジタル庁策定の「情報システムの整

備及び管理の基本方針」に準拠した第四

期情報体系整備計画に基づき、情報シス

テムの整備・管理を行った。 

○ 上記の方針に加えて、「デジタル・ガ

バメント推進標準ガイドライン」（令和

６年５月31日デジタル社会推進会議幹事

会決定）も踏まえた上で、第五期情報体

系整備計画を策定した。 

○ ＰＭＯ（プロジェクトマネジメントオ

フィス）を設置し、第四期情報体系整備

計画及び関連するデジタル化推進の計画

に基づく開発中プロジェクトの進捗状況

、プロジェクト管理等をモニタリングす

るとともに、潜在リスクへの対策を提言

する等の支援を行った。また、対象プロ

ジェクトの進捗状況等についてＩＴ戦略

委員会及び役員会に報告した。 

６．カイゼン活動の

実施 

機構が効率的かつ

効果的な業務運営を

行うためには、業務

に係る不断の見直し

が欠かせないことを

踏まえ、職員による

自発的なカイゼン活

動を引き続き奨励す

６．カイゼン活動の

実施 

機構が効率的かつ

効果的な業務運営を

行うためには、業務

に係る不断の見直し

が欠かせないことを

踏まえ、職員による

自発的なカイゼン活

動を引き続き奨励す

（カイゼン活動の実施） 

○ 効率的かつ効果的な業務運営を行うた

めに不断の見直しを行うべく、職員のカ

イゼン活動を奨励し、次の取組を実施し

た。 

① 各部署に設置したカイゼン活動リー

ダーとともに活動の推進に取り組んだ

。 

② デジタル化技術を活用したカイゼン

大会を実施することにより、職員に対
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４．その他参考情報 

・特になし 

 

 

る。 る。 して業務のデジタル化の重要性・有用

性を認識させ、取組意識の向上を図っ

た。 

○ 事務ミス防止及び事務効率向上を目的

として、事務プロセスの自動化、情報管

理の向上及び情報共有に有効な情報のデ

ジタル化を推進する取組を奨励した。 

○ カイゼンの好事例を横展開する観点か

ら、次の取組を実施した。 

① 全カイゼン事例を掲載したデータベ

ースの共有 

② カイゼン活動の定期レポートの発行

及び好事例の全社向け周知の実施 

③ カイゼン大会における優秀事例の紹

介及び外部有識者のコメント紹介  
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【項目別評定調書】 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、困

難度 
該当なし 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
該当なし 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 
 

２．主要な経年データ 

評価対象となる指標 

達成目標 基準値 

（前中期目標期間 

最終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積

値等、必要な情報 

定

量

目

標 

証券化支援事業における買取債権残高に対するリスク管理債権の残高

の比率 

（計画値） 
2.2％ 

（令和６年度のみ） 1.54％ 

（令和２年度） 

－ － － 2.2％ 
 

（実績値） － 1.67％ 1.75％ 1.92％ 1.86% 

（達成度） － － － － 118.3% 

既往債権管理業務におけるリスク管理債権 前年度末比

削減率 
（計画値） 

4.3％ 

（令和６年度のみ） 
－ 

－ － － 4.3％ 
 

（実績値） － － － － 16.41% 

（達成度） － － － － 381.6% 

残高  
－ 

5,227.3億円 

（令和２年度） 
4,561.3億円 4,021.7億円 3,511.7億円 2,935.4億円 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

健全な財務内容の

維持に努めるととも

に、住生活基本計画

等で示された機構へ

の政策的な期待・要

請に応えるため、必

要な経営資源を機動

的に投入すること。 

リスク管理を徹底

し、財務上の必要な

措置を講じつつ国庫

納付を適切に行うよ

う努めるとともに、

各業務を効果的かつ

効率的に行い、その

Ⅲ 予算（人件費の

見積りを含む。）、

収支計画及び資金計

画 

健全な財務内容の

維持に努めるととも

に、住生活基本計画

等で示された機構へ

の政策的な期待・要

請に応えるため、必

要な経営資源を機動

的に投入する。 

リスク管理を徹底

し、財務上の必要な

措置を講じつつ国庫

Ⅲ 予算（人件費の

見積りを含む。）、

収支計画及び資金計

画 

健全な財務内容の

維持に努めるととも

に、住生活基本計画

等で示された機構へ

の政策的な期待・要

請に応えるため、必

要な経営資源を機動

的に投入する。 

令和５年度決算に

おいて証券化支援勘

定及び既往債権管理

＜評価の視点＞ 

・健全な財務内容

の維持に努める

とともに、住生

活基本計画等で

示された機構へ

の政策的な期待

・要請に応える

ため、必要な経

営資源を機動的

に投入すること

及び政策実施機

関として求めら

れる業務への有

効活用に努めて

（健全な財務内容の維持） 

○ 令和５年度決算において生じた利益に

ついては、証券化支援勘定及び既往債権

管理勘定について、将来のリスク等に備

えるために必要な額を積み立てた。また

、残余の発生した既往債権管理勘定では

、106億円の国庫納付を行った。 

 

（政策的な期待・要請に対する経営資源の

機動的投入） 

○ 令和７年度から開始する第五期中期目

標期間において、機構をとりまく環境（

長短金利差の拡大、住宅金融市場におけ

るＤＸの進展、大規模災害への対応等）

に対応しつつ、将来の機構のありたい姿

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：次のとおり、健全な

財務内容の維持に努める

とともに、必要な経営資

源の機動的な投入及び政

策実施機関として求めら

れる業務への有効活用、

安定的な資金調達、ＭＢ

Ｓ等の発行方針や決算情

報等の積極的公開、各種

リスクの的確な管理、保

有資産等の見直しを実施

しており、所期の目標を

達成していると判断し、
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結果として利益が生

ずる場合は、その利

益を活用して社会経

済情勢の変化に対応

した業務を試行的に

実施するなど、政策

実施機関として求め

られる業務に有効に

活用すること。 

納付を適切に行うよ

う努めるとともに、

各業務を効果的かつ

効率的に行い、その

結果として利益が生

ずる場合は、その利

益を活用して社会経

済情勢の変化に対応

した業務を試行的に

実施するなど、政策

実施機関として求め

られる業務に有効に

活用する。 

勘定に利益が生じる

場合には、令和６年

度に適切に繰り越し

、残余があれば期限

内に国庫納付を適切

に行う。また、リス

ク管理を徹底すると

ともに、各業務を効

果的かつ効率的に行

い、その結果として

利益が生ずる場合は

、その利益を活用し

て社会経済情勢の変

化に対応した業務を

試行的に実施するな

ど、政策実施機関と

して求められる業務

に有効に活用する。 

いるか。 

・ＭＢＳやＳＢの

発行方針等を積

極的に開示する

とともに、安定

的かつ効率的な

資金調達に努め

ているか。 

・機構の各種リス

クを的確に管理

するとともに、

リスク管理債権

の削減等に努め

ているか。 

・一定の事業等の

まとまりごとに

決算情報等を公

表しているか。 

・保有資産の見直

しについて適切

に取り組んでい

るか。 

 

＜定量目標＞ 
「２．主要な経

年データ」表の

指標等欄記載の

とおり 

として策定した長期ビジョン「住宅金融

支援機構Vision 2035」の実現に向けた

組織体制の検討を進めている。令和７年

度における主な組織再編の内容は次のと

おり。 

① デジタル化を戦略的に進める専門部

署として「デジタル戦略部」を新設（

令和７年10月）【再掲】 

② 機構直接融資担当部署等を再編し、

機構直接融資の企画立案等を所管する

「まちづくり融資部」、お客さま相談

対応、機構直接融資の執行等を所管す

る「カスタマーサービス部」を新設（

令和７年10月）【再掲】 

③ ステークホルダーの負担軽減等、住

宅技術に関する総合的なサポートを行

う部署として「技術総合サポート部」

を新設（令和７年10月）【再掲】 

④ 「広域金融機関業務部」及び「広域

法人業務部」について、次のとおり再

編（令和７年４月）【再掲】 

・ 両部のフラット３５推進部門を統

合し「広域営業部」を新設 

・ 両部の債権管理部門を統合し「広

域債権管理業務部」を新設 

 

（利益の活用） 

○ 令和６年度は、次の項目について新た

に自主財源を活用している。 

① フラット３５地域連携型（子育て支

援）の金利引下げ 

② 子育て配慮賃貸住宅に対する子育て

世帯向け省エネ賃貸住宅融資の金利引

下げ（令和６年10月） 

○ 令和５年度に引き続き、次の項目につ

いて自主財源を活用している。 

① フラット３５リノベ及びフラット３

５地域連携型（空き家等対策に資する

ものを除く。）の金利引下げ 

② フラット３５Ｓ（金利Ｂプラン（新

築住宅））の金利引下げ 

「Ｂ」とした。 

 

○ 評価対象となる指標で

ある「証券化支援事業に

おける買取債権残高に対

するリスク管理債権の残

高の比率」及び「既往債

権管理業務におけるリス

ク管理債権の残高」につ

いては、その低減のため

、延滞中の債務者に対し

て状況確認及び返済方法

変更の提案を行うととも

に、返済の継続が見込め

ない債務者に対して任意

売却の提案を行う等、回

収極大化のための取組を

実施し、令和６年度年度

計画に定める目標を達成

した。 

○ 令和５年度決算におい

て生じた利益については

、証券化支援勘定及び既

往債権管理勘定について

、将来のリスク等に備え

るために必要な額を積み

立てた。また、残余の発

生した既往債権管理勘定

では、106億円の国庫納

付を行った。 

○ 令和７年度から開始す

る第五期中期目標期間に

おいて、機構をとりまく

環境（長短金利差の拡大

、住宅金融市場における

ＤＸの進展、大規模災害

への対応等）に対応しつ

つ、将来の機構のありた

い姿として策定した長期

ビジョン「住宅金融支援

機構 Vision 2035」の実
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③ フラット３５Ｓ（金利Ｂプラン（既

存住宅））の金利引下げ 

④ フラット３５維持保全型の金利引下

げ 

⑤ フラット３５子育てプラスの金利引

下げの一部 

⑥ フラット３５融資率９割超（平成22

～24年度分）の金利引下げ 

⑦ 住宅融資保険勘定における出資金不

足相当額の積立金の活用 

⑧ まちづくり融資（長期事業資金）及

びサービス付き高齢者向け賃貸住宅建

設融資における省エネ性に優れた住宅

（ＺＥＨ又は長期優良住宅）の金利引

下げ 

○ 令和７年度から、「子育て配慮賃貸住

宅（安全性・防犯性・遮音性に優れた賃

貸住宅）」へのまちづくり融資（長期事

業資金）について、自主財源を活用した

金利引下げの対象とすることを決定した

（令和７年10月実施予定）。 

現に向けて機構に期待さ

れる役割・要請に応える

ため、必要な経営資源を

機動的に投入した。 

○ 財務内容の改善の成果

を政策実施機関として求

められる業務への有効活

用に取り組んだ。 

○ ＭＢＳやＳＢの発行方

針等を積極的に開示する

とともに、安定的な資金

調達に取り組んだ。 

○ 一定の事業等のまとま

りごとに決算情報等を公

表した。 

○ 保有資産の必要性を検

討し、保有する支店事務

所の売却手続を実施した

。 

（１）安定的かつ効

率的な資金調達 

投資家への情報発

信を行うとともに、

市場関係者等のニー

ズを踏まえながら、

安定的かつ効率的な

市場からの資金調達

に努めるものとし、

緊急性の高い災害復

興住宅融資等の災害

対応に係る融資以外

は財政融資資金に依

存しないこと。 

１．安定的かつ効率

的な資金調達 

ＭＢＳやＳＢ（一

般担保債券をいう。

）の発行方針及び発

行計画並びにＭＢＳ

の担保となる住宅ロ

ーン債権に係る情報

を積極的に開示する

など投資家への情報

発信を行うとともに

、市場関係者等のニ

ーズを踏まえながら

安定的かつ効率的な

市場からの資金調達

に努め、緊急性の高

い災害復興住宅融資

等の災害対応に係る

融資以外は財政融資

資金に依存しない。 

１．安定的かつ効率

的な資金調達 

ＭＢＳやＳＢ（一

般担保債券をいう。

以下同じ。）の発行

方針及び発行計画、

ＭＢＳの担保となる

住宅ローン債権に係

る情報をホームペー

ジ等で積極的に開示

する等、投資家への

情報発信を行うとと

もに、市場関係者等

のニーズを踏まえな

がら安定的かつ効率

的な市場からの資金

調達に努め、緊急性

の高い災害復興住宅

融資等の災害対応に

係る融資以外は財政

融資資金に依存しな

（投資家への情報発信） 

○ ＭＢＳやＳＢの発行方針及び発行計画

について、ＩＲ活動を活用し、丁寧な情

報発信を行った。 

○ ＭＢＳの担保となる住宅ローン債権に

係る情報について、機構ホームページで

適切に情報提供を行った。 

○ 金利環境の大幅な変化を踏まえ、令和

６年度はＳＢを発行しないこととしたが

、ＳＢの情報提供を希望する投資家に対

して、将来のＳＢ発行再開を見据えてＩ

Ｒ活動を実施した。 

○ ＭＢＳの未償還残高総額の減少による

繰上償還（クリーンアップコール）につ

いて、年２回の繰上償還（４月及び10月

）をマーケットに影響を与えることなく

着実に実施した。また、繰上償還を実施

する予定のＭＢＳについては、事前に機

構ホームページで予定回号等を公表する

とともに、ＩＲ活動においても積極的に

情報発信を行った。 
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い。 ○ 令和６年７月に、令和６年度における

機構の取組並びに令和５年度決算の概要

等に関する「投資家向け説明資料」、「

補足説明付き資料」及び「理事長メッセ

ージ」を公表し、ＭＢＳ等の発行状況、

決算の情報、機構の長期ビジョン等につ

いて投資家に適時適切に発信した。また

、証券会社が主催するＷｅｂセミナーを

通じた合同形式でのＩＲ活動に取り組み

、投資家等に効率的かつ効果的に機構の

情報を提供した。【再掲】 

 

（安定的かつ効率的な資金調達） 

○ 日本銀行によるマイナス金利政策の解

除や政策金利の追加利上げの実施により

、ＭＢＳがベンチマークとする10年国債

金利が段階的に上昇する等、金利変動が

大きい起債環境であったが、証券会社を

通じて投資家需要をきめ細やかに把握し

丁寧な対話に取り組んだことにより、発

行額を上回る投資家需要を獲得し、スプ

レッドのタイト化を実現することができ

た。【再掲】 

○ ＭＢＳ発行額が大幅に増加する月にお

いては、発行額の平準化を戦略的に実施

することにより、スプレッドをワイド化

させることなく、安定的かつ効率的な資

金調達を実現した。【再掲】 

 

（財政融資資金に依存しない資金調達の実

施） 

○ 災害対応に係る融資以外は財政融資資

金に依存することなく安定的に資金を調

達した。 

（２）リスク管理の

徹底 

① 信用リスク、Ａ

ＬＭリスク等を的

確に管理すること

により、民間金融

機関並みのリスク

管理の徹底を図る

２．リスク管理の徹

底 

① 機構内に設置す

るリスク管理委員

会等において、住

宅ローン等の事業

の特性を踏まえて

、機構の各種リス

２．リスク管理の徹

底 

① 機構内に設置す

るリスク管理委員

会等において、住

宅ローン等の事業

の特性を踏まえて

、機構の各種リス

（各種リスクの管理） 

○ 機構全体における信用リスク、市場リ

スク、流動性リスク、運用先等信用リス

ク等を的確に管理するために、機構内に

設置した信用リスク管理委員会、ＡＬＭ

リスク管理委員会等において各リスク管

理のＰＤＣＡを実践した。 
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こと。また、金融

検査マニュアルの

廃止を踏まえ将来

を見据えたリスク

管理に取り組むと

ともに、外部の知

見も活用し、リス

ク管理の高度化に

努めること。 

なお、既往債権

管理勘定において

は、財政融資資金

の償還を着実に行

うため、必要な措

置を講ずること。 

クを的確に管理す

る。 

また、各リスク

を統合的に管理す

るために、網羅的

なリスクの洗出し

、モニタリング指

標の設定等を行う

とともに、これに

基づくモニタリン

グを行い、認識さ

れた課題に適切に

対応する。 

クを的確に管理す

る。 

また、各リスク

を統合的に管理す

るために、網羅的

なリスクの洗出し

、モニタリング指

標の設定等を行う

とともに、これに

基づくモニタリン

グを行い、認識さ

れた課題に適切に

対応する。 

（統合的リスク管理に関するモニタリング

） 

○ 各リスクを総体として捉える統合的リ

スク管理では、統合的リスク管理方針に

基づき、個別リスク管理部署と連携しモ

ニタリングを的確に実施し、役員会には

、オペレーショナルリスクを含め各モニ

タリング指標の状況を毎月報告した。ま

た、フラット３５子育てプラス利用債権

や令和６年能登半島地震における災害復

興住宅融資に係る申込者属性等について

も報告した。 

 

（リスク量の年次モニタリングの実施） 

○ 令和５年度末時点で各ポートフォリオ

が抱えるリスク量を信用リスク、市場リ

スク及びオペレーショナルリスクの別に

計測した上で、これらを統合的に把握し

、各リスク管理委員会及び役員会に報告

した。 

 

（気候変動リスクへの対応） 

○ 物理的リスク※１及び移行リスク※２

に係る機構財務等への影響を計測し、各

リスク管理委員会及び役員会に報告の上

、当該計測の結果を統合報告書等で報告

した。 

※１ 機構が保有する住宅ローン債権に係

る担保物件が、気候変動による洪水の

増加により、被災しき損した場合に機

構が被る損失額 

※２ 低炭素社会への移行に伴う政策や技

術、消費者の嗜好変化等が経済主体に

影響をもたらすリスク（機構では二酸

化炭素排出価格の引上げ（炭素税の導

入）や建築物のＺＥＨ基準の水準への

適合義務化等の政策が導入された場合

の影響を計測） 

 

（足下の市場環境等への対応） 

○ 日本銀行の金融政策変更等による市

場環境の変化及び足下の任意繰上償還

の状況を踏まえ、期限前償還モデル及

び金利モデルの見直しを含む、市場リ

スクの計測に係るパラメータ等を改正

した。 
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② 金融検査マニュ

アルの廃止を踏ま

え将来を見据えた

リスク管理に取り

組むとともに、外

部の知見も活用し

、リスク管理の高

度化に努める。 

② 金融検査マニュ

アルの廃止を踏ま

え将来を見据えた

リスク管理に取り

組むとともに、外

部の知見も活用し

、リスク管理の高

度化に努める。 

（貸倒引当金の引当方法） 

○ 令和５年度決算における貸倒引当金の

引当方法について、会計監査人と協議を

重ねた上で、信用リスク管理委員会で審

議・決定し、役員会に報告した。また、

令和６年度決算に向けて、貸倒引当金の

引当方法の検証を行い、信用リスク管理

委員会に報告した。 

○ 企業会計基準委員会が貸倒引当金の算

定手法を含む「金融資産の減損」に関す

る基準の見直し（ＩＦＲＳ型基準への見

直し）を行っていることを踏まえ、外部

コンサルタントを活用し、機構における

検討課題の洗出し等を目的としたギャッ

プ分析を行った。また、機構における今

後の対応方針等について、会計監査人と

協議した。 

 

（リ・バース６０等に係る将来収支分析） 

○ リ・バース６０及び家賃債務保証保険

について、令和５年度決算において、将

来収支分析を行い、責任準備金の十分性

を検証した。 

③ 信用リスク等に

対応するため、将

来のデフォルト発

生を適正な水準に

抑えるよう与信審

査を的確に行うと

ともに、融資先の

デフォルト率、住

宅ローン債権の回

収率等のモニタリ

ングを行う。 

③ 信用リスク等に

適切に対応するた

め、将来のデフォ

ルト発生を適正な

水準に抑えるよう

与信審査を的確に

行う。また、融資

先のデフォルト率

、住宅ローン債権

の回収率等のモニ

タリング及び信用

リスク等の計量化

手法の充実を図り

つつ、将来の損失

発生見通し、必要

な信用リスクプレ

ミアム又は保険引

受リスクプレミア

ムの水準等を計測

（モニタリングの実施） 

○ 信用リスク等に適切に対応するため的

確な与信審査を実施するとともに、仮承

認案件及び実行案件の信用リスク等に係

るモニタリングを四半期ごとに行い、そ

の結果を信用リスク管理委員会及び役員

会に報告した。 

○ 令和５年度末時点で各ポートフォリオ

が抱えるリスク量を信用リスク、市場リ

スク及びオペレーショナルリスクの別に

計測した上で、これらを統合的に把握し

、各リスク管理委員会及び役員会に報告

した。【再掲】 

 

（信用コスト等の設定等） 

○ 令和６年度の債権属性、モニタリング

結果等を踏まえ、フラット３５（買取型

）、フラット３５（保証型）、住宅融資

保険及び機構融資に係る令和７年度の信
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することにより、

必要に応じ、金利

又は保険料率の見

直しを行う。 

用コスト等を設定し、審査方針を決定し

た。 

○ フラット３５（保証型）において保険

料率区分を見直す金融機関について、足

下のモニタリング結果等を踏まえ、保険

料率を設定し、審査方針を決定した。 

○ 全期間固定金利リバースモーゲージ型

住宅ローンの創設に当たり、リ・バース

６０変動金利タイプの保険引受リスクの

状況等を踏まえ、信用コスト等を設定し

、審査方針を決定した。 

④ ＡＬＭリスクに

ついては、住宅ロ

ーン債権の証券化

を進めること等に

より的確に管理す

る。 

特に、既往債権

管理勘定において

は、財政融資資金

の償還を着実に行

うため、必要な措

置を講ずる。 

④ ＡＬＭリスクに

ついては、住宅ロ

ーン債権の証券化

、多様な年限のＳ

Ｂの組合せによる

調達に加え、資産

及び負債から生じ

るキャッシュフロ

ーの変動に伴う資

金需要と新規の資

金調達を一体的に

管理すること等に

より適切に対応す

る。 

なお、既往債権

管理勘定において

は、財政融資資金

の償還を着実に行

うため、必要に応

じてＳＢ等による

資金の再調達を行

う。 

（ＡＬＭリスクの管理等） 

○ ＡＬＭリスクに対応するため、証券化

支援勘定及び住宅資金貸付等勘定につい

て、ストックの資産及び負債から生ずる

将来キャッシュフローの変動に伴い必要

となる資金と新規の資金調達を一体的に

管理した。また、再調達リスクの縮減に

資する超長期債の年限と規模については

、事業量の減少等に伴う先調達資金の活

用等により、残高ギャップ最小化のみに

とらわれない資金調達計画を策定した。 

○ 既往債権管理勘定については、着実に

全ての財政融資資金の償還を終えた。ま

た、償還計画等を踏まえ資金繰りを見込

んだ結果、資金不足とはならない見通し

であることから、再調達が不要であるこ

とを確認した。 

○ 金利環境の大幅な変化を踏まえ、国債

やＳＢよりも低利な資金調達ができるマ

ンションすまい・る債を生かした資金調

達計画を策定した。これにより、住宅資

金貸付等勘定（住宅資金貸付等業務経理

）においては、マンションすまい・る債

で調達した資金を貸付原資に活用するこ

とで、調達コストの抑制・安定化を図っ

た。【再掲】 

 

（モニタリングの実施） 

○ 資金調達の状況や市場リスク、流動性

リスク、運用先等信用リスクの状況等に

ついて、四半期ごとにモニタリングを行
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い、その結果をＡＬＭリスク管理委員会

及び役員会に報告した。 

⑤ 住宅ローン債権

の回収業務に係る

委託機関の破綻リ

スクに対応する。 

⑤ 住宅ローン債権

の回収業務を新た

に委託しようとす

る場合は、当該委

託しようとする機

関の財務状況、社

会的信用、業務遂

行能力等について

適切な審査を行う

。 

また、委託機関

の経営状況等をモ

ニタリングにより

把握し、必要に応

じて状況を踏まえ

た措置を講じる。

万一委託機関が破

綻した場合には、

当該委託機関が受

託していた業務の

引受けが円滑に行

われるよう、引受

先の選定、移管等

の対応を行う。 

（回収業務の委託に係る適切な審査） 

○ 新たに住宅ローン債権の回収業務を委

託することとなったサービサーの財務状

況等について審査を行い、受託債権回収

会社適合基準等を満たすことを確認した

上で、７機関と債権管理回収業務委託協

定を締結した。 

 

（モニタリングの実施） 

○ 委託機関に対して、破たんの兆候がな

いか等を確認するために経営状況等のモ

ニタリングを行った。 

なお、委託先が破たんする事態は発生

していない。 

② 的確な債権管理

業務を行うことに

より、とりわけ機

構における財務上

の影響が大きい証

券化支援事業及び

既往債権管理業務

においては、その

管理を徹底するこ

と。 

なお、債権管理

業務の実施に当た

っては、新型コロ

ナウイルス感染症

の拡大等による経

済事情の変動やこ

⑥ 新型コロナウイ

ルス感染症の拡大

等による経済事情

の変動やこれらに

関する政府方針等

に十分留意し、債

務者に寄り添った

丁寧な対応を行い

つつ的確に債権管

理業務を行う。ま

た、新型コロナウ

イルス感染症の拡

大等による経済事

情の変動が収束し

、政府方針等の要

請による柔軟な条

⑥ 債務者に寄り添

った丁寧な対応を

行いつつ的確に債

権管理業務を行う

ことにより、特に

証券化支援事業に

おいては、買取債

権残高に対するリ

スク管理債権の残

高の比率を2.2％

以内とするととも

に、既往債権管理

業務においては、

リスク管理債権の

残高を令和５年度

末から4.3％以上

（リスク管理債権の抑制に係る取組） 

○ 延滞中の債務者に対して状況確認及び

返済方法変更の提案を行うとともに、返

済の継続が見込めない債務者に対しては

任意売却の提案を行う等、回収極大化の

ための取組を実施した。 

○ これらの取組の結果、評価対象となる

指標「証券化支援事業における買取債権

残高に対するリスク管理債権の残高の比

率」における令和６年度の実績値は「２

．主要な経年データ」表記載のとおりと

なり、年度計画に定める水準以下を達成

した。また、評価対象となる指標「既往

債権管理業務におけるリスク管理債権の

残高」における令和６年度の実績値は「

２．主要な経年データ」表記載のとおり
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れらに関する政府

方針等に十分留意

し、柔軟に条件変

更を行うなど債務

者に寄り添って丁

寧に対応すること

。また、新型コロ

ナウイルス感染症

の拡大等による経

済事情の変動が収

束し、政府方針等

の要請による柔軟

な条件変更等を行

う必要がないと認

められる場合は、

年度計画において

リスク管理債権に

関する定量目標を

設定し、リスク管

理債権の抑制に努

めること。 

（指標） 

・ 証券化支援事業

における買取債権

残高に対するリス

ク管理債権の残高

の比率 

・ 既往債権管理業

務におけるリスク

管理債権の残高 

件変更等を行う必

要がないと認めら

れる場合は、年度

計画においてリス

ク管理債権に関す

る定量目標を設定

し、リスク管理債

権の抑制に努める

。 

（指標：証券化支援

事業における買取

債権残高に対する

リスク管理債権の

残高の比率／既往

債権管理業務にお

けるリスク管理債

権の残高） 

削減する。 

（定量目標） 

となり、年度計画に定める水準を上回る

削減を達成した。 

⑦ 旧財団法人公庫

住宅融資保証協会

から承継した独立

行政法人福祉医療

機構及び沖縄振興

開発金融公庫が有

する債権の保証を

的確に行うととも

に、保証債務を履

行した後の求償権

の管理回収を行う

。 

⑦ 旧財団法人公庫

住宅融資保証協会

から承継した独立

行政法人福祉医療

機構及び沖縄振興

開発金融公庫が有

する債権の保証を

的確に行うととも

に、保証債務を履

行した後の求償権

の管理回収を行う

。 

（旧保証協会業務の実施） 

○ （独）福祉医療機構及び沖縄振興開発

金融公庫から保証債務履行請求のあった

債権について、その履行を適切に行った

。また、履行後に取得した求償債権につ

いては、債権回収会社への業務委託等に

より回収を図った。 

（３）決算情報・セ

グメント情報の公表 

財務内容等の透明

性を確保し、機構の

活動内容を国民に対

して分かりやすく示

し、理解促進を図る

観点から、一定の事

業等のまとまりごと

に決算情報・セグメ

ント情報を公表する

こと。 

３．決算情報・セグ

メント情報の公表 

財務内容等の透明

性を確保し、機構の

活動内容を国民に対

して分かりやすく示

し、理解促進を図る

観点から、一定の事

業等のまとまりごと

に決算情報・セグメ

ント情報を公表する

。 

３．決算情報・セグ

メント情報の公表 

財務内容等の透明

性を確保し、機構の

活動内容を国民に対

して分かりやすく示

し、理解促進を図る

観点から、一定の事

業等のまとまりごと

に決算情報・セグメ

ント情報を公表する

。 

（決算情報等の公表） 

○ 令和５年度の決算情報を勘定別、一定

の事業等のまとまりごとに機構ホームペ

ージにて公表した。 

○ 令和５年度の決算内容に関して、統合

報告書において分かりやすく公表した。 
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（４）保有資産の見

直し 

保有資産について

は、保有の必要性に

ついて不断の見直し

を行うこと。 

４．保有資産の見直

し 

保有資産について

は、保有の必要性に

ついて不断の見直し

を行う。 

４．保有資産の見直

し 

保有資産について

は、保有の必要性に

ついて不断の見直し

を行う。 

（保有資産の見直し） 

○ 次のとおり保有資産の見直しを進めた

。 

① 機構東北支店旧事務所 

令和６年８月に売却手続を完了した

。 

② 機構北海道支店旧事務所 

令和６年10月に売却手続を完了した

。 

③ 機構近畿支店旧事務所 

令和６年５月まで介護施設整備のた

めの取得要望に関する公募を実施した

が、公募では買受申出がなかったため

、令和７年３月に一般競争入札を実施

し、売却手続を進めた。 

④ 機構中国支店旧事務所 

令和６年11月に処分に関する主務大

臣認可を取得後、令和７年１月に官公

庁施設等のための取得要望に関する公

募を実施し、売却手続を進めた。 

５．予算（人件費の

見積りを含む。）、

収支計画及び資金計

画 

① 予算 

別表１のとおり 

② 収支計画 

別表２のとおり 

③ 資金計画 

別表３のとおり 

５．予算（人件費の

見積りを含む。）、

収支計画及び資金計

画 

① 予算 

別表１のとおり 

② 収支計画 

別表２のとおり 

③ 資金計画 

別表３のとおり 

― 

Ⅳ 短期借入金の限

度額 

（１）短期借入金の

限度額 

15,000億円 

（２）想定される理

由 

① 予見し難い事由

による一時的な資

金の不足に対応す

るための短期借入

金 

Ⅳ 短期借入金の限

度額 

（１）短期借入金の

限度額 

15,000億円 

（２）想定される理

由 

① 予見し難い事由

による一時的な資

金の不足に対応す

るための短期借入

金 

（短期借入金の実績） 

○ 令和６年度において、住宅ローン債権の

買取りに必要な資金等に充てるため、300億

円の短期借入れ及び返済を実施した。 
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② 機構が行う業務

の円滑な実施に資

するための短期借

入金 

② 機構が行う業務

の円滑な実施に資

するための短期借

入金 

Ⅳ－２ 不要財産又

は不要財産となるこ

とが見込まれる財産

がある場合には、当

該財産の処分に関す

る計画 

住宅融資保険等事

業及び住宅資金融通

等事業のうち、通常

予測される範囲を超

える損失に備えるこ

とを目的とする政府

出資金が措置された

業務（独立行政法人

住宅金融支援機構法

（平成17年法律第82

号）第13条第１項第

３号、第６号、第８

号及び第９号並びに

同条第２項第１号及

び第６号の業務）に

関して、当該業務に

おける当該政府出資

金から生じた運用益

については、同一勘

定の国庫補助を受け

ることとされている

事業に充当が可能な

場合又は保険料率引

下げ費用として充当

が可能な場合を除き

、独立行政法人通則

法第46条の２の規定

に基づき、国庫納付

を行う。 

Ⅳ－２ 不要財産又

は不要財産となるこ

とが見込まれる財産

がある場合には、当

該財産の処分に関す

る計画 

住宅融資保険等事

業及び住宅資金融通

等事業のうち、通常

予測される範囲を超

える損失に備えるこ

とを目的とする政府

出資金が措置された

業務（独立行政法人

住宅金融支援機構法

（平成17年法律第82

号）第13条第１項第

３号、第６号、第８

号及び第９号並びに

同条第２項第１号及

び第６号の業務）に

関して、当該業務に

おける当該政府出資

金から生じた運用益

については、同一勘

定の国庫補助を受け

ることとされている

事業に充当が可能な

場合又は保険料率引

下げ費用として充当

が可能な場合を除き

、独立行政法人通則

法第46条の２の規定

に基づき、国庫納付

を行う。 

（国庫納付の実施） 

○ 令和５年度決算で確定した年度計画に

定める政府出資金から生じた運用益につ

いて、住宅融資保険勘定及び住宅資金貸

付等勘定において独立行政法人通則法第

46 条の２の規定に基づき、それぞれ 948

万円及び 125 万円の国庫納付を行った。 

Ⅴ Ⅳ－２に規定す

る財産以外の重要な

財産を譲渡し、又は

Ⅴ Ⅳ－２に規定す

る財産以外の重要な

財産を譲渡し、又は

該当なし。 
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担保に供しようとす

るときは、その計画 

該当なし。 

担保に供しようとす

るときは、その計画 

該当なし。 

Ⅵ 剰余金の使途 

決算において剰余

金が発生したときは

、業務の充実、広報

活動の充実、職員の

研修機会の充実等に

充てる。 

Ⅵ 剰余金の使途 

決算において剰余

金が発生したときは

、業務の充実、広報

活動の充実、職員の

研修機会の充実等に

充てる。 

実績なし。 

 

４．その他参考情報 

・特になし。 
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【項目別評定調書】 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、困

難度 
該当なし 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
該当なし 

注１）重点化の対象としない項目については、法人の業務管理に活用しやすい単位ごとに、複数の項目をまとめて作成することが可能 
 
２．主要な経年データ 

評価対象となる指標 達成目標 
基準値 

（前中期目標期間 

最終年度値等） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、 

必要な情報 

 
 （計画値） － － － － － －  

（実績値） － － － － － －  
（達成度） － － － － － －  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 

Ⅶ その他主務省令

で定める業務運営に

関する事項 

１．施設及び設備に

関する計画 

該当なし。 

Ⅶ その他主務省令

で定める業務運営に

関する事項 

１．施設及び設備に

関する計画 

該当なし。 

＜評価の視点＞ 

・その他業務運

営に関する重

要事項につい

て、掲げられ

た目標達成に

努めているか

。 

 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：次のとおり、中期目

標上指示された事項につ

いて、所期の目標を達成

していると判断し、「Ｂ

」とした。 

 

○ 内部統制に関しては、

外部有識者で構成された

事業運営審議委員会を２

回開催し、機構の取組に

ついて報告を行うととも

に事業運営の妥当性につ

いて審議いただき、当該

審議の概要を機構ホーム

ページに公表した。また

、理事長を委員長とし、

監事を除く全役員等を委

員とする企業価値向上委

員会（内部統制委員会）

を適切に運営し、内部統

評定  

 

 

２．人事に関する計

画 

住生活基本計画等

の政府方針に基づく

施策の実現に貢献し

、社会から期待され

る役割を果たすため

、適正な人員の配置

を行う。 

２．人事に関する計

画 

住生活基本計画等

の政府方針に基づく

施策の実現に貢献し

、社会から期待され

る役割を果たすため

、適正な人員の配置

を行う。 

（適正な人員の配置） 

○ 住生活基本計画等に基づく施策の実現

への貢献並びに第四期中期目標、中期計

画及び年度計画の着実な達成を目指し、

政策実施機能の最大化に向けた対応等の

優先課題を中心に適正な人員の配置を行

った。 

 

３．独立行政法人住

宅金融支援機構法第

18条第１項に規定す

る積立金の使途 

独立行政法人住宅

金融支援機構法第18

条第１項の規定に基

３．独立行政法人住

宅金融支援機構法第

18条第１項に規定す

る積立金の使途 

独立行政法人住宅

金融支援機構法第18

条第１項の規定に基

（積立金の取扱い） 

○ 主務大臣の承認を受けた「前中期目標

期間繰越積立金」については、令和６年

度においては、団体信用生命保険等業務

の運営や第三期中期目標期間までに取得

した固定資産の減価償却に要する費用等

に充てるため、1,075 百万円取り崩した
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づき主務大臣の承認

を受けた積立金は、

同法第13条第１項第

11号に規定する団体

信用生命保険等業務

の運営の使途のほか

、第三期中期目標期

間までに取得した固

定資産の減価償却に

要する費用等に充て

る。 

づき主務大臣の承認

を受けた積立金は、

同法第13条第１項第

11号に規定する団体

信用生命保険等業務

の運営の使途のほか

、第三期中期目標期

間までに取得した固

定資産の減価償却に

要する費用等に充て

る。 

。その結果、令和６年度末の積立金残高

は 321,890 百万円となった。  

 

制の推進と企業価値の向

上について組織横断的に

審議を行った。 

○ 役員会を開催すること

により、業務執行及び組

織管理・運営に関する重

要事項の審議等を適切に

実施している。 

○ コンプライアンスプロ

グラムに基づく職員のコ

ンプライアンス意識向上

に資する取組を着実に実

施するとともに、ＰＤＣ

Ａサイクルに基づく管理

を行うために、四半期ご

とにコンプライアンスプ

ログラムの取組状況をコ

ンプライアンス委員会に

報告する等、コンプライ

アンスの取組を徹底した

。 

○ リスク管理に関しては

、事務リスクＲＣＳＡの

実施等による事務リスク

削減に向けた取組を行っ

た。 

○ 広報・情報公開の推進

については、統合報告書

２０２４を発行し、財務

情報だけでなく非財務情

報についても情報公開を

行う等、積極的な情報公

開を行った。また、社会

における金融教育や金利

動向への関心の高まりを

踏まえ、住宅ローンの金

利タイプを分かりやすく

解説した動画を制作し、

機構公式ＹｏｕＴｕｂｅ

チャンネルにおいてリリ

ースした。 

○ 国内外の人権尊重意識

(1) 内部統制 

内部統制の体制は

、住宅・金融の両市

場で業務を行うため

には不可欠なもので

あることから、理事

長のリーダーシップ

に基づく適切なガバ

ナンスを行うととも

に、内部統制システ

ムの的確な整備及び

監事機能の実効性の

向上に努めること。 

また、過去の不適

正事案を踏まえたコ

ンプライアンスの取

組を徹底すること。 

４．その他中期目標

を達成するために必

要な事項 

（１）内部統制 

① 独立行政法人改

革等に関する基本

的な方針に基づき

機構内部に設置す

る中立的立場の外

部有識者で構成さ

れる第三者委員会

である事業運営審

議委員会において

事業運営の妥当性

を審議するなど、

民間金融機関並み

の内部統制システ

ムを整備するとと

もに、監事機能の

実効性の向上に努

める。 

４．その他中期目標

を達成するために必

要な事項 

（１）内部統制 

① 独立行政法人改

革等に関する基本

的な方針に基づき

機構内部に設置す

る中立的立場の外

部有識者で構成さ

れる第三者委員会

である事業運営審

議委員会において

事業運営の妥当性

を審議するなど、

民間金融機関並み

の内部統制システ

ムを整備し、業務

の適正を確保する

。 

（事業運営審議委員会の開催） 

○ 独立行政法人改革等に関する基本的な

方針（平成25年12月24日閣議決定）に基

づき、中立的立場の外部有識者で構成さ

れる第三者委員会（事業運営審議委員会

）を令和６年度は２回開催し、事業運営

の妥当性を審議し、審議概要を機構ホー

ムページに公表した。 

○ 第22回委員会（令和６年10月15日開催

）では、「令和５年度の決算、業務実績

の概要及び第四期中期目標期間（見込）

の業務実績の概要」について説明を行い

、委員からご意見をいただいた。 

○ 第23回委員会（令和７年３月12日開催

）では、「令和６年度の取組等、第五期

中期目標及び令和７年度予算案等の概要

」について説明を行い、委員からご意見

をいただいた。 

○ 委員からいただいたご意見は、機構の

業務運営の参考とさせていただいている

。 

（統制環境） 

○ 理事長を委員長とし、監事を除く全役

員等を委員とする企業価値向上委員会（

内部統制委員会）を令和６年度は２回開

催した。企業価値向上委員会においては

、内部統制の推進と企業価値の向上を組

織横断的に審議した。 

○ 年度を通じ、理事長自らの言葉による

考えや想いを「理事長メッセージ」等と

して全職員に向けて４回発信した。 
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○ 支店長等会議を２回開催し、全国の各

拠点所属長と経営層の意見交換と組織方

針の伝達の場を設け、経営層の方針を円

滑に浸透させた。 

 

（長期ビジョンの実現に向けた取組） 

○ 令和５年度に策定した将来の機構のあ

りたい姿を示す長期ビジョン「住宅金融

支援機構 Vision 2035」の実現に向け、

第五期中期計画等に長期ビジョンの趣旨

を反映させるとともに、実現に向けた課

題等を整理し、企業価値向上委員会にお

いて報告した。 

の高まりを受け、多様な

人材が活躍できる環境の

実現に向けて全役職員が

改めて意識して取り組ん

でいくため、「独立行政

法人住宅金融支援機構人

権方針」を策定するとと

もに、当該方針を機構ホ

ームページで公開した。

また、人権尊重の取組に

ついて職員の理解を促進

するため、人権方針の考

え方等についてわかりや

すく説明した解説書を作

成し組織内で周知した。 

○ 顧客への対応について

は、機構の商品・制度に

関する情報を提供し、適

切かつ十分な説明を行う

とともに、顧客から寄せ

られた相談や苦情にも丁

寧に対応し、制度・運用

の改善につなげた。 

○ 情報管理に関して、法

人文書及び保有個人情報

の開示請求に対して適切

に対応するとともに、個

人情報等の管理・保護の

徹底のためにｅラーニン

グを活用した職員向けの

研修等を実施した。 

○ 情報セキュリティに関

して、政府機関等のサイ

バーセキュリティ対策の

ための統一基準群を踏ま

え、ソフトウェア・ハー

ドウェア両面での情報セ

キュリティ対策を適切に

推進するとともに、情報

セキュリティリテラシー

の維持・向上を図るため

② 理事長と監事の

定期的な意見交換

を行うとともに、

内部監査及び内部

統制担当部署と監

事の連携を強化し

、監事機能の実効

性の向上を図る。 

（監事機能の実効性の向上） 

○ 監事は、役員会への参加等により、理

事長をはじめとした役員と定期的に意見

交換を実施した。 

○ 内部監査担当部署の監査部は、監査計

画の策定等に向けた意見交換、監査結果

の報告等により、監事との連携を図った

。意見交換等を通じて双方の課題認識の

共有を図り、監事の問題意識や意見を監

査業務の参考とした。 

○ 内部統制担当部署の経営企画部は、業

務実績等に関して必要な都度内容につい

て確認するとともに、業務上の課題につ

いての意見交換等を実施し、監事との連

携を図った。 

② 業務執行及び組

織管理・運営に関

する重要事項につ

いて、役員会を開

催し、審議・報告

する。その結果を

機構内に伝達し、

役職員で情報を共

有する。 

③ 業務執行及び組

織管理・運営に関

する重要事項につ

いて、役員会を開

催し、審議・報告

する。その結果を

機構内に伝達し、

役職員で情報を共

有する。 

（役員会の開催） 

○ 業務執行及び組織管理・運営に関する

重要事項に関して役員会を開催し、審議

等を行った。役員会決定事項等の概要に

ついて、部長会等により所属長間で共有

するとともに、役員会資料を社内掲示板

に掲載（取扱上掲載可能な資料のみ）し

、役職員での情報共有を行った。 

○ 役員会が開催された都度議事録を作成

し、共有した。 

○ ＢＣＰの観点からＷｅｂ会議形式での

役員会を定期的に開催することにより、

感染症拡大時、大規模災害時等における
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即時性及び双方向性を維持した役員会開

催に備えている。 

○ 役員会で出された重要な提言について

は、適切に進捗状況の確認を行った。 

の研修等を実施した。 

○ 機構が業務を委託して

いる金融機関等に対して

、融資審査、顧客説明、

法令順守等に関するモニ

タリングを実施し、必要

な是正措置を講じた。 

○ 人事管理に関しては、

「独立行政法人住宅金融

支援機構人材確保・育成

方針」に基づき、円滑な

業務運営及び実施に必要

な人材の確保、女性活躍

推進、職員の専門能力向

上に資する取組等を実施

した。このうち女性活躍

推進については、管理職

登用が期待される女性職

員の能力向上等を目的と

した外部研修への職員派

遣、こども家庭庁ベビー

シッター利用者支援事業

を活用した補助制度の利

用等の取組を継続したほ

か、世代を問わず育児に

参画し育児について関心

を高め理解を深めること

を目的に、孫、甥・姪等

の育児に参画する場合の

休暇制度（親族育児参画

休暇）を創設する等、全

職員が働きやすい職場づ

くりを行っている。 

○ 経済産業省が創設し日

本健康会議が認定する「

健康経営優良法人制度」

において、「健康経営優

良法人2025（大規模法人

部門）」に認定された。

認定の取得について、機

構ホームページ上に掲載

③ 年度途中におけ

る目標の達成状況

及び予算の執行状

況を確認し、ＰＤ

ＣＡサイクルに基

づく業務改善、予

算再配分等を行い

、限られた資源の

中での事業成果の

向上を図る。 

④ 年度途中におけ

る目標の達成状況

及び予算の執行状

況を確認し、ＰＤ

ＣＡサイクルに基

づく業務改善、予

算再配分等を行い

、限られた資源の

中での事業成果の

向上を図る。 

（適切な予算管理） 

○ 年度計画等の確実な達成を図るため、

四半期ごとに実施状況を点検し、点検結

果を役員会に報告する等、ＰＤＣＡサイ

クルに基づく管理を適切に実施した。 

○ 事務費予算については、支出実行時に

おける調達の必要性、実施内容、数量等

の精査等を徹底し、効率的に経費を執行

するとともに、毎月執行状況を確認した

。 

④ 過去の不適正事

案を踏まえた再発

防止のためのコン

プライアンスの取

組を徹底する。 

⑤ 理事長を委員長

とするコンプライ

アンス委員会にお

いてコンプライア

ンスプログラムを

策定し、当該プロ

グラムに策定され

た取組を的確に実

施する。また、定

期的に取組状況を

点検し、コンプラ

イアンス委員会に

報告するとともに

、職員のコンプラ

イアンス意識の浸

透状況を検証し、

取組方策について

必要な見直しを行

う。 

（コンプライアンスの取組） 

○ 職員のコンプライアンス意識のより一

層の向上、定着等を図るためコンプライ

アンスプログラムを策定し、着実に実施

した。 

○ コンプライアンスプログラムの実施に

当たっては、令和６年５月及び11月を「

コンプライアンス月間」と位置付け、コ

ンプライアンスに関する経営層による職

員向けメッセージの発信、コンプライア

ンスミーティングの実施、テスト形式の

コンプライアンスドリル等の取組を重点

的に行っており、年間を通じては、イン

トラネット上のドリル、ｅラーニング、

外部有識者による講演会の開催等を実施

し、職員のコンプライアンス意識の向上

を図った。 

○ コンプライアンス・法務部による全部

署への実地モニタリング、全職員を対象

としたコンプライアンス意識調査等の実

施を通じて、コンプライアンス意識の定

着状況やコンプライアンス上の課題を確

認した。意識調査では、ほぼ全ての職員

が「コンプライアンスを意識した業務行

動ができている」と回答しており、コン

プライアンス意識が向上・定着している

ことが確認できた。 
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○ コンプライアンス活動推進担当者会議

を開催し、部下とのコミュニケーション

方法等を含むコンプライアンスに関する

最新の情報を提供した（令和６年10月）

。 

○ 外部講師を招き、職場におけるコミュ

ニケーション等をテーマにコンプライア

ンス講演会を開催した（令和６年12月）

。 

○ ＰＤＣＡサイクルに基づく管理を行う

ために、四半期ごとに取組状況を点検し

、コンプライアンスプログラムが着実に

実施されていることを確認した上で、コ

ンプライアンス委員会に報告した。 

し広く周知を行ったほか

、認定取得に係る調査の

結果については今後の施

策検討の参考として活用

している。 

（２）リスク管理 

『独立行政法人の

業務の適正を確保す

るための体制等の整

備』について（平成

26年11月28日総務省

行政管理局長通知）

に基づき、業務方法

書に定めた事項の運

用を確実に実施する

こと。 

また、災害の激甚

化・多頻度化や新型

コロナウイルス感染

症の拡大を踏まえ緊

急時における業務実

施体制やシステム基

盤等の整備を図るこ

と。 

（２）リスク管理 

『独立行政法人の

業務の適正を確保す

るための体制等の整

備』について（平成

26年11月28日総務省

行政管理局長通知）

に基づき、業務方法

書に定めた事項の運

用を確実に実施する

。 

また、災害の激甚

化・多頻度化や新型

コロナウイルス感染

症の拡大を踏まえ緊

急時における業務実

施体制やシステム基

盤等の整備を図る。 

（２）リスク管理 

① 事務リスクＲＣ

ＳＡ（リスク・コ

ントロール・セル

フ・アセスメント

）の実施、事務リ

スクに関する事象

の管理等により事

務リスク削減等の

適切な対応を行う

ことで、事務過誤

や不正の未然防止

に資する事務手続

体制の構築及び適

切な事務の執行に

努める。 

事務リスクが顕

在化した場合は、

被害拡大の防止、

事務関係の調査及

び発生原因の分析

並びに再発防止策

の策定を行う。 

（事務リスクの管理） 

○ 潜在的なリスクの洗出しのため、事務

リスクＲＣＳＡとして、新規業務、過去

に事務ミスが生じた業務等の６業務につ

いて、事務リスク所管部署のＣＳ・事務

管理部と各業務所管部署とのレビューワ

ークショップを実施した。また、過年度

にレビューワークショップを実施した業

務を含めた３業務についてプロセス評価

を実施し、事務プロセス及び事務処理の

実施体制の分析による事務リスクの特定

・評価を行った。さらに、過去に発生し

た重大な事務リスク顕在化事例を踏まえ

、重要度及び影響度の高い業務における

事務リスク顕在化事例の未然防止機能を

、より効率的かつ効果的に発揮するため

、事務リスクＲＣＳＡの見直しを実施し

た。 

○ 事務ミスの未然防止の観点から、次の

取組を実施した。 

① 現場力向上ミーティングにおけるテ

ーマ設定（自部署の事務ミスを振り返

る、情報セキュリティ対策） 

② 階層別研修 

③ 個人情報漏えい等防止に関する全社

注意喚起 

④ パソコン起動時に実施する一問一答

形式のコンプライアンスドリル 
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⑤ 内部自主点検及び全役職員のセルフ

チェック 

○ 事務リスク顕在化事例について、被害

拡大の防止、事務関係の調査及び発生原

因の分析並びに再発防止策の策定を行っ

た。 

② 災害の激甚化・

多頻度化や新型コ

ロナウイルス感染

症の拡大等を踏ま

え緊急時における

業務実施体制やシ

ステム基盤等の整

備に向けた検討を

行う。 

（ＢＣＰに対応した業務実施体制の整備） 

○ 業務実施体制の整備及び災害の激甚化

・多頻度化への対応を目的として、次の

取組を行っている。 

① テレワークによる業務継続を前提と

した業務継続マニュアルの実効性につ

いて確認を行うため、業務継続上の優

先業務を担当する部署を対象に訓練を

実施した。 

② 毎年度実施している安否確認訓練及

びテレワークの利用可否等の確認訓練

を令和６年度も継続的に行うとともに

、自然災害等発生時に公共交通機関等

が不通である場合を想定した徒歩参集

訓練を本支店で実施した。 

③ 安否確認メール発出時における職員

からの報告の迅速化を目的に、グルー

プコミュニケーションサービス「ＬＩ

ＮＥ」と安否確認サービスの連携を役

職員に勧奨した。 

④ 「南海トラフ地震臨時情報」発表時

における機構の対応について、内閣府

「南海トラフ地震の多様な発生形態に

備えた防災対応検討ガイドライン」等

を踏まえ規定するとともに、役職員へ

の周知を行った。 

（３）広報・情報公

開の推進  

機構の業務に対す

る国民の理解を深め

るため、情報発信や

広報活動の一層の充

実に取り組むととも

に、その効果の検証

に努めること。また

、業務の透明性を確

（３）広報・情報公

開の推進 

機構の業務に対す

る国民の理解を深め

るため、情報発信や

広報活動の一層の充

実に取り組むととも

に、その効果の検証

に努める。また、業

務の透明性を確保す

（３）広報・情報公

開の推進 

機構の業務に対す

る国民の理解を深め

るため、情報発信や

広報活動の一層の充

実に取り組むととも

に、その効果の検証

に努める。また、業

務の透明性を確保す

（各種記者発表等） 

○ フラット３５、リ・バース６０及び災

害復興住宅融資の申請状況並びに住宅金

融に関する調査・研究結果のほか、トピ

ック的なものとして、日本郵政グループ

（日本郵政（株）、日本郵便（株）及び

（株）ゆうちょ銀行）との包括協定締結

、「令和５年度【フラット３５】住宅仕

様実態調査」結果等の記者発表を合計33

回実施した。また、令和７年３月にはプ

107/154



 
 

保するため、情報公

開を積極的に推進す

ること。 

るため、情報公開を

積極的に推進する。 

るため、情報公開を

積極的に推進する。 

レスセミナーを開催する等、情報発信の

強化を図った。その結果、機構の発信し

た情報を扱う報道は合計383件となった

。 

 

（統合報告書の発行） 

○ 企業の評価においてＥＳＧ（環境・社

会・ガバナンス）、ＳＤＧ（持続可能な

開発目標）等の非財務情報が重視される

社会情勢を踏まえ、財務・非財務情報を

通じステークホルダーの方々に機構の取

組や提供する価値をより理解いただくた

め、外部コンサルタントの知見も活用し

つつ、統合報告書２０２４を発行した。 

○ 第五期中期目標期間の統合報告書の作

成に向け、委託先の外部コンサルタント

を決定した。 

 

（人権方針の策定） 

○ 国内外の人権尊重意識の高まりを受け

、多様な人材が活躍できる環境の実現に

むけて全役職員が改めて意識して取り組

んでいくため、「独立行政法人住宅金融

支援機構人権方針」を策定するとともに

、当該方針を機構ホームページで公開し

た。また、人権尊重の取組について職員

の理解を促進するため、人権方針の考え

方等についてわかりやすく説明した解説

書を作成し機構内で周知を行った。 

 

（その他広報の取組） 

○ 社会における金融教育や金利動向への

関心の高まりを踏まえ、住宅ローンの金

利タイプを分かりやすく解説した動画を

制作し、機構公式ＹｏｕＴｕｂｅチャン

ネルにおいてリリースした。 

○ 機構ホームページのリニューアルに向

け、新コンテンツ作成の委託先を特定し

、現行ホームページの問題点・課題を踏

まえた検討を進め、改修方針を策定した

。また、当該方針に沿い、導線の整理等

を意識した主要ページのサイト構成を試
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作し、業務所管部署の意見や要望を反映

しながら、改修案を作成した。また、新

たなＣＭＳ運用事業者を決定し、ＣＭＳ

の構築及び改修ページの取込みを実施し

た。 

○ 機構の政策分野ごとの取組や業務内容

等を分かりやすく情報発信するため、季

報「住宅金融」を発行した。また、Ｗｅ

ｂメディアとの連動強化のため、著名人

の巻頭インタビューについて動画コンテ

ンツを作成し、機構ホームページ及び機

構公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに掲載

した。 

○ 広報・広告の実施に当たっては、パー

パス「住まいのしあわせを、ともにつく

る。」を打ち出すことで、機構がステー

クホルダーに提供する価値を広く訴求し

た。 

○ パーパスを浸透させるため、社会人採

用職員研修や入構３年目研修においてパ

ーパスについて考える機会を設定したほ

か、企業価値向上に資する研修として長

期ビジョンとパーパスの目的や重要性を

まとめた上で情報発信を行った。 

○ 「ＬＩＮＥ」の機構公式アカウント登

録者に対する情報発信（フラット３５・

グリーンリフォームローンの最新金利情

報、リ・バース６０の総合案内パンフレ

ットの紹介、季報「住宅金融」の紹介、

ＹｏｕＴｕｂｅ動画の紹介等）を行った

。また、「ＬＩＮＥ」の機構公式アカウ

ント及び「ＹｏｕＴｕｂｅ」の機構公式

チャンネルの登録者増加に向け、季報「

住宅金融」における周知、チラシの作成

、機構支店等におけるキャンペーンの実

施等のプロモーションを行った。 

○ 自然災害による被災者へプッシュ型の

情報発信を行っていく必要性を踏まえ、

「ＬＩＮＥ」を用いた被災者向け情報発

信を行うスキームを構築した（令和６年

10月運用開始）。 
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○ 機構のプレゼンス向上のため、企業広

告を出稿した。 

（４）顧客保護 

顧客からの相談、

苦情等に適切に対応

し、制度・運用の見

直しにつなげるとと

もに、高齢化等社会

経済情勢の変化を踏

まえ、適切に顧客説

明を行うことにより

、顧客保護を徹底す

ること。 

（４）顧客保護 

顧客からの相談、

苦情等に適切に対応

し、制度・運用の見

直しにつなげるとと

もに、高齢化等社会

経済情勢の変化を踏

まえ、適切に顧客説

明を行うことにより

、顧客保護を徹底す

る。 

（４）顧客保護 

顧客からの相談、

苦情等に適切に対応

し、制度・運用の見

直しにつなげるとと

もに、高齢化等社会

経済情勢の変化を踏

まえ、適切に顧客説

明を行うことにより

、顧客保護を徹底す

る。 

（適切な顧客説明及び制度・運用の見直し

） 

○ 顧客から寄せられる相談、苦情等に丁

寧に対応し、適切に顧客説明を実施する

とともに、次のとおり制度・運用の見直

しにつなげた。 

① 機構お客さまコールセンターを含む

機構本支店に寄せられた顧客や住宅関

連事業者等の意見・要望を踏まえ、フ

ラット３５サイト及び機構ホームペー

ジの更新を行った。 

② 機構お客さまコールセンターに寄せ

られた声等を踏まえ、マンションすま

い・る債に関するマンション管理組合

向けＷｅｂ説明会を開催した。 

③ 次の事項について、フラット３５に

おける運用改善を実施した(令和６年10

月)。【再掲】 

・ 諸費用確認方法の合理化 

・ 源泉徴収票による収入の確認方法

の追加 

・ 地役権等が設定されている場合の

抵当権の設定に関する取扱いの見直

し 

・ 越境がある場合の取扱いの見直し 

・ 借入申込書の記載項目の合理化 

④ 機構お客さまコールセンターに寄せ

られた住･My Noteの二要素認証機能（

ワンタイムパスワード）に関する意見

・要望を踏まえ、お客さま向け操作ガ

イドやお客さま向けＱ＆Ａの追加等の

見直しを行った。 

⑤ リ・バース６０初となる総合案内パ

ンフレットを作成し、リ・バース６０

サイトに掲載した。当該パンフレット

は、高齢者がご覧になった際に「見や

すいデザイン」となるよう作成し、機

構が作成するパンフレットとしては初

めて（一社）ユニバーサルコミュニケ

ーションデザイン協会（ＵＣＤＡ）に
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よる認証（ＵＣＤＡが第三者の公正な

審査を経て、ユーザにとって見やすく

配慮されたデザインであると認証する

もの）を取得した。また、ＵＣＤＡが

主催する「ＵＣＤＡアワード２０２４

」において、リ・バース６０総合案内

パンフレットの情報量、レイアウト等

が高齢者に配慮した見やすいデザイン

であるとして高く評価され、「特別賞

」（印刷物カテゴリ・パンフレット部

門）を受賞するとともに、機構のユニ

バーサルコミュニケーションデザイン

活動が高く評価され、「総合賞（ブロ

ンズ）」を受賞した。【再掲】 

⑥ リ・バース６０を利用しやすい環境

整備を目的にリ・バース６０サイトの

更新（リ・バース６０総合案内パンフ

レットへのアクセスボタンの常時表示

、商品概要説明動画をページ上部に移

動等）を行った。【再掲】 

○ フラット３５、リ・バース６０等の機

構融資を利用されたお客さまを対象とし

たアンケートを実施し、回答結果を今後

の制度改善や推進施策の検討等に活用し

た。 

（５）情報管理  

独立行政法人等の

保有する情報の公開

に関する法律（平成

13年法律第 140号）

及び個人情報の保護

に関する法律（平成

15年法律第57号）に

基づき、適切な対応

を行うこと。 

（５）情報管理 

① 独立行政法人等

の保有する情報の

公開に関する法律

（平成13年法律第 

140号）及び個人情

報の保護に関する

法律（平成15年法

律第57号）に基づ

き、適切な対応を

行う。 

（５）情報管理 

① 独立行政法人等

の保有する情報の

公開に関する法律

（平成13年法律第 

140号）、個人情

報の保護に関する

法律（平成15年法

律第57号）及び行

政手続における特

定の個人を識別す

るための番号の利

用等に関する法律

（平成25年法律第

27号）に基づき、

安全管理措置の実

施等個人情報の適

（適切な情報公開対応） 

○ 法人文書開示請求を７件、個人情報開

示請求を22件受理し、いずれも適時適切

に対応している。 

○ 行政機関等匿名加工情報提供制度の運

用に関して、提案の募集の公示等、適切

に対応した。 
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正な管理等を行う

とともに、適正か

つ円滑な情報公開

を行う。 

② 個人情報の取扱

いについては、役

職員に対する研修

や点検を毎年度実

施し、組織内全体

での適切な管理の

徹底を図る。 

② 役職員に対する

研修や点検を実施

することにより、

個人情報の保護に

関する法律、行政

機関等の保有する

個人情報の適切な

管理のための措置

に関する指針等に

基づいた個人情報

の管理・保護を組

織内全体で徹底す

る。 

（個人情報取扱方法の周知徹底） 

○ 個人情報の管理・保護の徹底のために

次の取組を行うことにより、適正な個人

情報の取扱方法の周知徹底を行った。 

① ｅラーニングを活用した全職員向け

の研修 

② 現場力向上ミーティングにおけるテ

ーマ設定（自部署の事務ミスを振り返

る・情報セキュリティ対策） 

③ 支店職員等を対象とした個人情報、

文書管理等の研修 

④ 階層別研修 

⑤ 個人情報漏えい等防止に関する全社

注意喚起 

⑥ マイナンバーの取扱いに関する研修 

⑦ パソコン起動時に実施する一問一答

形式のコンプライアンスドリル 

⑧ 個人情報漏えい防止に関するパソコ

ン起動時の周知  

（６）情報セキュリ

ティ 

内閣サイバーセキ

ュリティセンター（

ＮＩＳＣ）策定の政

府機関等の情報セキ

ュリティ対策のため

の統一基準群に基づ

き、国、関係機関等

と脅威情報を共有し

つつ、外部からの不

正アクセス等に対し

て、ソフト・ハード

ウェア両面での対策

を継続して実施する

こと。 

また、役職員の情

報セキュリティリテ

ラシーの維持・向上

（６）情報セキュリ

ティ 

① 内閣サイバーセ

キュリティセンタ

ー（ＮＩＳＣ）策

定の政府機関等の

情報セキュリティ

対策のための統一

基準群に基づき、

国、関係機関等と

脅威情報を共有し

つつ、外部からの

不正アクセス等に

対して、ソフト・

ハードウェア両面

での対策を継続し

て実施する。 

（６）情報セキュリ

ティ 

① 内閣サイバーセ

キュリティセンタ

ー（ＮＩＳＣ）策

定の政府機関等の

情報セキュリティ

対策のための統一

基準群に基づき、

国、関係機関等と

脅威情報を共有し

つつ、外部からの

不正アクセス等に

対して、ソフト・

ハードウェア両面

での対策を継続し

て実施する。 

（政府機関等のサイバーセキュリティ対策

のための統一基準群に係る対応） 

○ 国及び関係機関からの脅威情報に基づ

き、必要に応じてシステム所管部署及び

委託先事業者への情報共有や調査依頼を

実施した。 

○ 政府機関等のサイバーセキュリティ対

策のための統一基準群を踏まえ、次のと

おり情報セキュリティ確保のための整備

等を行った。 

① 令和５年７月に改正された政府機関

等の情報セキュリティ対策のための統

一基準群を踏まえて内部規定を改正す

るとともに、新ルールの取扱いを全社

的に周知し、新ルールの定着を図った

。 

② 情報システムに対して、情報セキュ

リティアドバイザー等の業務委託事業

者によるセキュリティリスク評価や脆
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を図ること。 弱性診断等を実施し、情報セキュリテ

ィ事故の未然防止を図った。また、セ

キュリティリスク評価や脆弱性診断等

による自己点検を継続実施した。 

 

（第２ＧＳＯＣ対応） 

○ 第２ＧＳＯＣ（独立行政法人等の情報

システムの監視体制）から提供される不

正アクセスに係る脅威情報を機構内で展

開し、情報セキュリティ対策を継続的に

実施した。 

② 役職員に対する

研修を毎年度実施

し、情報セキュリ

ティリテラシーの

維持・向上を図る

。 

② 役職員に対する

研修を毎年度実施

し、情報セキュリ

ティリテラシーの

維持・向上を図る

とともに、自己点

検等の結果を踏ま

え、運用の見直し

を行う。 

（情報セキュリティリテラシーの維持・向

上） 

○ 情報セキュリティリテラシーの維持・

向上を図る観点から次の取組を行った。 

① 全役職員向け情報セキュリティ研修 

② 支店職員等を対象にした個人情報、

文書管理等の研修 

③ 階層別研修 

④ 統一テーマを設定したグループごと

の研修 

⑤ 情報セキュリティ責任者、ＪＨＦ－

ＣＳＩＲＴ構成員等に対する役割に応

じた研修 

⑥ 内部自主点検及び全役職員のセルフ

チェック 

⑦ 全役職員を対象とした標的型攻撃メ

ール訓練 

⑧ ＪＨＦ－ＣＳＩＲＴ構成員のＮＩＳ

Ｃ、情報通信研究機構等による研修の

受講 

⑨ ＪＨＦ－ＣＳＩＲＴ構成員のＮＩＳ

Ｃによる情報セキュリティインシデン

ト対処訓練への参加 

⑩ 情報システムの管理に従事する職員

向け研修 

（７）業務実施体制

の整備 

委託機関等が融資

審査、債権管理、顧

客保護、情報管理・

情報セキュリティ対

（７）業務実施体制

の整備 

① 適切な融資審査

の実行及び職業、

性別、地域等によ

る画一的な融資選

（７）業務実施体制

の整備 

① フラット３５取

扱金融機関におけ

る適切な融資審査

の実行及び職業、

（証券化支援事業に係る業務実施体制の整

備） 

○ フラット３５取扱金融機関における適

切な業務実施体制の整備のため、次のと

おりモニタリング及び是正要請を行った

。 
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策、コンプライアン

ス等の取組を適切に

行うための措置を講

ずること。 

併せて、将来を見

据えた委託機関等を

含む効率的かつ効果

的な業務実施体制の

確保に向けた検討を

進めること。 

別の防止を図るた

め、取扱金融機関

ごとに融資条件を

把握し、融資審査

に関するモニタリ

ング等を行う。 

性別、地域等によ

る画一的融資選別

の防止を図るため

、民間金融機関の

新規参入に当たっ

ては協定書を締結

するとともに、フ

ラット３５取扱金

融機関ごとに融資

条件の把握や融資

審査のモニタリン

グ等を行う。その

結果、当該協定書

や事務処理マニュ

アルの規定違反が

確認された場合は

、是正のために必

要な措置を講ずる

よう求める。 

① 融資審査のモニタリングについて、

書面モニタリングを全機関、実地モニ

タリングを９機関に実施し、不備を検

出した１機関に対して是正要請を行っ

た。 

② 事務手続の業務マニュアル準拠性等

に関するモニタリングについて、実地

モニタリングを７機関に実施し、不備

が検出された３機関に対して是正要請

を行った。また、書面モニタリングを

全機関に実施した結果、不備事項を検

出した２機関に対して是正要請を行っ

た 

③ 顧客説明モニタリングについて、実

地モニタリングを７機関に実施し、不

備は検出されなかった。また、書面モ

ニタリングを全機関に実施した結果、

不備事項を検出した１機関に対して是

正要請を行った。 

④ 本人確認等の事務の委託先の管理体

制に関するモニタリングについて、実

地モニタリングを４機関に実施した結

果、不備は検出されなかった。 

② 委託機関におい

て、関連法令が遵

守され、顧客への

対応が適切になさ

れた上で、管理回

収の最大化が図ら

れていることに関

するモニタリング

等を行う。 

② 委託機関におい

て、関連法令が遵

守され、顧客への

対応が適切になさ

れた上で、管理回

収の最大化が図ら

れていることに関

するモニタリング

等を行う。その結

果、関連法令や事

務処理マニュアル

の規定違反が確認

された場合は、是

正のために必要な

措置を講ずるよう

求める。 

（債権管理回収業務に係る業務実施体制の

整備） 

○ 債権管理回収業務に係る委託業務に関

して、関連法令の遵守状況及び顧客への

対応等の適切性についてモニタリングを

行うため、次の取組を実施した。 

① 受託金融機関38機関に対して実地モ

ニタリングを実施した。不備を検出し

た受託金融機関20機関については是正

要請を行うとともに、管理回収業務の

処理体制に課題等が確認された受託金

融機関３機関に対しては、体制強化等

の要請を行うことにより、管理回収の

最大化が図られるようにした。また、

モニタリングの実施結果及び措置内容

について、機構内部で共有を行った。 

② 全ての受託金融機関に対して書面モ

ニタリングを実施し、不備を検出した

受託金融機関６機関については是正要
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請を行った。また、モニタリング結果

についてとりまとめを行い、不備事項

の発生原因等の情報提供を行った。 

③ 委託業務等に関

して、顧客保護対

策、情報管理に関

する安全管理措置

、情報セキュリテ

ィ対策及びコンプ

ライアンス等の取

組を行わせ、これ

らの対策等が適切

に行われているこ

とに関するモニタ

リング等を行う。 

③ 委託契約等に関

して、顧客保護対

策、情報管理に関

する安全管理措置

、情報セキュリテ

ィ対策及びコンプ

ライアンス等の取

組を行わせ、これ

らの対策等が適切

に行われているこ

とに関するモニタ

リング等を行う。

その結果、機構が

定める対策や事務

処理マニュアルの

規定違反が確認さ

れた場合は、是正

のために必要な措

置を講ずるよう求

める。 

（受託金融機関等に対するモニタリング） 

○ 受託金融機関42機関に対して実地モニ

タリングを実施した。このうち１機関は

情報セキュリティアドバイザーが同行し

た。不備を検出した受託金融機関１機関

については是正要請を行うとともに、各

受託金融機関の実態を踏まえた業務処理

体制の課題等に対しても必要な要請等を

実施した。 

○ 全ての受託金融機関等に対して書面モ

ニタリングを実施し、不備を検出した受

託金融機関等５機関については是正要請

を行った。また、モニタリング結果につ

いてとりまとめを行い、不備事項の発生

原因等の情報提供を行った。 

 

（適合証明技術者に対するモニタリング） 

○ 適合証明業務システムへの入力内容の

日次点検を実施し、疑義がある案件につ

いて書面調査を行った。また、一定の条

件で選定した適合証明技術者に対して書

面調査及び立入調査を実施した。 

○ 不適正事案（現地調査未実施、写真の

使い回し等）の再発防止策として、位置

情報・日時情報の記録された写真データ

の保管等を行う適合証明業務システムの

改修を行った。 

④ 委託業務等に

関して、将来を

見据えた委託機

関等を含む効率

的かつ効果的な

業務実施体制の

確保に向けた検

討を進める。 

④ 委託業務等に関

して、将来を見据

えた委託機関等を

含む効率的かつ効

果的な業務実施体

制の確保に向けた

検討を進める。 

（将来を見据えた委託体制の整備） 

○ 委託業務の返上等を希望する受託金融

機関が生じた場合を想定し、債権管理回

収業務を機構で直接実施するための方策

検討のため、課題を整理した上で関係者

へのヒアリング等を行い、検討を進めた

。 

○ デジタル技術を活用した機構直接融資

に係る資金交付スキームの多様化につい

て、実現に向けたニーズ確認、課題の整

理及び対応方法の検討を進めた。【再掲

】 
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（８）人事管理 

金融機関として求

められる内部統制や

リスク管理を行う必

要があり、証券化支

援事業をはじめとす

る多様な金融サービ

スを適切に実施する

ため、専門的な金融

技術や金融業務に係

る能力を有する人材

のほか、民間金融機

関とのネットワーク

基盤等のＩＴ技術、

住宅の質向上に資す

る技術を有する人材

等を確保・育成する

ための「人材の確保

・育成に関する方針

」を策定すること。 

人材の確保・育成

に当たっては、外部

組織との人材交流、

外部人材の活用等に

努めるとともに、機

構の業務に求められ

る能力・専門性を向

上させるための研修

等を行うこと。 

併せて、多様な人

材を確保するため、

女性活躍や働き方改

革の推進に取り組む

とともに、ライフス

タイルの変化等に対

応した役職員一人ひ

とりが働きやすい職

場づくりを目指し、

テレワーク等を含め

た勤務環境・体制の

整備、育児・介護等

との両立のための支

（８）人事管理 

① 金融機関として

求められる内部統

制やリスク管理を

行う必要があり、

証券化支援事業を

はじめとする多様

な金融サービスを

適切に実施するた

め、外部組織との

人材交流、外部人

材の活用等により

必要な人材を確保

するとともに、機

構の業務に求めら

れる能力・専門性

を向上させるため

の研修等を通じた

人材の育成を行う

。これらに対応し

、戦略的に必要な

人材を確保・育成

するために、「人

材の確保・育成に

関する方針」を策

定する。 

（８）人事管理 

① 金融機関として

求められる内部統

制やリスク管理を

行う必要があり、

証券化支援事業を

はじめとする多様

な金融サービスを

適切に実施するた

め、「人材の確保

・育成に関する方

針」に基づき、外

部組織との人材交

流、外部人材の活

用等により必要な

人材を確保すると

ともに、金融、建

築、ＩＴ等、機構

の業務を行う上で

高度な専門性が求

められる分野及び

マネジメントにつ

いて、ＯＪＴによ

るノウハウの蓄積

、専門研修の実施

、外部組織への研

修派遣、階層別研

修等、職員の能力

・資質・専門性を

向上させるための

研修等を通じた人

材の育成を行う。 

（外部組織との人材交流、外部人材の活用

等） 

○ 円滑な業務遂行を行うため、外部組織

との人事交流を継続した。 

 

（人材の確保） 

○ 円滑な業務の運営及び実施に必要な人

材を確保するため、新卒採用及び社会人

採用を行った。また、新卒採用において

は、職場の雰囲気を感じてもらい社会人

になる不安を解消することで内定辞退を

抑制するため、昼食会や内々定者交流会

等を実施した。 

○ 円滑な業務の運営及び実施に必要な人

材を確保するため、対面型の企業説明会

やオンライン説明会等に参加し、機構業

務について説明を行った。 

○ 職員一人一人がやりがいを持ち、能力

を最大限発揮できる働きやすい職場づく

りへの取組、産休・育休を取得した職員

の声、ワーク・ライフ・バランスの促進

に関する情報等を引き続き機構の採用ホ

ームページや採用パンフレット等に掲載

した。 

○ 機構への理解深化及び志望度向上を図

るため、学生が参加するグループワーク

を充実させた１Ｄａｙ仕事体験を実施し

た。また、就業後のイメージを膨らませ

るため、若手職員が具体的な業務経験を

説明するとともに、機構業務に関する動

画上映をプログラムに盛り込んだ１Ｄａ

ｙ仕事体験（アドバンス編）を実施した

。 

○ 住宅・建築技術分野の職員確保に向け

、当該分野を専攻する学生を対象とした

１Ｄａｙ仕事体験において機構業務につ

いて説明を行った。また、現職の技術系

職員が母校等の学生に対して機構におけ

る技術系業務に関する説明を行った。 

○ 機構業務の専門化・高度化を踏まえ、

住宅金融のプロフェッショナルとなり得

る優れた理解力や判断力を備えた人材を
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援等を行うこと。 確保するため、ダイレクトリクルーティ

ング（企業側が条件を指定・抽出し、直

接スカウトする採用方法）を行った。 

○ 人的資本の活用の観点から機構を退職

した職員を対象とした「アルムナイネッ

トワーク」を構築した。 

 

（人材の育成） 

○ 令和６年度人材育成実施計画に基づき

、機構人材育成期間（入構１～３年目）

に関する研修、昇格時における昇格者研

修等の各種階層別研修を実施し、職員の

能力・資質の向上を図った。 

○ 金融、建築、ＩＴ等、高度な専門性が

求められる分野については、人事配置や

ローテーションに配慮しつつ、ＯＪＴ等

を通じた育成を実施した。また、職員の

専門性の向上を図るため、外部の金融・

証券関連専門講座、国土交通大学校、政

策研究大学院大学短期特別研修等に職員

を派遣した。 

○ デジタル化・ＩＴ関連の人材育成を目

的として、ＡＩ、データ分析等に関する

知識及びスキル向上に資する研修を実施

した。また、知識を有する者向けに、機

械学習モデルの実装等を学ぶ研修を実施

した。 

○ 住宅・建築技術分野の専門能力、考察

力及びプレゼン能力の向上を目的として

、建築・技術レポート提出型研修を実施

した。 

○ 専門性の高い資格取得の促進及び資格

保有者の能力の維持向上に資するため、

専門性の高い資格のうち資格の維持費用

（登録料、更新料、入会手数料、継続講

習料等）を要するものについて、当該維

持費用を自己啓発支援制度の補助対象と

した。 

○ 専門業務分野において高度な専門性に

より機構に貢献することができる職員を

確保・育成するため、意欲、適性等のあ

る職員について、早期に専門人材（専門
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職を含む。）としての認定が可能となる

よう内部規定の改正を行った。 

② 女性活躍や働き

方改革の推進のた

め、女性の積極的

な採用、就業継続

支援、人材の育成

及び職員の理解向

上に取り組むとと

もに、役職員一人

ひとりが働きやす

い職場づくりを目

指し、テレワーク

等を含めた勤務環

境・体制の整備、

育児・介護等との

両立のための支援

等を行う。 

② 女性活躍や働き

方改革の推進のた

め、女性の積極的

な採用、就業継続

支援、人材の育成

及び職員の理解向

上に取り組むとと

もに、役職員一人

ひとりが働きやす

い職場づくりを目

指し、テレワーク

等を含めた勤務環

境・体制の整備、

育児・介護等との

両立のための支援

等を行う。 

（育児・介護等との両立支援） 

○ 育児・介護と仕事の両立支援制度の周

知を行うとともに、男性の育児休業・育

児参加休暇等の取得促進を本人及び上司

に働きかけることにより、育児・介護と

仕事の両立支援を行った。 

○ 仕事と育児の両立に関する不安を解消

する機会として、育児中又は今後育児を

経験する世代の職員を対象として希望者

向けに「仕事と育児の両立支援に関する

交流会」を実施した。 

○ 全職員を対象とするダイバーシティ（

多様性）や機構の両立支援制度について

理解を深めることを目的とした「働きや

すい職場づくりに関する研修」を実施し

た。 

○ ｅラーニングで、ジェンダー・性別に

よらない活躍の場を考えるコースを必須

受講コースとし、全職員が受講した。 

○ 育児短時間勤務の対象となる子につい

て、小学校第３学年の終期に達するまで

の子から小学校を卒業するまでの子に拡

大した。 

○ 世代を問わず育児に参画し育児につい

て関心を高め理解を深めることを目的に

、孫、甥・姪等の育児に参画する場合の

休暇制度（親族育児参画休暇）を創設し

た。 

○ 介護短時間勤務の取得上限期間（３年

間）を撤廃し、常時介護を必要とする状

態があれば上限期間なく利用できるよう

、制度を見直した。 

○ 令和６年度の育児休業実績は次のとお

りとなった。 

・ 男性職員育児休業取得者（目標50％

以上）：88.9％（９名中８名取得（令

和７年３月末時点）） 

・ 女性職員育児休業取得率（目標100%

）：100％（６名中６名取得（令和７年

３月末時点）） 
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・ 男性の育児参加のための休暇等５日

以上取得率（目標：90%以上）：100％

（13名中13名取得（令和７年３月末時

点）） 

 

（女性活躍推進） 

○ 多様な人材が活躍できる組織を目指し

、女性の職業生活における活躍の推進 

に関する法律（平成27年法律第64号）に

基づき策定した行動計画（計画期間：令

和６年４月２日～令和８年４月１日）に

おける令和７年４月１日時点での実績は

次のとおりとなった。 

・ 管理職に占める女性職員の割合（目

標９％以上）：9.0％ 

・ 主任調査役及び調査役に占める女性

職員の割合（目標33％以上）：36.8％ 

○ 令和６年度において、採用者に占める

女性の割合は41.8％であった。 

○ 女性活躍推進のための取組として、次

のとおり取り組んだ。 

① 管理職登用が期待される女性職員の

能力向上を目的として、21世紀職業財

団が主催する「女性のためのエンパワ

ーメント21世紀塾」に職員２名を派遣

した。 

② 女性管理職がより広い視野で活躍す

るためのスキルの習得を目的とし、21

世紀職業財団が主催する「女性管理職

研修」に職員２名を派遣した。 

○ こども家庭庁ベビーシッター利用者支

援事業を活用した補助制度の利用を継続

することにより、育児中の職員が働きや

すい環境整備を図った。 

○ 一般定期健康診断受診者について、胃

がん検診、乳がん検診及び子宮頸がん検

診を自己負担なしで受診可能としている

。 

 

（役職員一人ひとりが働きやすい職場づく

り） 
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○ 豊富な知識、経験を持つシニア層の活

躍を最大限促す観点から、人事・給与制

度を変更し、令和５年度から令和13年度

にかけて定年年齢を段階的に65歳まで延

長している。 

○ テレワーク及び時差勤務を引き続き推

進するとともに、勤務地に配慮する取組

として、転勤配慮措置及び出産配慮措置

を設けている。なお、出産配慮措置につ

いては、配偶者が出産した職員に係る適

用期間を１年から３年に拡充した。 

※ 転勤配慮措置とは、職員本人又はそ

の家族等の事情により、特定の勤務地

でなければ勤務を継続することが難し

い場合に、一定期間当該勤務地で勤務

することができる措置 

※ 出産配慮措置とは、職員又は職員の

配偶者が出産をする場合に、一定期間

勤務地の変更が行われない措置 

○ 職員が安心して働き続けられるよう、

職員の配偶者が職務上の都合により外国

又は日本国内へ転居した場合に配偶者に

帯同し、生活を共にするための休業制度

（配偶者同行休業制度）を創設した。 

○ 経済産業省が創設し日本健康会議が認

定する「健康経営優良法人制度」におい

て、「健康経営優良法人2025（大規模法

人部門）」に認定された。認定の取得に

ついて、機構ホームページ上に掲載し広

く周知を行ったほか、認定取得に係る調

査の結果については今後の施策検討の参

考として活用している。 

※ 健康経営優良法人制度とは、従業員

等の健康管理を経営上重視し、特に戦

略的に優良な取組を実践している法人

を顕彰する制度 

○ 職員が直接的に健康増進に対し意識す

ることができるよう、身体・食事・運動

・メンタルへルス等健康増進のためのコ

ンテンツが一体となった健康管理アプリ

の利用を開始した。 
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○ 若手職員を中心とした「組織活性化に

資する人材投資等検討チーム」を発足し

、組織活性化・やりがいをもって働ける

職場づくりに資する施策の実現に向けて

検討した。令和６年度には、より一層の

服装ルールの緩和、社内施設の有効活用

の検討、男性特有のがん検査の検診項目

追加決定（令和７年度導入）等の取組を

実施した。 

 

４．その他参考情報 

・特になし。 
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【別表１～３】
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中期計画の予算等（令和３年度～令和６年度）【法人単位】 

 

別表１　予算

（単位：百万円）

財形住宅資金貸付業務 住宅資金貸付等業務 既往債権管理業務 調整

収　入

国庫補助金 112,776           112,776           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

政府出資金 25,403            -                 25,403            -                 -                 -                 -                 -                 -                 

財政融資資金借入金 139,653           -                 -                 139,653           -                 139,653           -                 -                 -                 

民間借入金 214,300           -                 -                 214,300           114,300           -                 100,000           -                 -                 

住宅金融支援機構債券 10,178,583        9,011,392         -                 1,167,192         -                 667,192           500,000           -                 -                 

住宅金融支援機構財形住宅債券 74,400            -                 -                 74,400            74,400            -                 -                 -                 -                 

買取債権回収金 6,698,482         6,698,482         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

貸付回収金 2,795,495         -                 -                 2,795,495         96,115            637,825           2,061,555         -                 -                 

業務収入 1,882,293         1,121,360         38,331            981,722           4,751             540,509           495,240           △ 58,777         △ 259,119        

その他収入 401,090           293,117           42,438            378,734           1,300             72,157            533,477           △ 228,200        △ 313,200        

22,522,475        17,237,126        106,172           5,751,496         290,866           2,057,335         3,690,272         △ 286,977        △ 572,319        

支　出

業務経費 445,348           137,315           19,911            419,597           1,564             437,673           39,075            △ 58,715         △ 131,474        

証券化支援業務関係経費 136,633           137,315           -                 -                 -                 -                 -                 -                 △ 682            

住宅融資保険等業務関係経費 19,911            -                 19,911            -                 -                 -                 -                 -                 -                 

財形住宅資金貸付業務関係経費 1,564             -                 -                 1,564             1,564             -                 -                 -                 -                 

住宅資金貸付等業務関係経費 248,165           -                 -                 378,958           -                 437,673           -                 △ 58,715         △ 130,792        

既往債権管理業務関係経費 39,075            -                 -                 39,075            -                 -                 39,075            -                 -                 

買取債権 9,032,455         9,032,455         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

貸付金 828,844           -                 -                 828,844           8,000             820,844           -                 -                 -                 

借入金等償還 10,377,364        6,589,303         -                 3,788,061         223,700           400,204           3,164,157         -                 -                 

支払利息 765,892           612,958           -                 168,890           3,375             48,509            117,006           -                 △ 15,955         

一般管理費 14,744            8,101             1,117             6,982             318               3,910             2,754             -                 △ 1,456          

人件費 45,031            24,943            2,488             17,600            799               9,997             6,804             -                 -                 

その他支出 1,011,837         831,589           82,274            521,408           53,073            335,749           360,849           △ 228,262        △ 423,434        

22,521,515        17,236,664        105,789           5,751,382         290,828           2,056,887         3,690,644         △ 286,977        △ 572,319        

【人件費の見積り】

（単位：百万円）

財形住宅資金貸付業務 住宅資金貸付等業務 既往債権管理業務

33,809            18,721            1,868             13,220            601               7,506             5,114             

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

計

計

 役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤
務手当に相当する範囲の費用

法人単位
証券化支援事業 住宅融資保険等事業 住宅資金融通等事業

区　　　分 法人単位
証券化支援事業 住宅融資保険等事業 住宅資金融通等事業 調整
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別表２　収支計画
（単位：百万円）

財形住宅資金貸付業務 住宅資金貸付等業務 既往債権管理業務 調整

収益の部 2,079,973         1,302,279         46,804            1,036,739         4,910             570,798           519,766           △ 58,735         △ 305,849        

経常収益 2,079,973         1,302,279         46,804            1,036,739         4,910             570,798           519,766           △ 58,735         △ 305,849        

資金運用収益 1,726,560         1,133,107         8,063             602,238           4,711             110,026           487,894           △ 393            △ 16,848         

保険引受収益 161,436           2,411             38,700            376,862           -                 434,361           -                 △ 57,499         △ 256,537        

役務取引等収益 2,086             680               -                 1,406             -                 1,406             -                 -                 -                 

補助金等収益 181,634           163,824           -                 17,809            0                 17,798            11                -                 -                 

その他業務収益 188               188               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

その他経常収益 8,069             2,068             40                38,424            199               7,207             31,860            △ 842            △ 32,464         

特別利益 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

費用の部 1,382,982         1,026,358         26,425            636,047           6,639             513,503           174,639           △ 58,735         △ 305,849        

経常費用 1,382,982         1,026,358         26,425            636,047           6,639             513,503           174,639           △ 58,735         △ 305,849        

資金調達費用 766,285           615,238           -                 167,002           3,373             50,121            113,508           -                 △ 15,955         

保険引受費用 243,865           7,588             15,561            351,957           -                 409,787           -                 △ 57,830         △ 131,240        

役務取引等費用 103,609           72,730            75                30,804            742               6,207             23,854            -                 -                 

その他業務費用 38,649            35,222            -                 3,903             75                2,813             1,027             △ 12             △ 476            

営業経費 166,924           75,565            10,628            82,381            2,366             43,766            36,249            -                 △ 1,650          

その他経常費用 63,649            220,014           162               -                 84                809               -                 △ 892            △ 156,527        

特別損失 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

純利益又は純損失（△） 696,991           275,921           20,378            400,692           △ 1,729          57,294            345,127           -                 -                 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 7,080             4,642             1,147             1,290             154               1,136             -                 -                 -                 

総利益又は総損失（△） 704,071           280,563           21,526            401,982           △ 1,575          58,431            345,127           -                 -                 

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

調整
区　　　分 法人単位

証券化支援事業 住宅融資保険等事業 住宅資金融通等事業
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別表３　資金計画
（単位：百万円）

財形住宅資金貸付業務 住宅資金貸付等業務 既往債権管理業務 調整

業務活動によるキャッシュ・フロー 420,729           △ 1,968,398      23,172            2,365,955         86,823            △ 113,507        2,392,639         -                 -                 

業務活動による支出 △ 11,100,289     △ 9,912,422      △ 23,515         △ 1,439,427      △ 14,043         △ 1,319,530      △ 164,633        58,777            275,075           

買取債権の取得による支出 △ 9,032,455      △ 9,032,455      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

貸付けによる支出 △ 828,844        -                 -                 △ 828,844        △ 8,000          △ 820,844        -                 -                 -                 

人件費支出 △ 45,031         △ 24,943         △ 2,488          △ 17,600         △ 799            △ 9,997          △ 6,804          -                 -                 

その他業務支出 △ 428,067        △ 242,066        △ 21,027         △ 424,094        △ 1,869          △ 440,179        △ 40,823         58,777            259,119           

その他支出 △ 765,892        △ 612,958        -                 △ 168,890        △ 3,375          △ 48,509         △ 117,006        -                 15,955            

業務活動による収入 11,521,019        7,944,024         46,687            3,805,383         100,866           1,206,022         2,557,272         △ 58,777         △ 275,075        

買取債権の回収による収入 6,698,482         6,698,482         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

貸付金の回収による収入 2,795,495         -                 -                 2,795,495         96,115            637,825           2,061,555         -                 -                 

買取債権利息収入 1,117,361         1,118,313         -                 -                 -                 -                 -                 -                 △ 952            

貸付金利息収入 591,914           -                 -                 591,914           4,742             93,138            494,462           △ 428            -                 

その他業務収入 187,849           3,047             38,331            404,639           9                 461,724           1,255             △ 58,349         △ 258,168        

国庫補助金収入 112,776           112,776           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

その他収入 17,142            11,406            8,356             13,334            -                 13,334            -                 -                 △ 15,955         

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 633,396        △ 408,939        △ 48,192         △ 169,421        △ 51,711         △ 289,883        172,173           -                 △ 6,845          

投資活動による支出 △ 1,002,513      △ 680,649        △ 82,274         △ 519,990        △ 53,011         △ 334,352        △ 360,827        228,200           280,400           

投資活動による収入 369,117           271,711           34,082            350,569           1,300             44,469            533,000           △ 228,200        △ 287,245        

財務活動によるキャッシュ・フロー 213,627           2,377,799         25,403            △ 2,196,420      △ 35,075         403,839           △ 2,565,184      -                 6,845             

財務活動による支出 △ 10,385,269     △ 6,614,053      -                 △ 3,788,061      △ 223,700        △ 400,204        △ 3,164,157      -                 16,845            

民間長期借入金の返済による支出 △ 227,850        △ 6,800          -                 △ 221,050        △ 120,800        △ 35,000         △ 65,250         -                 -                 

債券の償還による支出 △ 8,452,347      △ 6,582,503      -                 △ 1,869,844      △ 102,900        △ 247,069        △ 1,519,875      -                 -                 

財政融資資金借入金の返済による支出 △ 1,697,167      -                 -                 △ 1,697,167      -                 △ 118,135        △ 1,579,032      -                 -                 

リース債務の支払いによる支出 △ 505            △ 505            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

不要財産に係る国庫納付等による支出 △ 7,400          △ 7,400          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

他勘定長期借入金の返済による支出 -                 △ 16,845         -                 -                 -                 -                 -                 -                 16,845            

財務活動による収入 10,598,896        8,991,851         25,403            1,591,641         188,625           804,043           598,973           -                 △ 10,000         

民間長期借入金の借入れによる収入 214,300           -                 -                 214,300           114,300           -                 100,000           -                 -                 

債券の発行による収入 10,219,540        8,981,851         -                 1,237,688         74,325            664,390           498,973           -                 -                 

財政融資資金借入金の借入れによる収入 139,653           -                 -                 139,653           -                 139,653           -                 -                 -                 

政府出資金収入 25,403            -                 25,403            -                 -                 -                 -                 -                 -                 

他勘定長期借入金の借入れによる収入 -                 10,000            -                 -                 -                 -                 -                 -                 △ 10,000         

資金増加額又は減少額（△） 959               462               383               114               38                448               △ 372            -                 -                 

資金期首残高 729,280           370,036           39,099            320,145           5,998             58,874            255,273           -                 -                 

資金期末残高 730,239           370,498           39,482            320,259           6,035             59,323            254,901           -                 -                 

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

区　　　分 法人単位
証券化支援事業 住宅融資保険等事業 住宅資金融通等事業 調整
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中期計画の予算等（令和３年度～令和６年度）【証券化支援事業】

 

 

  

別表１　予算 別表２　収支計画 別表３　資金計画

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

金　　額 金　　額 金　　額

収　入 収益の部 1,302,279             業務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,968,398          

国庫補助金 112,776               経常収益 1,302,279             業務活動による支出 △ 9,912,422          

政府出資金 -                     資金運用収益 1,133,107             買取債権の取得による支出 △ 9,032,455          

財政融資資金借入金 -                     保険引受収益 2,411                 貸付けによる支出 -                     

民間借入金 -                     役務取引等収益 680                   人件費支出 △ 24,943             

住宅金融支援機構債券 9,011,392             補助金等収益 163,824               その他業務支出 △ 242,066            

住宅金融支援機構財形住宅債券 -                     その他業務収益 188                   その他支出 △ 612,958            

買取債権回収金 6,698,482             その他経常収益 2,068                 業務活動による収入 7,944,024             

貸付回収金 -                     特別利益 -                     買取債権の回収による収入 6,698,482             

業務収入 1,121,360             費用の部 1,026,358             貸付金の回収による収入 -                     

その他収入 293,117               経常費用 1,026,358             買取債権利息収入 1,118,313             

17,237,126            資金調達費用 615,238               貸付金利息収入 -                     

支　出 保険引受費用 7,588                 その他業務収入 3,047                 

業務経費 137,315               役務取引等費用 72,730                国庫補助金収入 112,776               

証券化支援業務関係経費 137,315               その他業務費用 35,222                その他収入 11,406                

住宅融資保険等業務関係経費 -                     営業経費 75,565                投資活動によるキャッシュ・フロー △ 408,939            

財形住宅資金貸付業務関係経費 -                     その他経常費用 220,014               投資活動による支出 △ 680,649            

住宅資金貸付等業務関係経費 -                     特別損失 -                     投資活動による収入 271,711               

既往債権管理業務関係経費 -                     純利益 275,921               財務活動によるキャッシュ・フロー 2,377,799             

買取債権 9,032,455             前中期目標期間繰越積立金取崩額 4,642                 財務活動による支出 △ 6,614,053          

貸付金 -                     総利益 280,563               民間長期借入金の返済による支出 △ 6,800              

借入金等償還 6,589,303             債券の償還による支出 △ 6,582,503          

支払利息 612,958               財政融資資金借入金の返済による支出 -                     

一般管理費 8,101                 リース債務の支払いによる支出 △ 505                

人件費 24,943                不要財産に係る国庫納付等による支出 △ 7,400              

その他支出 831,589               他勘定長期借入金の返済による支出 △ 16,845             

17,236,664            財務活動による収入 8,991,851             

【人件費の見積り】 民間長期借入金の借入れによる収入 -                     

債券の発行による収入 8,981,851             

財政融資資金借入金の借入れによる収入 -                     

政府出資金収入 -                     

他勘定長期借入金の借入れによる収入 10,000                

資金増加額 462                   

資金期首残高 370,036               

資金期末残高 370,498               

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

計

　期間中総額18,721百万円を支出する。
　ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当
に相当する範囲の費用である。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

区　　　分 区　　　分 区　　　分

計
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中期計画の予算等（令和３年度～令和６年度）【住宅融資保険等事業】

別表１　予算 別表２　収支計画 別表３　資金計画

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

金　　額 金　　額 金　　額

収　入 収益の部 46,804                業務活動によるキャッシュ・フロー 23,172                

国庫補助金 -                     経常収益 46,804                業務活動による支出 △ 23,515             

政府出資金 25,403                資金運用収益 8,063                 買取債権の取得による支出 -                     

財政融資資金借入金 -                     保険引受収益 38,700                貸付けによる支出 -                     

民間借入金 -                     役務取引等収益 -                     人件費支出 △ 2,488              

住宅金融支援機構債券 -                     補助金等収益 -                     その他業務支出 △ 21,027             

住宅金融支援機構財形住宅債券 -                     その他業務収益 -                     その他支出 -                     

買取債権回収金 -                     その他経常収益 40                    業務活動による収入 46,687                

貸付回収金 -                     特別利益 -                     買取債権の回収による収入 -                     

業務収入 38,331                費用の部 26,425                貸付金の回収による収入 -                     

その他収入 42,438                経常費用 26,425                買取債権利息収入 -                     

106,172               資金調達費用 -                     貸付金利息収入 -                     

支　出 保険引受費用 15,561                その他業務収入 38,331                

業務経費 19,911                役務取引等費用 75                    国庫補助金収入 -                     

証券化支援業務関係経費 -                     その他業務費用 -                     その他収入 8,356                 

住宅融資保険等業務関係経費 19,911                営業経費 10,628                投資活動によるキャッシュ・フロー △ 48,192             

財形住宅資金貸付業務関係経費 -                     その他経常費用 162                   投資活動による支出 △ 82,274             

住宅資金貸付等業務関係経費 -                     特別損失 -                     投資活動による収入 34,082                

既往債権管理業務関係経費 -                     純利益 20,378                財務活動によるキャッシュ・フロー 25,403                

買取債権 -                     前中期目標期間繰越積立金取崩額 1,147                 財務活動による支出 -                     

貸付金 -                     総利益 21,526                民間長期借入金の返済による支出 -                     

借入金等償還 -                     債券の償還による支出 -                     

支払利息 -                     財政融資資金借入金の返済による支出 -                     

一般管理費 1,117                 リース債務の支払いによる支出 -                     

人件費 2,488                 不要財産に係る国庫納付等による支出 -                     

その他支出 82,274                他勘定長期借入金の返済による支出 -                     

105,789               財務活動による収入 25,403                

【人件費の見積り】 民間長期借入金の借入れによる収入 -                     

債券の発行による収入 -                     

財政融資資金借入金の借入れによる収入 -                     

政府出資金収入 25,403                

他勘定長期借入金の借入れによる収入 -                     

資金増加額 383                   

資金期首残高 39,099                

資金期末残高 39,482                

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

計

　期間中総額1,868百万円を支出する。
　ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当
に相当する範囲の費用である。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

区　　　分 区　　　分 区　　　分

計
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中期計画の予算等（令和３年度～令和６年度）【住宅資金融通等事業】

 

別表１　予算

（単位：百万円）

収　入

国庫補助金 -                     -                     -                     -                     -                     

政府出資金 -                     -                     -                     -                     -                     

財政融資資金借入金 139,653               -                     139,653               -                     -                     

民間借入金 214,300               114,300               -                     100,000               -                     

住宅金融支援機構債券 1,167,192             -                     667,192               500,000               -                     

住宅金融支援機構財形住宅債券 74,400                74,400                -                     -                     -                     

買取債権回収金 -                     -                     -                     -                     -                     

貸付回収金 2,795,495             96,115                637,825               2,061,555             -                     

業務収入 981,722               4,751                 540,509               495,240               △ 58,777             

その他収入 378,734               1,300                 72,157                533,477               △ 228,200            

5,751,496             290,866               2,057,335             3,690,272             △ 286,977            

支　出

業務経費 419,597               1,564                 437,673               39,075                △ 58,715             

証券化支援業務関係経費 -                     -                     -                     -                     -                     

住宅融資保険等業務関係経費 -                     -                     -                     -                     -                     

財形住宅資金貸付業務関係経費 1,564                 1,564                 -                     -                     -                     

住宅資金貸付等業務関係経費 378,958               -                     437,673               -                     △ 58,715             

既往債権管理業務関係経費 39,075                -                     -                     39,075                -                     

買取債権 -                     -                     -                     -                     -                     

貸付金 828,844               8,000                 820,844               -                     -                     

借入金等償還 3,788,061             223,700               400,204               3,164,157             -                     

支払利息 168,890               3,375                 48,509                117,006               -                     

一般管理費 6,982                 318                   3,910                 2,754                 -                     

人件費 17,600                799                   9,997                 6,804                 -                     

その他支出 521,408               53,073                335,749               360,849               △ 228,262            

5,751,382             290,828               2,056,887             3,690,644             △ 286,977            

【人件費の見積り】

（単位：百万円）

13,220                601                   7,506                 5,114                 

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

既往債権管理業務住宅資金貸付等業務

計

計

 役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当
に相当する範囲の費用

住宅資金融通等事業
財形住宅資金貸付業務

区　　　分 住宅資金融通等事業
財形住宅資金貸付業務 住宅資金貸付等業務 既往債権管理業務 調整
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別表２　収支計画
（単位：百万円）

収益の部 1,036,739             4,910                 570,798               519,766               △ 58,735             

経常収益 1,036,739             4,910                 570,798               519,766               △ 58,735             

資金運用収益 602,238               4,711                 110,026               487,894               △ 393                

保険引受収益 376,862               -                     434,361               -                     △ 57,499             

役務取引等収益 1,406                 -                     1,406                 -                     -                     

補助金等収益 17,809                0                     17,798                11                    -                     

その他業務収益 -                     -                     -                     -                     -                     

その他経常収益 38,424                199                   7,207                 31,860                △ 842                

特別利益 -                     -                     -                     -                     -                     

費用の部 636,047               6,639                 513,503               174,639               △ 58,735             

経常費用 636,047               6,639                 513,503               174,639               △ 58,735             

資金調達費用 167,002               3,373                 50,121                113,508               -                     

保険引受費用 351,957               -                     409,787               -                     △ 57,830             

役務取引等費用 30,804                742                   6,207                 23,854                -                     

その他業務費用 3,903                 75                    2,813                 1,027                 △ 12                 

営業経費 82,381                2,366                 43,766                36,249                -                     

その他経常費用 -                     84                    809                   -                     △ 892                

特別損失 -                     -                     -                     -                     -                     

純利益又は純損失（△） 400,692               △ 1,729              57,294                345,127               -                     

前中期目標期間繰越積立金取崩額 1,290                 154                   1,136                 -                     -                     

総利益又は総損失（△） 401,982               △ 1,575              58,431                345,127               -                     

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

調整
区　　　分 住宅資金融通等事業

財形住宅資金貸付業務 住宅資金貸付等業務 既往債権管理業務

129/154



 

 

別表３　資金計画
（単位：百万円）

業務活動によるキャッシュ・フロー 2,365,955             86,823                △ 113,507            2,392,639             -                     

業務活動による支出 △ 1,439,427          △ 14,043             △ 1,319,530          △ 164,633            58,777                

買取債権の取得による支出 -                     -                     -                     -                     -                     

貸付けによる支出 △ 828,844            △ 8,000              △ 820,844            -                     -                     

人件費支出 △ 17,600             △ 799                △ 9,997              △ 6,804              -                     

その他業務支出 △ 424,094            △ 1,869              △ 440,179            △ 40,823             58,777                

その他支出 △ 168,890            △ 3,375              △ 48,509             △ 117,006            -                     

業務活動による収入 3,805,383             100,866               1,206,022             2,557,272             △ 58,777             

買取債権の回収による収入 -                     -                     -                     -                     -                     

貸付金の回収による収入 2,795,495             96,115                637,825               2,061,555             -                     

買取債権利息収入 -                     -                     -                     -                     -                     

貸付金利息収入 591,914               4,742                 93,138                494,462               △ 428                

その他業務収入 404,639               9                     461,724               1,255                 △ 58,349             

国庫補助金収入 -                     -                     -                     -                     -                     

その他収入 13,334                -                     13,334                -                     -                     

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 169,421            △ 51,711             △ 289,883            172,173               -                     

投資活動による支出 △ 519,990            △ 53,011             △ 334,352            △ 360,827            228,200               

投資活動による収入 350,569               1,300                 44,469                533,000               △ 228,200            

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,196,420          △ 35,075             403,839               △ 2,565,184          -                     

財務活動による支出 △ 3,788,061          △ 223,700            △ 400,204            △ 3,164,157          -                     

民間長期借入金の返済による支出 △ 221,050            △ 120,800            △ 35,000             △ 65,250             -                     

債券の償還による支出 △ 1,869,844          △ 102,900            △ 247,069            △ 1,519,875          -                     

財政融資資金借入金の返済による支出 △ 1,697,167          -                     △ 118,135            △ 1,579,032          -                     

リース債務の支払いによる支出 -                     -                     -                     -                     -                     

不要財産に係る国庫納付等による支出 -                     -                     -                     -                     -                     

他勘定長期借入金の返済による支出 -                     -                     -                     -                     -                     

財務活動による収入 1,591,641             188,625               804,043               598,973               -                     

民間長期借入金の借入れによる収入 214,300               114,300               -                     100,000               -                     

債券の発行による収入 1,237,688             74,325                664,390               498,973               -                     

財政融資資金借入金の借入れによる収入 139,653               -                     139,653               -                     -                     

政府出資金収入 -                     -                     -                     -                     -                     

他勘定長期借入金の借入れによる収入 -                     -                     -                     -                     -                     

資金増加額又は減少額（△） 114                   38                    448                   △ 372                -                     

資金期首残高 320,145               5,998                 58,874                255,273               -                     

資金期末残高 320,259               6,035                 59,323                254,901               -                     

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

区　　　分 住宅資金融通等事業
財形住宅資金貸付業務 住宅資金貸付等業務 既往債権管理業務 調整
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中期計画の予算等（令和３年度～令和６年度）【財形住宅資金貸付業務】

 

 

  

別表１　予算 別表２　収支計画 別表３　資金計画

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

金　　額 金　　額 金　　額

収　入 収益の部 4,910                 業務活動によるキャッシュ・フロー 86,823                

国庫補助金 -                     経常収益 4,910                 業務活動による支出 △ 14,043             

政府出資金 -                     資金運用収益 4,711                 買取債権の取得による支出 -                     

財政融資資金借入金 -                     保険引受収益 -                     貸付けによる支出 △ 8,000              

民間借入金 114,300               役務取引等収益 -                     人件費支出 △ 799                

住宅金融支援機構債券 -                     補助金等収益 0                     その他業務支出 △ 1,869              

住宅金融支援機構財形住宅債券 74,400                その他業務収益 -                     その他支出 △ 3,375              

買取債権回収金 -                     その他経常収益 199                   業務活動による収入 100,866               

貸付回収金 96,115                特別利益 -                     買取債権の回収による収入 -                     

業務収入 4,751                 費用の部 6,639                 貸付金の回収による収入 96,115                

その他収入 1,300                 経常費用 6,639                 買取債権利息収入 -                     

290,866               資金調達費用 3,373                 貸付金利息収入 4,742                 

支　出 保険引受費用 -                     その他業務収入 9                     

業務経費 1,564                 役務取引等費用 742                   国庫補助金収入 -                     

証券化支援業務関係経費 -                     その他業務費用 75                    その他収入 -                     

住宅融資保険等業務関係経費 -                     営業経費 2,366                 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 51,711             

財形住宅資金貸付業務関係経費 1,564                 その他経常費用 84                    投資活動による支出 △ 53,011             

住宅資金貸付等業務関係経費 -                     特別損失 -                     投資活動による収入 1,300                 

既往債権管理業務関係経費 -                     純損失 △ 1,729              財務活動によるキャッシュ・フロー △ 35,075             

買取債権 -                     前中期目標期間繰越積立金取崩額 154                   財務活動による支出 △ 223,700            

貸付金 8,000                 総損失 △ 1,575              民間長期借入金の返済による支出 △ 120,800            

借入金等償還 223,700               債券の償還による支出 △ 102,900            

支払利息 3,375                 財政融資資金借入金の返済による支出 -                     

一般管理費 318                   リース債務の支払いによる支出 -                     

人件費 799                   不要財産に係る国庫納付等による支出 -                     

その他支出 53,073                他勘定長期借入金の返済による支出 -                     

290,828               財務活動による収入 188,625               

【人件費の見積り】 民間長期借入金の借入れによる収入 114,300               

債券の発行による収入 74,325                

財政融資資金借入金の借入れによる収入 -                     

政府出資金収入 -                     

他勘定長期借入金の借入れによる収入 -                     

資金増加額 38                    

資金期首残高 5,998                 

資金期末残高 6,035                 

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

計

　期間中総額601百万円を支出する。
　ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当
に相当する範囲の費用である。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

区　　　分 区　　　分 区　　　分

計
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中期計画の予算等（令和３年度～令和６年度）【住宅資金貸付等業務】

 

  

別表１　予算 別表２　収支計画 別表３　資金計画

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

金　　額 金　　額 金　　額

収　入 収益の部 570,798               業務活動によるキャッシュ・フロー △ 113,507            

国庫補助金 -                     経常収益 570,798               業務活動による支出 △ 1,319,530          

政府出資金 -                     資金運用収益 110,026               買取債権の取得による支出 -                     

財政融資資金借入金 139,653               保険引受収益 434,361               貸付けによる支出 △ 820,844            

民間借入金 -                     役務取引等収益 1,406                 人件費支出 △ 9,997              

住宅金融支援機構債券 667,192               補助金等収益 17,798                その他業務支出 △ 440,179            

住宅金融支援機構財形住宅債券 -                     その他業務収益 -                     その他支出 △ 48,509             

買取債権回収金 -                     その他経常収益 7,207                 業務活動による収入 1,206,022             

貸付回収金 637,825               特別利益 -                     買取債権の回収による収入 -                     

業務収入 540,509               費用の部 513,503               貸付金の回収による収入 637,825               

その他収入 72,157                経常費用 513,503               買取債権利息収入 -                     

2,057,335             資金調達費用 50,121                貸付金利息収入 93,138                

支　出 保険引受費用 409,787               その他業務収入 461,724               

業務経費 437,673               役務取引等費用 6,207                 国庫補助金収入 -                     

証券化支援業務関係経費 -                     その他業務費用 2,813                 その他収入 13,334                

住宅融資保険等業務関係経費 -                     営業経費 43,766                投資活動によるキャッシュ・フロー △ 289,883            

財形住宅資金貸付業務関係経費 -                     その他経常費用 809                   投資活動による支出 △ 334,352            

住宅資金貸付等業務関係経費 437,673               特別損失 -                     投資活動による収入 44,469                

既往債権管理業務関係経費 -                     純利益 57,294                財務活動によるキャッシュ・フロー 403,839               

買取債権 -                     前中期目標期間繰越積立金取崩額 1,136                 財務活動による支出 △ 400,204            

貸付金 820,844               総利益 58,431                民間長期借入金の返済による支出 △ 35,000             

借入金等償還 400,204               債券の償還による支出 △ 247,069            

支払利息 48,509                財政融資資金借入金の返済による支出 △ 118,135            

一般管理費 3,910                 リース債務の支払いによる支出 -                     

人件費 9,997                 不要財産に係る国庫納付等による支出 -                     

その他支出 335,749               他勘定長期借入金の返済による支出 -                     

2,056,887             財務活動による収入 804,043               

【人件費の見積り】 民間長期借入金の借入れによる収入 -                     

債券の発行による収入 664,390               

財政融資資金借入金の借入れによる収入 139,653               

政府出資金収入 -                     

他勘定長期借入金の借入れによる収入 -                     

資金増加額 448                   

資金期首残高 58,874                

資金期末残高 59,323                

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

計

　期間中総額7,506百万円を支出する。
　ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当
に相当する範囲の費用である。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

区　　　分 区　　　分 区　　　分

計
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中期計画の予算等（令和３年度～令和６年度）【既往債権管理業務】 

 

 

別表１　予算 別表２　収支計画 別表３　資金計画

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

金　　額 金　　額 金　　額

収　入 収益の部 519,766               業務活動によるキャッシュ・フロー 2,392,639             

国庫補助金 -                     経常収益 519,766               業務活動による支出 △ 164,633            

政府出資金 -                     資金運用収益 487,894               買取債権の取得による支出 -                     

財政融資資金借入金 -                     保険引受収益 -                     貸付けによる支出 -                     

民間借入金 100,000               役務取引等収益 -                     人件費支出 △ 6,804              

住宅金融支援機構債券 500,000               補助金等収益 11                    その他業務支出 △ 40,823             

住宅金融支援機構財形住宅債券 -                     その他業務収益 -                     その他支出 △ 117,006            

買取債権回収金 -                     その他経常収益 31,860                業務活動による収入 2,557,272             

貸付回収金 2,061,555             特別利益 -                     買取債権の回収による収入 -                     

業務収入 495,240               費用の部 174,639               貸付金の回収による収入 2,061,555             

その他収入 533,477               経常費用 174,639               買取債権利息収入 -                     

3,690,272             資金調達費用 113,508               貸付金利息収入 494,462               

支　出 保険引受費用 -                     その他業務収入 1,255                 

業務経費 39,075                役務取引等費用 23,854                国庫補助金収入 -                     

証券化支援業務関係経費 -                     その他業務費用 1,027                 その他収入 -                     

住宅融資保険等業務関係経費 -                     営業経費 36,249                投資活動によるキャッシュ・フロー 172,173               

財形住宅資金貸付業務関係経費 -                     その他経常費用 -                     投資活動による支出 △ 360,827            

住宅資金貸付等業務関係経費 -                     特別損失 -                     投資活動による収入 533,000               

既往債権管理業務関係経費 39,075                純利益 345,127               財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,565,184          

買取債権 -                     前中期目標期間繰越積立金取崩額 -                     財務活動による支出 △ 3,164,157          

貸付金 -                     総利益 345,127               民間長期借入金の返済による支出 △ 65,250             

借入金等償還 3,164,157             債券の償還による支出 △ 1,519,875          

支払利息 117,006               財政融資資金借入金の返済による支出 △ 1,579,032          

一般管理費 2,754                 リース債務の支払いによる支出 -                     

人件費 6,804                 不要財産に係る国庫納付等による支出 -                     

その他支出 360,849               他勘定長期借入金の返済による支出 -                     

3,690,644             財務活動による収入 598,973               

【人件費の見積り】 民間長期借入金の借入れによる収入 100,000               

債券の発行による収入 498,973               

財政融資資金借入金の借入れによる収入 -                     

政府出資金収入 -                     

他勘定長期借入金の借入れによる収入 -                     

資金減少額 △ 372                

資金期首残高 255,273               

資金期末残高 254,901               

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

計

　期間中総額5,114百万円を支出する。
　ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当
に相当する範囲の費用である。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計において一致しないことがある。

区　　　分 区　　　分 区　　　分

計
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【法人単位】
（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

収　入

国庫補助金 22,636          22,650          14              

政府出資金 -               2,863           2,863           

財政融資資金借入金 26,300          3,920           △ 22,380       

民間借入金 72,200          14,530          △ 57,670       

住宅金融支援機構債券 2,041,616       973,142         △ 1,068,474    

住宅金融支援機構財形住宅債券 14,700          5,267           △ 9,433        

買取債権回収金 937,050         1,190,047       252,998         

貸付回収金 542,776         557,394         14,618          

業務収入 430,870         412,937         △ 17,933       

その他収入 60,264          336,509         276,245         

4,148,412       3,519,259       △ 629,152      

支　出

業務経費 133,380         130,698         △ 2,682        

証券化支援業務関係経費 55,470          38,388          △ 17,082       

住宅融資保険等業務関係経費 5,396           4,264           △ 1,131        

財形住宅資金貸付業務関係経費 420             364             △ 55           

住宅資金貸付等業務関係経費 62,446          78,163          15,717          

既往債権管理業務関係経費 9,649           9,518           △ 131          

買取債権 1,731,588       776,051         △ 955,537      

貸付金 181,151         87,651          △ 93,500       

借入金等償還 1,610,626       1,794,031       183,406         

支払利息 163,275         133,514         △ 29,761       

一般管理費 4,031           3,344           △ 686          

人件費 11,692          11,392          △ 300          

その他支出 311,127         714,956         403,829         

4,146,869       3,651,638       △ 495,231      

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

別表１　令和６年度予算

区　　　分

計

計
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【証券化支援勘定】（証券化支援事業）

（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

収　入

国庫補助金 22,636          22,650          14              ①

政府出資金 -               -               -               

財政融資資金借入金 -               -               -               

民間借入金 55,000          -               △ 55,000       ②

住宅金融支援機構債券 1,896,567       808,700         △ 1,087,867    ③

住宅金融支援機構財形住宅債券 -               -               -               

買取債権回収金 937,050         1,190,047       252,998         ④

貸付回収金 -               -               -               

業務収入 261,498         239,800         △ 21,698       ⑤

その他収入 59,444          140,907         81,463          ⑥

3,232,194       2,402,104       △ 830,090      

支　出

業務経費 55,535          38,423          △ 17,112       ⑦

証券化支援業務関係経費 55,535          38,423          △ 17,112       

住宅融資保険等業務関係経費 -               -               -               

財形住宅資金貸付業務関係経費 -               -               -               

住宅資金貸付等業務関係経費 -               -               -               

既往債権管理業務関係経費 -               -               -               

買取債権 1,731,588       776,051         △ 955,537      ⑧

貸付金 -               -               -               

借入金等償還 1,054,251       1,235,442       181,191         ⑨

支払利息 149,288         121,485         △ 27,804       ⑩

一般管理費 2,397           1,982           △ 415          ⑪

人件費 6,954           6,720           △ 233          ⑫

その他支出 229,591         349,396         119,805         ⑬

3,229,603       2,529,498       △ 700,105      

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

補助金受入の増

借入金の減

債券発行額の減

買取債権回収金の増

買取債権利息の減等

金銭の信託（合同運用指定金銭信託）の減少による収入の増等

役務費用の減等

買取債権の取得の減

債券の償還の増

債券利息の減等

管理諸費の減等

人件費の減

買現先の増加による支出の増等

②

別表１　令和６年度予算

区　　　分

計

計

①

⑬

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑪

⑫

⑩
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【住宅融資保険勘定】（住宅融資保険等事業）

（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

収　入

国庫補助金 -               -               -               

政府出資金 -               2,163           2,163           ①

財政融資資金借入金 -               -               -               

民間借入金 -               -               -               

住宅金融支援機構債券 -               -               -               

住宅金融支援機構財形住宅債券 -               -               -               

買取債権回収金 -               -               -               

貸付回収金 -               -               -               

業務収入 7,719           7,202           △ 517          ②

その他収入 35,586          48,322          12,736          ③

43,305          57,687          14,382          

支　出

業務経費 5,396           4,264           △ 1,131        ④

証券化支援業務関係経費 -               -               -               

住宅融資保険等業務関係経費 5,396           4,264           △ 1,131        

財形住宅資金貸付業務関係経費 -               -               -               

住宅資金貸付等業務関係経費 -               -               -               

既往債権管理業務関係経費 -               -               -               

買取債権 -               -               -               

貸付金 -               -               -               

借入金等償還 -               -               -               

支払利息 -               1               1               ⑤

一般管理費 247             218             △ 29           ⑥

人件費 591             575             △ 16           ⑦

その他支出 36,897          56,373          19,476          ⑧

43,130          61,431          18,300          

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

出資金受入の増

保険料収入の減等

有価証券（譲渡性預金）の償還による収入の増等

保険金支出の減等

⑤ 他勘定短期借入金利息の増

管理諸費の減等

人件費の減

有価証券（債券）の取得による支出の増等

③

④

⑥

⑦

⑧

②

別表１　令和６年度予算

区　　　分

計

計

①
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（住宅資金融通等事業）

（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

収　入

国庫補助金 -               -               -               

政府出資金 -               700             700             ①

財政融資資金借入金 26,300          3,920           △ 22,380       ②

民間借入金 17,200          14,530          △ 2,670        ③

住宅金融支援機構債券 145,049         164,442         19,393          ④

住宅金融支援機構財形住宅債券 14,700          5,267           △ 9,433        ⑤

買取債権回収金 -               -               -               

貸付回収金 542,776         557,394         14,618          ⑥

業務収入 229,503         222,385         △ 7,118        ⑦

その他収入 13,832          204,522         190,690         ⑧

989,360         1,173,160       183,800         

支　出

業務経費 106,622         113,676         7,054           ⑨

証券化支援業務関係経費 -               -               -               

住宅融資保険等業務関係経費 -               -               -               

財形住宅資金貸付業務関係経費 420             364             △ 55           

住宅資金貸付等業務関係経費 96,553          103,793         7,240           

既往債権管理業務関係経費 9,649           9,518           △ 131          

買取債権 -               -               -               

貸付金 181,151         87,651          △ 93,500       ⑩

借入金等償還 556,374         558,589         2,215           ⑪

支払利息 18,583          16,428          △ 2,155        ⑫

一般管理費 1,731           1,541           △ 190          ⑬

人件費 4,148           4,097           △ 50           ⑭

その他支出 121,973         392,418         270,445         ⑮

990,583         1,174,401       183,818         

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

出資金受入の増

借入金の減

借入金の減

債券発行額の増

債券発行額の減

貸付回収金の増

団信保険金収入の減等

定期預金の払出による収入の増等

団信保険料支出の増等

貸付金の減

債券の償還の増等

債券利息の減等

管理諸費の減等

人件費の減

定期預金の預入による支出の増等

別表１　令和６年度予算

区　　　分

計

計

①

⑪

⑫

⑬

⑮

②

⑭

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
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【財形住宅資金貸付勘定】（住宅資金融通等事業のうち、財形住宅資金貸付業務）

（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

収　入

国庫補助金 -               -               -               

政府出資金 -               -               -               

財政融資資金借入金 -               -               -               

民間借入金 17,200          14,530          △ 2,670        ①

住宅金融支援機構債券 -               -               -               

住宅金融支援機構財形住宅債券 14,700          5,267           △ 9,433        ②

買取債権回収金 -               -               -               

貸付回収金 18,720          19,102          382             ③

業務収入 1,194           1,016           △ 177          ④

その他収入 -               10,011          10,011          ⑤

51,814          49,927          △ 1,887        

支　出

業務経費 420             364             △ 55           ⑥

証券化支援業務関係経費 -               -               -               

住宅融資保険等業務関係経費 -               -               -               

財形住宅資金貸付業務関係経費 420             364             △ 55           

住宅資金貸付等業務関係経費 -               -               -               

既往債権管理業務関係経費 -               -               -               

買取債権 -               -               -               

貸付金 1,169           23              △ 1,146        ⑦

借入金等償還 40,600          40,000          △ 600          ⑧

支払利息 648             304             △ 344          ⑨

一般管理費 69              54              △ 14           ⑩

人件費 160             136             △ 24           ⑪

その他支出 8,723           7,285           △ 1,438        ⑫

51,789          48,167          △ 3,622        

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

借入金の減

債券発行額の減

貸付回収金の増

貸付金利息の減等

有価証券（譲渡性預金）の償還による収入の増等

業務諸費の減等

貸付金の減

借入金の償還の減

借入金利息の減等

管理諸費の減等

人件費の減

有価証券（譲渡性預金）の取得による支出の減等

②

別表１　令和６年度予算

区　　　分

計

計

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫
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【住宅資金貸付等勘定】（住宅資金融通等事業のうち、住宅資金貸付等業務）
（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

収　入

国庫補助金 -               -               -               

政府出資金 -               700             700             ①

財政融資資金借入金 26,300          3,920           △ 22,380       ②

民間借入金 -               -               -               

住宅金融支援機構債券 145,049         164,442         19,393          ③

住宅金融支援機構財形住宅債券 -               -               -               

買取債権回収金 -               -               -               

貸付回収金 96,748          104,280         7,531           ④

業務収入 145,268         140,747         △ 4,521        ⑤

その他収入 104,744         262,541         157,797         ⑥

518,110         676,630         158,520         

支　出

業務経費 109,219         122,559         13,340          ⑦

証券化支援業務関係経費 -               -               -               

住宅融資保険等業務関係経費 -               -               -               

財形住宅資金貸付業務関係経費 -               -               -               

住宅資金貸付等業務関係経費 109,219         122,559         13,340          

既往債権管理業務関係経費 -               -               -               

買取債権 -               -               -               

貸付金 179,982         87,628          △ 92,354       ⑧

借入金等償還 173,737         174,247         510             ⑨

支払利息 10,959          9,172           △ 1,787        ⑩

一般管理費 949             858             △ 91           ⑪

人件費 2,279           2,301           22              ⑫

その他支出 41,835          268,761         226,926         ⑬

518,961         665,526         146,565         

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

出資金受入の増

借入金の減

債券発行額の増

貸付回収金の増

貸付金利息の減等

定期預金の払出による収入の増等

団信保険料支出の増等

貸付金の減

債券の償還の増等

債券利息の減等

⑪ 管理諸費の減等

人件費の増

定期預金の預入による支出の増等

②

別表１　令和６年度予算

区　　　分

計

計

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑫

⑬
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【既往債権管理勘定】（住宅資金融通等事業のうち、既往債権管理業務）

（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

収　入

国庫補助金 -               -               -               

政府出資金 -               -               -               

財政融資資金借入金 -               -               -               

民間借入金 -               -               -               

住宅金融支援機構債券 -               -               -               

住宅金融支援機構財形住宅債券 -               -               -               

買取債権回収金 -               -               -               

貸付回収金 427,308         434,012         6,704           ①

業務収入 95,713          99,386          3,673           ②

その他収入 87              77              △ 11           ③

523,109         533,475         10,367          

支　出

業務経費 9,649           9,518           △ 131          ④

証券化支援業務関係経費 -               -               -               

住宅融資保険等業務関係経費 -               -               -               

財形住宅資金貸付業務関係経費 -               -               -               

住宅資金貸付等業務関係経費 -               -               -               

既往債権管理業務関係経費 9,649           9,518           △ 131          

買取債権 -               -               -               

貸付金 -               -               -               

借入金等償還 342,038         344,342         2,304           ⑤

支払利息 6,976           6,955           △ 20           ⑥

一般管理費 713             628             △ 85           ⑦

人件費 1,708           1,660           △ 48           ⑧

その他支出 162,421         184,475         22,054          ⑨

523,505         547,580         24,075          

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

貸付回収金の増

償却債権取立益の増等

その他収入の減等

業務諸費の減等

債券の償還の増

債券利息の減等

管理諸費の減等

人件費の減

定期預金の預入による支出の増等

②

別表１　令和６年度予算

区　　　分

計

計

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
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【法人単位】
（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

収益の部 461,627         460,273         △ 1,354        

経常収益 461,627         459,507         △ 2,120        

資金運用収益 384,682         358,240         △ 26,442       

保険引受収益 37,843          57,735          19,892          

役務取引等収益 516             435             △ 81           

補助金等収益 38,057          38,111          54              

その他業務収益 43              32              △ 11           

その他経常収益 487             4,955           4,468           

特別利益 -               766             766             

費用の部 346,343         301,784         △ 44,558       

経常費用 346,343         301,667         △ 44,675       

資金調達費用 166,314         133,752         △ 32,562       

保険引受費用 62,283          76,936          14,653          

役務取引等費用 41,608          33,460          △ 8,149        

その他業務費用 8,611           4,154           △ 4,457        

営業経費 43,722          36,903          △ 6,820        

その他経常費用 23,804          16,463          △ 7,341        

特別損失 -               117             117             

純利益 115,284         158,489         43,205          

前中期目標期間繰越積立金取崩額 919             1,075           156             

総利益 116,204         159,564         43,361          

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

別表２　令和６年度収支計画

区　　　分
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【証券化支援勘定】（証券化支援事業）

（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

収益の部 300,574         278,684         △ 21,890       

経常収益 300,574         277,918         △ 22,656       

資金運用収益 265,446         242,117         △ 23,329       

保険引受収益 129             111             △ 18           ①

役務取引等収益 183             160             △ 23           ②

補助金等収益 34,357          34,830          472             

その他業務収益 43              32              △ 11           ③

その他経常収益 416             669             253             ④

特別利益 -               766             766             ⑤

費用の部 282,209         221,544         △ 60,664       

経常費用 282,209         221,427         △ 60,781       

資金調達費用 151,931         121,727         △ 30,204       ⑥

保険引受費用 3,660           2,008           △ 1,651        ⑦

役務取引等費用 34,462          26,650          △ 7,813        ⑧

その他業務費用 7,936           3,447           △ 4,488        ⑨

営業経費 21,914          19,448          △ 2,466        ⑩

その他経常費用 62,306          48,147          △ 14,158       ⑪

特別損失 -               117             117             ⑫

純利益 18,365          57,139          38,774          

前中期目標期間繰越積立金取崩額 691             847             156             

総利益 19,056          57,987          38,931          

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

正味収入保険料の減

保証料の減

委託解除手数料の減

雑益の増等

有形固定資産処分益の増

債券利息の減等

正味保険料支払調整金の減等

金融機関手数料の減等

債券発行費償却の減等

業務諸費の減等

貸倒引当金繰入額の減等

有形固定資産処分損の増

③

別表２　令和６年度収支計画

区　　　分

①

②

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫
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【住宅融資保険勘定】（住宅融資保険等事業）

（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

収益の部 11,519          11,512          △ 6            

経常収益 11,519          11,512          △ 6            

資金運用収益 1,862           1,841           △ 21           

保険引受収益 9,614           9,629           16              

役務取引等収益 -               -               -               

補助金等収益 -               -               -               

その他業務収益 -               -               -               

その他経常収益 43              42              △ 1            

特別利益 -               -               -               

費用の部 6,609           5,321           △ 1,288        

経常費用 6,609           5,321           △ 1,288        

資金調達費用 -               1               1               ①

保険引受費用 4,138           3,166           △ 972          ②

役務取引等費用 24              39              16              ③

その他業務費用 -               -               -               

営業経費 2,448           2,103           △ 345          ④

その他経常費用 -               12              12              ⑤

特別損失 -               -               -               

純利益 4,910           6,191           1,282           

前中期目標期間繰越積立金取崩額 110             110             -               

総利益 5,020           6,301           1,282           

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

他勘定借入金利息の増

正味支払保険金の減

サービサー委託手数料の増等

固定資産減価償却費の減等

出資金運用益調整金の増等

②

別表２　令和６年度収支計画

区　　　分

①

③

④

⑤
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（住宅資金融通等事業）
（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

収益の部 227,209         232,112         4,903           

経常収益 227,209         232,112         4,903           

資金運用収益 122,205         118,723         △ 3,482        

保険引受収益 95,426          103,806         8,381           

役務取引等収益 333             276             △ 57           ①

補助金等収益 3,700           3,281           △ 419          ②

その他業務収益 -               -               -               

その他経常収益 5,546           6,025           480             

特別利益 -               -               -               

費用の部 135,199         136,953         1,754           

経常費用 135,199         136,953         1,754           

資金調達費用 18,980          16,424          △ 2,556        ③

保険引受費用 88,711          97,225          8,514           

役務取引等費用 7,122           6,770           △ 352          

その他業務費用 683             709             27              

営業経費 19,703          15,821          △ 3,881        ④

その他経常費用 -               3               3               ⑤

特別損失 -               -               -               

純利益 92,010          95,158          3,148           

前中期目標期間繰越積立金取崩額 118             118             -               

総利益 92,128          95,276          3,148           

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

勤退受託手数料の減等

災害復興住宅融資等緊急対策費補助金収益の減等

債権利息の減等

固定資産原価償却費の減等

出資金運用益調整金の増等

別表２　令和６年度収支計画

区　　　分

①

②

③

④

⑤
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【財形住宅資金貸付勘定】（住宅資金融通等事業のうち、財形住宅資金貸付業務）
（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

収益の部 1,264           1,083           △ 182          

経常収益 1,264           1,083           △ 182          

資金運用収益 1,204           1,018           △ 186          ①

保険引受収益 -               -               -               

役務取引等収益 -               0               0               ②

補助金等収益 0               -               △ 0            ③

その他業務収益 -               -               -               

その他経常収益 60              65              4               

特別利益 -               -               -               

費用の部 1,419           943             △ 475          

経常費用 1,419           943             △ 475          

資金調達費用 663             317             △ 346          ④

保険引受費用 -               -               -               

役務取引等費用 159             145             △ 14           

その他業務費用 26              31              5               ⑤

営業経費 563             436             △ 127          ⑥

その他経常費用 8               15              7               ⑦

特別損失 -               -               -               

純利益又は純損失（△） △ 154          139             294             

前中期目標期間繰越積立金取崩額 9               9               -               

総利益又は総損失（△） △ 145          148             294             

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

貸付金利息の減等

信用補完料の増

災害復興住宅融資等緊急対策費補助金収益の減

借入金利息の減等

債券発行費償却の増

業務諸費の減等

貸倒引当金繰入額の増等

②

別表２　令和６年度収支計画

区　　　分

①

③

④

⑤

⑥

⑦
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【住宅資金貸付等勘定】（住宅資金融通等事業のうち、住宅資金貸付等業務）
（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

収益の部 139,011         163,943         24,932          

経常収益 139,011         163,943         24,932          

資金運用収益 26,741          23,239          △ 3,502        ①

保険引受収益 107,797         122,237         14,441          ②

役務取引等収益 333             275             △ 58           ③

補助金等収益 3,699           3,281           △ 418          ④

その他業務収益 -               -               -               

その他経常収益 440             14,910          14,469          ⑤

特別利益 -               -               -               

費用の部 126,964         135,594         8,629           

経常費用 126,964         135,594         8,629           

資金調達費用 11,511          9,325           △ 2,187        ⑥

保険引受費用 101,161         115,867         14,706          ⑦

役務取引等費用 1,645           1,137           △ 508          ⑧

その他業務費用 654             675             21              

営業経費 10,612          8,588           △ 2,025        ⑨

その他経常費用 1,381           2               △ 1,379        ⑩

特別損失 -               -               -               

純利益 12,047          28,349          16,303          

前中期目標期間繰越積立金取崩額 109             109             -               

総利益 12,155          28,458          16,303          

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

貸付金利息の減等

団信配当金の増等

勤退受託手数料の減等

災害復興住宅融資等緊急対策費補助金収益の減等

雑益の増等

債券利息の減等

団信支払保険料の増等

金融機関手数料の減等

業務諸費の減等

貸倒引当金繰入額の減等

別表２　令和６年度収支計画

区　　　分

①

②

⑨

⑩

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

146/154



 

 

 

【既往債権管理勘定】（住宅資金融通等事業のうち、既往債権管理業務）
（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

収益の部 100,774         98,759          △ 2,015        

経常収益 100,774         98,759          △ 2,015        

資金運用収益 94,345          94,656          310             

保険引受収益 -               -               -               

役務取引等収益 -               0               0               ①

補助金等収益 0               0               △ 0            ②

その他業務収益 -               -               -               

その他経常収益 6,429           4,104           △ 2,325        ③

特別利益 -               -               -               

費用の部 20,656          32,089          11,433          

経常費用 20,656          32,089          11,433          

資金調達費用 6,806           6,786           △ 20           

保険引受費用 -               -               -               

役務取引等費用 5,319           5,489           170             

その他業務費用 3               3               0               

営業経費 8,528           6,798           △ 1,730        ④

その他経常費用 -               13,014          13,014          ⑤

特別損失 -               -               -               

純利益 80,118          66,670          △ 13,448       

前中期目標期間繰越積立金取崩額 -               -               -               

総利益 80,118          66,670          △ 13,448       

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

信用補完料の増

災害復興住宅融資等緊急対策費補助金収益の減

貸倒引当金戻入額の減等

固定資産減価償却費の減等

団信運営負担金の増等

②

別表２　令和６年度収支計画

区　　　分

①

③

④

⑤
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【法人単位】
（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

業務活動によるキャッシュ・フロー △ 276,194     1,037,752      1,313,946      

業務活動による支出 △ 2,217,674   △ 1,154,059   1,063,616      

買取債権の取得による支出 △ 1,731,588   △ 776,051     955,537        

貸付けによる支出 △ 181,151     △ 87,651      93,500         

人件費支出 △ 11,692      △ 11,392      300            

その他業務支出 △ 129,969     △ 131,783     △1,814        

国庫補助金の精算による返還金の支出 -              △ 3,068       △3,068        

その他支出 △ 163,275     △ 144,114     19,161         

業務活動による収入 1,941,480      2,191,811      250,330        

買取債権の回収による収入 937,050        1,190,047      252,998        

貸付金の回収による収入 542,776        557,394        14,618         

買取債権利息収入 260,487        238,876        △21,611       

貸付金利息収入 118,795        114,900        △3,894        

その他業務収入 54,610         62,948         8,338          

国庫補助金収入 22,636         22,650         14             

その他収入 5,126          4,995          △132          

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 258,602     △ 372,190     △113,588      

投資活動による支出 △ 310,718     △ 699,917     △389,199      

投資活動による収入 52,116         327,727        275,611        

財務活動によるキャッシュ・フロー 536,339        △ 797,940     △1,334,279    

財務活動による支出 △ 1,610,654   △ 1,794,189   △183,534      

民間長期借入金の返済による支出 △ 115,200     △ 114,600     600            

債券の償還による支出 △ 1,456,430   △ 1,642,952   △186,522      

財政融資資金借入金の返済による支出 △ 38,995      △ 36,479      2,516          

リース債務の支払いによる支出 △ 29          △ 146         △118          

不要財産に係る国庫納付等による支出 -              △ 11          △11           

他勘定長期借入金の返済による支出 -              -              -              

財務活動による収入 2,146,994      996,248        △1,150,745    

民間長期借入金の借入れによる収入 72,200         14,530         △57,670       

債券の発行による収入 2,048,494      974,935        △1,073,558    

財政融資資金借入金の借入れによる収入 26,300         3,920          △22,380       

政府出資金収入 -              2,863          2,863          

他勘定長期借入金の借入れによる収入 -              -              -              

資金増加額又は減少額（△） 1,543          △ 132,378     △133,921      

資金期首残高 455,706        481,857        26,151         

資金期末残高 457,249        349,478        △107,771      

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

別表３　令和６年度資金計画

区　　　分
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【証券化支援勘定】（証券化支援事業）
（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

業務活動によるキャッシュ・フロー △ 746,985       466,780         1,213,765     

業務活動による支出 △ 1,971,956     △ 989,595      982,361       

買取債権の取得による支出 △ 1,731,588     △ 776,051      955,537       ①

貸付けによる支出 -                -               -             

人件費支出 △ 6,954         △ 6,720        233           

その他業務支出 △ 84,126        △ 82,273       1,853         

国庫補助金の精算による返還金の支出 -                △ 3,066        △3,066       ②

その他支出 △ 149,288       △ 121,485      27,804        ③

業務活動による収入 1,224,971        1,456,375       231,404       

買取債権の回収による収入 937,050          1,190,047       252,998       ④

貸付金の回収による収入 -                -               -             

買取債権利息収入 260,727          238,917         △21,810      

貸付金利息収入 -                -               -             

その他業務収入 771              1,452           681           ⑤

国庫補助金収入 22,636           22,650          14            

その他収入 3,788            3,309           △479         ⑥

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 150,572       △ 164,522      △13,950      

投資活動による支出 △ 196,228       △ 301,550      △105,323     ⑦

投資活動による収入 45,656           137,029         91,373        ⑧

財務活動によるキャッシュ・フロー 900,148          △ 429,653      △1,329,800   

財務活動による支出 △ 1,054,280     △ 1,235,589    △181,309     

民間長期借入金の返済による支出 △ 1,700         △ 1,700        -             

債券の償還による支出 △ 1,052,551     △ 1,233,742    △181,191     ⑨

財政融資資金借入金の返済による支出 -                -               -             

リース債務の支払いによる支出 △ 29            △ 146          △118         ⑩

不要財産に係る国庫納付等による支出 -                -               -             

他勘定長期借入金の返済による支出 -                -               -             

財務活動による収入 1,954,427        805,936         △1,148,492   

民間長期借入金の借入れによる収入 55,000           -               △55,000      ⑪

債券の発行による収入 1,889,427        805,936         △1,083,492   ⑫

財政融資資金借入金の借入れによる収入 -                -               -             

政府出資金収入 -                -               -             

他勘定長期借入金の借入れによる収入 10,000           -               △10,000      ⑬

資金増加額又は減少額（△） 2,590            △ 127,394      △129,985     

資金期首残高 190,503          251,716         61,213        

資金期末残高 193,093          124,322         △68,771      

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

買取債権の取得の減

国庫補助金の精算による返還金の支出の増

債権利息の減等

買取債権回収金の増

その他収入の増等

利息及び配当金収入の減等

買現先の増加による支出の増等

金銭の信託（合同運用指定金銭信託）の減少による収入の増等

債券の償還による支出の増

リース債務の支払いによる支出の増

借入金の減

債券発行額の減等

他勘定長期借入金の減

⑩

⑪

⑫

⑬

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

別表３　令和６年度資金計画
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【住宅融資保険勘定】（住宅融資保険等事業）
（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

業務活動によるキャッシュ・フロー 3,472         4,023         551           

業務活動による支出 △ 6,233      △ 5,064      1,170         

買取債権の取得による支出 -             -             -             

貸付けによる支出 -             -             -             

人件費支出 △ 591        △ 575        16            

その他業務支出 △ 5,643      △ 4,488      1,154         ①

国庫補助金の精算による返還金の支出 -             -             -             

その他支出 -             △ 1          △1           ②

業務活動による収入 9,705         9,087         △618         

買取債権の回収による収入 -             -             -             

貸付金の回収による収入 -             -             -             

買取債権利息収入 -             -             -             

貸付金利息収入 -             -             -             

その他業務収入 7,719         7,203         △516         

国庫補助金収入 -             -             -             

その他収入 1,986         1,884         △102         

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,297      △ 9,920      △6,623       

投資活動による支出 △ 36,897     △ 56,357     △19,460      ③

投資活動による収入 33,600        46,437        12,837        ④

財務活動によるキャッシュ・フロー -             2,154         2,154         

財務活動による支出 -             △ 9          △9           

民間長期借入金の返済による支出 -             -             -             

債券の償還による支出 -             -             -             

財政融資資金借入金の返済による支出 -             -             -             

リース債務の支払いによる支出 -             -             -             

不要財産に係る国庫納付等による支出 -             △ 9          △9           ⑤

他勘定長期借入金の返済による支出 -             -             -             

財務活動による収入 -             2,163         2,163         

民間長期借入金の借入れによる収入 -             -             -             

債券の発行による収入 -             -             -             

財政融資資金借入金の借入れによる収入 -             -             -             

政府出資金収入 -             2,163         2,163         ⑥

他勘定長期借入金の借入れによる収入 -             -             -             

資金増加額又は減少額（△） 175           △ 3,744      △3,918       

資金期首残高 24,885        14,153        △10,732      

資金期末残高 25,060        10,409        △14,651      

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

保険金支出の減等

他勘定短期借入金利息の増

有価証券（債券）の取得による支出の増等

有価証券（譲渡性預金）の償還による収入の増等

不要財産に係る国庫納付等による支出の増

出資金の受入の増

別表３　令和６年度資金計画
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②
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（住宅資金融通等事業）
（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

業務活動によるキャッシュ・フロー 467,319        566,948        99,629        

業務活動による支出 △ 311,932     △ 236,255     75,677        

買取債権の取得による支出 -              -              -             

貸付けによる支出 △ 181,151     △ 87,651      93,500        ①

人件費支出 △ 4,148       △ 4,097       50            

その他業務支出 △ 108,050     △ 117,476     △9,426       

国庫補助金の精算による返還金の支出 -              △ 2           △2           ②

その他支出 △ 18,583      △ 27,028      △8,445       ③

業務活動による収入 779,251        803,203        23,952        

買取債権の回収による収入 -              -              -             

貸付金の回収による収入 542,776        557,394        14,618        

買取債権利息収入 -              -              -             

貸付金利息収入 118,795        114,900        △3,894       

その他業務収入 113,731        126,707        12,977        ④

国庫補助金収入 -              -              -             

その他収入 3,950          4,201          251           

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 90,733      △ 168,748     △78,015      

投資活動による支出 △ 92,593      △ 349,846     △257,253     ⑤

投資活動による収入 1,860          181,098        179,238       ⑥

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 377,808     △ 399,441     △21,633      

財務活動による支出 △ 585,374     △ 587,590     △2,216       

民間長期借入金の返済による支出 △ 113,500     △ 112,900     600           

債券の償還による支出 △ 403,879     △ 409,210     △5,331       

財政融資資金借入金の返済による支出 △ 38,995      △ 36,479      2,516         

リース債務の支払いによる支出 -              -              -             

不要財産に係る国庫納付等による支出 -              △ 1           △1           ⑦

他勘定長期借入金の返済による支出 △ 29,000      △ 29,000      -             

財務活動による収入 207,566        188,149        △19,417      

民間長期借入金の借入れによる収入 17,200         14,530         △2,670       ⑧

債券の発行による収入 159,066        168,999        9,933         

財政融資資金借入金の借入れによる収入 26,300         3,920          △22,380      ⑨

政府出資金収入 -              700            700           ⑩

他勘定長期借入金の借入れによる収入 5,000          -              △5,000       ⑪

資金減少額（△） △ 1,222       △ 1,241       △18          

資金期首残高 240,318        215,987        △24,331      

資金期末残高 239,096        214,747        △24,349      

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

貸付金の減

国庫補助金の精算による返還金の支出の増

国庫納付金の増等

その他収入の増等

定期預金の預入による支出の増等

定期預金の払出による収入の増等

不要財産に係る国庫納付等による支出の増

借入金の減

借入金の減

出資金受入の増

他勘定長期借入金の減

⑩

⑪

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

別表３　令和６年度資金計画

区　　　分
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【財形住宅資金貸付勘定】（住宅資金融通等事業のうち、財形住宅資金貸付業務）
（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

業務活動によるキャッシュ・フロー 17,468        19,134        1,666         

業務活動による支出 △ 2,446      △ 996        1,450         

買取債権の取得による支出 -             -             -             

貸付けによる支出 △ 1,169      △ 23         1,146         ①

人件費支出 △ 160        △ 136        24            ②

その他業務支出 △ 468        △ 533        △65          ③

国庫補助金の精算による返還金の支出 -             -             -             

その他支出 △ 648        △ 304        344           ④

業務活動による収入 19,914        20,130        216           

買取債権の回収による収入 -             -             -             

貸付金の回収による収入 18,720        19,102        382           

買取債権利息収入 -             -             -             

貸付金利息収入 1,192         1,011         △182         ⑤

その他業務収入 1             7             6             ⑥

国庫補助金収入 -             -             -             

その他収入 -             9             9             ⑦

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 8,717      2,860         11,577        

投資活動による支出 △ 8,717      △ 7,140      1,577         ⑧

投資活動による収入 -             10,000        10,000        ⑨

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,726      △ 20,234     △11,508      

財務活動による支出 △ 40,600     △ 40,000     600           

民間長期借入金の返済による支出 △ 18,900     △ 18,300     600           

債券の償還による支出 △ 21,700     △ 21,700     -             

財政融資資金借入金の返済による支出 -             -             -             

リース債務の支払いによる支出 -             -             -             

不要財産に係る国庫納付等による支出 -             -             -             

他勘定長期借入金の返済による支出 -             -             -             

財務活動による収入 31,874        19,766        △12,108      

民間長期借入金の借入れによる収入 17,200        14,530        △2,670       ⑩

債券の発行による収入 14,674        5,236         △9,438       ⑪

財政融資資金借入金の借入れによる収入 -             -             -             

政府出資金収入 -             -             -             

他勘定長期借入金の借入れによる収入 -             -             -             

資金増加額 24            1,760         1,735         

資金期首残高 6,751         2,854         △3,898       

資金期末残高 6,776         4,613         △2,162       

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

貸付金の減

人件費の減

その他支出の増等

借入金利息の減等

貸付金利息の減

償却債権取立益の増等

利息及び配当金収入の増

有価証券（譲渡性預金）の取得による支出の減等

有価証券（譲渡性預金）の償還による収入の増等

借入金の減

債券発行額の減等

⑩

⑪

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

別表３　令和６年度資金計画
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【住宅資金貸付等勘定】（住宅資金融通等事業のうち、住宅資金貸付等業務）
（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

業務活動によるキャッシュ・フロー △ 54,212     45,931        100,143       

業務活動による支出 △ 303,113    △ 222,539    80,574        

買取債権の取得による支出 -             -             -             

貸付けによる支出 △ 179,982    △ 87,628     92,354        ①

人件費支出 △ 2,279      △ 2,301      △22          

その他業務支出 △ 109,893    △ 123,438    △13,545      ②

国庫補助金の精算による返還金の支出 -             -             -             

その他支出 △ 10,959     △ 9,172      1,787         ③

業務活動による収入 248,901       268,470       19,569        

買取債権の回収による収入 -             -             -             

貸付金の回収による収入 96,748        104,280       7,531         

買取債権利息収入 -             -             -             

貸付金利息収入 22,058        18,216        △3,842       ④

その他業務収入 126,145       141,840       15,695        ⑤

国庫補助金収入 -             -             -             

その他収入 3,950         4,134         184           

投資活動によるキャッシュ・フロー 80,403        35            △80,368      

投資活動による支出 △ 12,457     △ 239,064    △226,606     ⑥

投資活動による収入 92,860        239,098       146,238       ⑦

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 27,041     △ 34,861     △7,820       

財務活動による支出 △ 202,737    △ 203,248    △511         

民間長期借入金の返済による支出 △ 35,000     △ 35,000     -             

債券の償還による支出 △ 114,265    △ 117,292    △3,026       

財政融資資金借入金の返済による支出 △ 24,471     △ 21,955     2,516         ⑧

リース債務の支払いによる支出 -             -             -             

不要財産に係る国庫納付等による支出 -             △ 1          △1           ⑨

他勘定長期借入金の返済による支出 △ 29,000     △ 29,000     -             

財務活動による収入 175,695       168,387       △7,308       

民間長期借入金の借入れによる収入 -             -             -             

債券の発行による収入 144,395       163,767       19,372        ⑩

財政融資資金借入金の借入れによる収入 26,300        3,920         △22,380      ⑪

政府出資金収入 -             700           700           ⑫

他勘定長期借入金の借入れによる収入 5,000         -             △5,000       ⑬

資金増加額又は減少額（△） △ 851        11,105        11,955        

資金期首残高 161,425       116,982       △44,443      

資金期末残高 160,574       128,086       △32,488      

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

貸付金の減

団信保険料支出の増等

債券利息の減等

貸付金利息の減

その他収入の増等

定期預金の預入による支出の増等

定期預金の払出による収入の増等

借入金の減

不要財産に係る国庫納付等による支出の増

債券発行額の増等

借入金の減

出資金の受入の増

他勘定長期借入金の減

⑩

⑪

⑫

⑬

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

別表３　令和６年度資金計画
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【既往債権管理勘定】（住宅資金融通等事業のうち、既往債権管理業務）
（単位：百万円）

計　画 実　績 差　額 備　考

業務活動によるキャッシュ・フロー 504,063        501,883        △ 2,180      

業務活動による支出 △ 19,045      △ 31,592      △ 12,547     

買取債権の取得による支出 -              -              -             

貸付けによる支出 -              -              -             

人件費支出 △ 1,708       △ 1,660       48            

その他業務支出 △ 10,362      △ 12,374      △2,013       ①

国庫補助金の精算による返還金の支出 -              △ 2           △2           ②

その他支出 △ 6,976       △ 17,555      △10,580      ③

業務活動による収入 523,109        533,475        10,367        

買取債権の回収による収入 -              -              -             

貸付金の回収による収入 427,308        434,012        6,704         

買取債権利息収入 -              -              -             

貸付金利息収入 95,634         95,861         227           

その他業務収入 167            3,541          3,374         ④

国庫補助金収入 -              -              -             

その他収入 -              61             61            ⑤

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 162,419     △ 171,643     △9,224       

投資活動による支出 △ 162,419     △ 171,643     △9,224       

投資活動による収入 -              -              -             

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 342,041     △ 344,346     △2,305       

財務活動による支出 △ 342,038     △ 344,342     △2,304       

民間長期借入金の返済による支出 △ 59,600      △ 59,600      -             

債券の償還による支出 △ 267,914     △ 270,218     △2,304       

財政融資資金借入金の返済による支出 △ 14,524      △ 14,524      -             

リース債務の支払いによる支出 -              -              -             

不要財産に係る国庫納付等による支出 -              -              -             

他勘定長期借入金の返済による支出 -              -              -             

財務活動による収入 △ 3           △ 3           △0           

民間長期借入金の借入れによる収入 -              -              -             

債券の発行による収入 △ 3           △ 3           △0           

財政融資資金借入金の借入れによる収入 -              -              -             

政府出資金収入 -              -              -             

他勘定長期借入金の借入れによる収入 -              -              -             

資金減少額（△） △ 396         △ 14,105      △13,709      

資金期首残高 72,142         96,152         24,010        

資金期末残高 71,746         82,047         10,301        

（注）単位未満端数四捨五入処理のため、計及び差額において一致しないことがある。

その他支出の増等

国庫補助金の精算による返還金の支出の増

国庫納付金の増等

償却債権取立益の増等

利息及び配当金収入の増

④

⑤

別表３　令和６年度資金計画
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